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第 1 章 調査研究の概要 

 

 

１ 調査研究の目的 

 

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下、「情報公開法」という。）第 25 条

では、「政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する

情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。」と規定しており、本法の目的である

「政府の有する諸活動を国民に説明する責務」を全うするためには、開示請求権制度によ

る行政文書の開示にとどまらず、政府が自発的にその保有する情報の提供を行っていく制

度についても充実させる必要があり、開示請求権制度と情報提供制度が相互に補完し合い

ながら、総合的な情報の公開の推進を図るべきことを明確にしている。 

 また、行政刷新担当大臣を座長とする「行政透明化検討チーム」は、2010 年４月から、

国の情報公開制度の見直しを検討し、同年 8 月 24 日に出された、その取りまとめ結果に

おいても、情報提供施策の充実が次のように指摘されている。 

 

第６ 情報の提供に関する改正（行政機関情報公開法第２５条、独立行政法人等情報公

開法第２２条関係） 

開示請求者の利便性の向上及び行政コスト削減の観点から、以下のとおり行政機関

の長・独立行政法人等による情報提供制度を改正する。 

（１）行政機関情報公開法において、行政組織・制度等に関する基礎的情報、行政活

動の現状等に関する情報等を、情報提供の対象とする。 

（２）複数回開示請求がなされ、これに対する開示決定がなされたものは、情報提供

の対象とする。 

（３）開示請求に対する「開示の実施」の方法の一つとして、ホームページ上の該当

情報の教示などの簡易な方法を、請求者が選択できることとする。 

 

開示請求による場合に比して、国民がより簡易に行政機関等の保有する情報に

接触できる方法である情報提供制度を改正し、行政組織・制度等に関する基礎的

情報、行政活動の現状等に関する情報等、及び複数回開示請求がなされ、これに
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対する開示決定がなされた文書を情報提供の対象とする。行政組織・制度等に関

する基礎的情報、行政活動の現状等に関する情報等については、その項目を法定

し、内容の詳細は、適時的な改善を可能とするべく、政令事項とする。 

また、開示請求者の利便性の向上及び行政コスト削減の観点から、開示請求に

対する「開示の実施」の方法の一つとして、ホームページ上の該当情報の教示な

どの簡易な方法を、請求者が選択できることとする。（「行政透明化検討チームと

りまとめ」1） 

 

 情報提供施策について、地方公共団体においては、情報公開条例等において、また、諸

外国では情報公開法等において規定されており、こうした情報公開施策の中には先進的な

事例があると考えられる。 

 本調査研究は、地方公共団体、諸外国等における情報提供施策に関する調査を行い、先

進的な事例を把握することにより、今後の情報公開制度の見直しに際し、国の情報提供施

策に反映させるために実施したものである。 

 

 

２ 調査研究体制 

 

 本調査研究は、総務省行政管理局から委託を受けた、財団法人 行政管理研究センターが

実施した。 

調査研究を受託した行政管理研究センターは、同センターの行政研究所内に、同センタ

ー研究員 7 名から成る研究会を組織し、調査研究を行った。実施にあたっては、適宜、情

報公開制度に精通する有識者にアドバイスを求め、調査に反映した。また、総務省行政管

理局と同センターは、調査研究の進行に合わせ、複数回の検討会を開催したほか、書面調

査の終了後、集計・分析を行い、ヒアリング調査の前に、中間報告会を開催した。 

 

 

３ 調査対象と調査手法 

 

（１） 地方公共団体 
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 調査対象とする地方公共団体は、当局と協議の上、情報提供施策において先進的な取り

組みをしている 20 団体を選定した。選定基準として、①情報提供施策に関して、情報公

開条例等に情報提供内容等の詳細な規定がある、若しくは情報提供施策に関する要綱等を

制定していること、②複数回開示請求があった文書等に関する情報提供施策を実施してい

ることのいずれか一方を満たすことを要件とした。また、国の行政機関における情報提供

施策への適用可能性を考慮し、調査対象に占める人口規模の大きな地方公共団体の割合を

大きくし、人口規模の小さな地方公共団体は、特に先進的な取り組みを実施している団体

を選定した。その結果、都道府県を 12 団体、政令指定都市を２団体、中核市を３団体、

一般市を２団体、町を１団体選定した。調査対象地方公共団体は、次のとおりである。 

 

都道府県（12 団体） 岩手県、秋田県、宮城県、群馬県、東京都、神奈川県、

三重県、大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県 

政令指定都市（２団体） 札幌市、福岡市 

中核市（３団体）  函館市、いわき市、船橋市 

一般市（２団体）  多摩市、春日市 

町（１団体）   ニセコ町 

 

 調査方法は、文献調査やインターネット・ホームページの調査を実施し、調査対象候補

を選定した。さらに、調査対象候補とした地方公共団体のインターネット・ホームページ

を調査した上で、当局と協議を実施し、調査対象を選定、上記の 20 団体に対して、書面

調査とヒアリング調査を実施した。調査対象の 20 団体には、書面調査票を郵送し、記入

の上、返送して頂いた。回収率は 100％であった。 

さらに、書面調査の結果を集計分析の上、当局とも協議を行い、次の４団体に赴き、ヒ

アリング調査を実施した。ヒアリング調査を実施したのは、東京都、神奈川県、大阪府、

多摩市の４団体である。（多摩市は、東北地方太平洋沖地震の影響で、実地によるヒアリン

グ調査は実施せず、ヒアリング事項に対して事前に書面による回答を得ていたもので代え

た。）ヒアリング調査は、情報公開制度担当課等の担当者に対して実施した。 

  

 

（２） 諸外国 
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 諸外国については、関連する他の調査研究との連携ないし比較という観点から、外国制

度調査において調査対象とすることの多い、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスを調

査対象国とした。以上の 4 カ国に加えて、以下のような観点から 4 カ国を選定した。議会

主権を前提とするウェストミンスター型の諸国では、行政情報の提供方法について特殊性

が見られると考えられるため、ウェストミンスター型の諸国のうち、情報公開法に情報提

供に関する規定があることが確認されているアイルランドとオーストラリアを対象に加え

た。情報提供施策という点では北欧諸国が進んでおり、北欧諸国の情報公開施策の推進が

EU に影響を与えていると考えられているため、北欧諸国のうち、ノルウェーを対象に加

えた。アジア諸国についても、国連の電子政府推進ランキング等各種の情報公開・情報提

供に係るランキングで上位に位置している韓国を対象に加えた。 

 その結果、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、アイルランド、ノルウェー、オー

ストラリア、韓国の 8 カ国を調査対象国とした。調査対象国には書面調査票を郵送し、別

途、電子メールでも書面調査票を送付した。書面調査に対する回答はアイルランドとノル

ウェーの２カ国から得られ、オーストラリアからは情報公開法の改正についての情報提供

を受けた。 

 

（３） 公益企業等 

 公益企業等については、次の方法で調査対象を選定した。法律で義務付けられている事

項（財務情報等）や自社（製品）の直接の宣伝以外についての情報提供について調査を実

施するため、企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility: CSR、以下「CSR」と

いう。）による情報提供に着目した。 

 日本財団が提供する公益事業のコミュニティサイトである「CANPAN(カンパン) CSR プ

ラス」における「2009 年度 CSR 報告書 情報開示度調査」等の各種 CSR 推進度ランキ

ングにおいて上位に位置する企業から、2009 年の「第 3 回 CSR 大賞」グランプリを受賞

した大阪ガス株式会社を調査対象とした。「CSR 大賞」は公益企業だけでなく一般の民間

企業も含めたなかでの受賞であり、同社は 2008 年の「CANPAN 第 2 回 CSR 大賞」では

情報開示部門金賞を得ている。 

 次に、近年、情報公開を積極的に進めてきた企業として西日本旅客鉄道株式会社（JR

西日本）を調査対象とした。2005 年 4 月 25 日に起きた福知山線事故を機に、同社は、企

業理念の全面的見直し・コーポレートガバナンスの強化等を行い、CSR 活動の強化を図っ
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ている。JR 他社や、民営鉄道会社と比較して、同社では、鉄道運行に際してのインシデ

ントやトラブル情報をホームページで積極的に公開している等の取り組みが見られる。 

 さらに、公益事業や公共交通機関以外の企業の取り組みとしては、CSR 活動を積極的に

行ってきた企業として、パナソニック株式会社を調査対象とした。 

 文献調査を事前に実施した上で、調査対象企業のインターネット・ホームページや、CSR

報告書を調査するとともに、調査対象企業には、書面調査票を送付した。大阪ガスとパナ

ソニックから回答を得たが、JR 西日本からは回答は得られなかった。 

 

 

４ 調査研究内容 

 

 本調査研究は、今後の情報公開制度の見直しに際し、国の情報提供施策に反映させるた

め、地方公共団体、諸外国等における情報提供施策に関する調査を行い、先進的な事例を

把握した。把握したのは、地方公共団体と諸外国における、(1) 情報提供施策全般に関す

る、情報提供施策の実施根拠や情報提供内容、情報提供方法等、(2)複数回開示した文書に

関する情報提供に関する実施根拠や情報内容、情報提供方法等、(3)簡易な情報開示制度で

ある。また、公益企業等に関しては、CSR の一環として情報提供している情報提供内容や、

提供する情報の選定基準、情報提供方法を調査した。地方公共団体と諸外国に関する調査

内容の詳細は、次の通り。 

 

（１） 情報提供施策 

 地方公共団体における情報提供施策に関しては、①情報提供施策の根拠規定、②制度導

入の経緯・理由、③情報提供内容・情報提供方法の現状、④情報提供内容の検討・決定プ

ロセス、⑤情報提供方法の検討・決定プロセス、⑥情報提供の効果の把握方法、⑦国から

国民に情報提供してほしい情報提供内容・方法についての要望を調査した。 

 諸外国に関しては、①情報提供施策の根拠規定、②制度導入の経緯・理由、③情報提供

内容・情報提供方法の現状、④情報提供内容の検討・決定プロセス、⑤情報提供方法の検

討・決定プロセス、⑥情報提供の効果の把握方法について調査した。 

 

（２） 複数回開示した文書に関する情報提供 



 

 - 6 -

 地方公共団体における、情報公開制度に基づき複数回開示した文書に係る情報提供に関

しては、①情報提供施策の実施根拠、②制度導入の経緯・理由、③提供すべき文書の選定

基準、④提供方法、⑤情報提供の効果について調査した。 

 諸外国についても、地方公共団体と同様に、①情報提供施策の実施根拠、②制度導入の

経緯・理由、③提供すべき文書の選定基準、④提供方法、⑤情報提供の効果について調査

した。 

 

（３） 簡易な情報開示制度 

 簡易な情報開示制度については、地方公共団体を対象に、正規の情報開示制度との相違

や制度導入の意図、実際の運用状況について、書面とヒアリングにて調査を実施した。 

 

 

                                                  
1 「行政透明化検討チームとりまとめ」行政刷新会議ホームページ

（http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/joho-kokai/pdf/fin/fin_docu_04-01.pdf） 
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第２章 地方公共団体における情報公開条例等に基づく情報提供施策 

 

 

１ 調査対象と調査内容・調査手法 

 

 第２章「地方公共団体における情報公開条例等に基づく情報提供施策」において、調査

対象とした地方公共団体は、文献調査やホームページの調査等の事前調査において、情報

公開条例に情報提供に関する条項を盛り込んでいる団体や、情報提供に関する要綱を制定

する等、先進的な情報提供施策を実施していると判明した 20 団体である。20 団体の内訳

は、都道府県が、岩手県、秋田県、宮城県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、

鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県の 12 都府県、政令指定都市が、札幌市と福岡市の 2市、

中核市が、函館市（北海道）、いわき市（福島県）、船橋市（千葉県）の 3市、一般市が、

多摩市（東京都）と春日市（福岡県）の 2市、町が、ニセコ町（北海道）の 1町で、合計

20 団体である。書面調査は、20 団体を対象とし、全ての団体から回答を得た。書面調査を

集計、分析後、東京都、神奈川県、大阪府、多摩市の 4団体を対象に、ヒアリング調査を

実施した。（多摩市については、東北地方太平洋沖地震の影響で、実地によるヒアリング調

査は実施しなかった。しかし、ヒアリング事項に対しては、多摩市から事前に書面による

回答を得ていた。） 

 調査内容は、地方公共団体における、情報公開条例等、情報公開制度に基づく、(1) 情

報提供施策全般に関する、情報提供施策の実施根拠や情報提供内容、情報提供方法等、(2)

複数回開示した文書に関する情報提供に関する実施根拠や情報内容、情報提供方法等、(3)

簡易な情報開示制度である。 

 情報提供施策全般に関しての詳細な調査内容は、①情報提供施策の根拠規定、②制度導

入の経緯・理由、③情報提供内容・情報提供方法の現状、④情報提供内容の検討・決定プ

ロセス、⑤情報提供方法の検討・決定プロセス、⑥情報提供の効果の把握方法、⑦国から

国民に情報提供してほしい情報提供内容・方法についての要望の 7 項目である。情報公開

制度に基づき複数回開示した文書に係る情報提供に関する詳細な調査内容は、①複数回開

示決定した文書に係る情報提供施策の実施根拠、②制度導入の経緯・理由、③提供すべき

文書の選定基準、④提供方法、⑤情報提供の効果について調査の 5 項目である。簡易な情

報開示制度については、正規の情報開示制度との相違や制度導入の意図、実際の運用状況
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等について、調査を実施した。 

 調査方法としては、書面調査とヒアリング調査を採用した。書面調査では、情報提供施

策全般や複数回開示した文書に関する情報提供、簡易な情報開示制度の調査内容全般の調

査を行った。（調査対象の地方公共団体に送付した書面調査票は、本報告書の資料編に収録

している。） 

 ヒアリング調査は、書面調査にて、詳細な情報提供に関する要綱等を制定していること

や複数回開示決定した文書の情報提供に関する制度を制定していること等が判明した東京

都、神奈川県、大阪府、多摩市の 4 団体に対して実施した。ヒアリング調査では、情報提

供内容や情報提供方法を選定した経緯や選定基準、実際に情報提供する際の事務プロセス、

複数回開示決定した文書の情報提供に関する事務の実際等について、聞き取り調査を実施

した。 

 

 

２ 情報提供施策 

 

（１）情報提供施策の根拠規定の体系 

 根拠規定は、情報公開条例等の条例、情報公開条例等に基づく要綱等、条例・要綱等以

外の根拠規定の 3 区分に分類した。条例に関しては、調査対象である 20 団体の全ての地

方公共団体において、情報公開条例に情報提供に関する規定があった。情報公開条例に基

づく情報提供に関する要綱等を制定しているのは 17 団体だった。また、条例・要綱以外

の根拠規定を有するのは、9 団体であった。 

 調査対象とした地方公共団体においては、情報公開条例では情報提供の推進に関する包

括的な規定を設け、実際の情報提供内容等、詳細については要綱等を制定し、規定してい

た。情報公開条例において、情報提供内容まで規定しているのは東京都だけだった。 

 

（２） 情報提供内容の現状 

 多くの地方公共団体において情報提供していたのは、施政方針・基本計画に関する情報

では、「長期計画や基本構想、その他重要な基本計画」（１３団体）や「長期計画、基本計

画を保管する主な個別計画・指針」（１２団体）であった。また、ほとんどの団体において、

「組織図や機構図」（１３団体）、「職員の定数に関する情報」（１２団体）、「職員の給与に
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関する情報」（１３団体）で提供していた。予算に関する情報を公開していたのは、約半数

の団体で、「予算見積書」（７団体）、「部局別予算要求状況」（７団体）、「予算要求、査定等、

予算過程の情報」（６団体）となっている。 

 政策評価・事務事業評価結果・主要事業の進行状況では、「政策評価・事務事業評価結果」

（１２団体）は多くの団体が提供していたが、「個別事務事業の評価書」（８団体）や「需

要事業の進行状況」（７団体）は、提供しているのは半数強だった。その他の項目としては、

大阪府では「部局長マニフェスト」を、鳥取県では「政策戦略会議会議録」を提供してい

た。重要会議・審議会などの報告書、議事録、提出資料は、多くの団体において提供して

おり、「重要会議・審議会等の報告書」（１０団体）、「重要会議・審議会等の議事録」（１１

団体）、「重要会議・審議会等への提出資料」（１０団体）となっている。 

 試験の実施、行事に関する情報では、ほとんどの団体において情報を提供しており、「地

方公共団体が実施する試験等に関する情報」（１３団体）、「地方公共団体が主催する行事に

関する情報」（１２団体）となっている。外郭団体の事業概要や財務状況では、「外郭団体

の事業概要」（１０団体）、「外郭団体の財務諸表等」（１０団体）、「外郭団体への地方公共

団体職員の再就職の状況」（９団体）となっている。 

 その他、特徴的な情報提供内容としては、住民ニーズが高いと想定される「所管法人や

団体、許認可を受けたもの等の名簿情報」（７団体）、「職員採用試験や学校入学試験等の試

験問題等」（６団体）と約半数の団体が情報提供していた。「交際費や食糧費等」（８団体）

や「退職者の再就職状況」（８団体）は約半数の団体が情報提供しているが、「職員団体と

の交渉過程・交渉結果」（３団体）を公表しているのは少数に留まった。 

 ヒアリング調査を実施した東京都では、交際費支出関係文書について、交際費支出のさ

らなる透明性向上と、都民の都政に対する理解と信頼を深めることを目的とし、知事部局

の各局等が所管する交際費を、原則月１回、都のホームページで情報提供している。 

 神奈川県においては、情報提供制度に基づき、行政文書の交付を行ったものとして次の

ような文書があった。毎回、情報公開請求があれば全部公開で対応していた行政文書は、

土木工事や建築工事等の設計書、試験問題・解答、各種法人の一覧表、非公開情報の含ま

れていない起案文書等があった。反対に、閲覧の規定があるが、写しの交付の規定がない

ため、情報公開請求で対応していた行政文書としては、医療法人の決算書、道路位置図等

があった。 

大阪府では、世間でも注目されていた情報であった知事メール（知事から各部局長に指
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示した電子メール）を情報提供している。他都道府県においては、知事が発信した電子メ

ールについて、定期的に情報公開した事例はなかったが、府政情報室、秘書課において情

報提供を決定した。 

 

（３）公表義務情報と任意提供情報 

 東京都、岩手県においては、公表が義務付けられている情報（以下「公表義務情報」）と、

任意に提供すべき情報（以下「任意提供情報」）を分けて、それぞれ規定している。 

東京都では、東京都情報公開条例において、都の長期計画や審議会などの報告書、議事

録などの公表を義務付けている。また、都議会定例会での知事発言などの都の施政方針や

都の組織や都の職員の定数、給与に関する情報などは、任意であるが情報提供をしている。

なお、東京都は、条例で義務付けられている情報の公表を「情報公表制度」、条例では義務

付けられていない情報の提供を「情報提供制度」として整理している（東京都の整理の経

緯については P18 参照）。 

同様に岩手県では、「情報提供施策の総合的な推進に関する要綱」にて、県の長期計画そ

の他の県の重要な基本計画や、庁議における決定事項等の「県民に公表するものとする」

と規定されている「情報の公表」と、県議会定例会等における知事発言等県の施政方針や

県の予算に関するもの等の「提供に努めるものとする」と規定されている「情報の提供」

との区分を設けている。 

東京都と岩手県では、情報公表制度において公表される公表義務情報と、情報提供制度

において提供される任意提供情報の違いについては、共通性が見られる。東京都において

は、公表義務情報に、（１）都の長期計画、その他重要な基本計画（一定のものはその中間

段階の案も公表）、（２）審議会などの報告書、議事録、提出資料、（３）都の主要事業の進

行状況、（４）その他外郭団体の事業概要、財務状況などを規定しており、任意提供情報に

は、（１）都議会定例会での知事発言など、都の施政方針、（２）都の組織や都の職員の定

数、給与に関する情報、（３）地域開発や重要な施設整備に関する情報、（４）環境、保健

衛生、防災など、都民生活の安全と密接な関係がある情報、（５）都が行う試験、行事に関

する情報（６）その他各局の事業情報など都政全般に関する情報を規定している。岩手県

においては、公表義務情報に、(1)  県の長期計画その他の県の重要な基本計画及びこれら

に係る中間段階の案、(2)庁議における決定事項、(3)  審議会等の附属機関及びこれに類す

るものの会議の公開並びに会議資料及び会議録、(4)  県の重点事業及びこれに類するもの
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の進捗状況、(5)  その他知事が特に必要と認める事項を規定しており、任意提供情報には、

(1)  第３の規定に基づき公表した事項に関し、さらに周知が必要なもの、(2)  県議会定例

会等における知事発言等県の施政方針、(3)  環境、保健衛生、防災等県民生活の安全と密

接な関係があるもの、(4)  県の予算に関するもの、(5)  県の組織並びに県の職員の定数及

び給与に関するもの、(6)  地域開発及び重要な施設整備に関するもの、(7)  県民の意識、

生活実態等に関する調査結果に関するもの、(8)  県の保有する研究及び技術（特許権等に

係るものを除く。）並びに統計に関する資料、(9)  県が行う試験、行事に関する事項が規

定されている。 

共通点では、「長期計画、その他重要な基本計画」や「審議会などの報告書、議事録、提

出資料」、「主要事業の進行状況」が公共義務情報に、「施政方針」や「組織並びに職員の定

数及び給与」、「環境、保健衛生、防災など、住民の生活の安全と密接な関係がある情報」、

「試験、行事に関する情報」が任意提供情報になっている。 

相違点としては、東京都の公表義務情報に「外郭団体の事業概要、財務状況」があるが、

岩手県にはない一方、岩手県の公表義務情報に「庁議における決定事項」があるが、東京

都にはない点が挙げられる。また、岩手県の任意提供情報に、「県の予算に関するもの」と

「県民の意識、生活実態等に関する調査結果に関するもの」、 「県の保有する研究及び技

術（特許権等に係るものを除く。）並びに統計に関する資料」があるが、東京都にはない点

が挙げられる。 

その他、群馬県、宮崎県、多摩市では、要綱等で情報提供を、義務化された「情報の公

表」と任意の「情報の提供」とに、徳島県では、「公表義務情報」と「公表推進情報」とに

区分している。 

 

（４）情報提供内容の選択指針 

 情報提供内容の選択指針では、「情報提供内容の選択指針に関する要綱等を制定」が１４

団体、「情報提供内容の選択は主管課に委任」が１２団体と分かれている。このうち、７団

体は、両項目を選択しており、これら７団体は要綱等を制定した上で、実際に情報提供す

る内容は主管課に委任している実態が読み取れる。 

 ヒアリング調査を実施した地方公共団体においては、情報提供内容の選定指針の策定時

における選択の基準や指針等は判明しなかった。現在の担当者が情報提供している内容を

分析すると、情報提供施策を制度化した際には、次の二つの考えがあったものと思われる。
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一つは、従前から任意に情報提供していた行政情報を、情報提供施策の制度化時に整理し、

項目化したことが考えられる。もう一つは、当時、住民ニーズが高い情報、住民にとって

必要性が高い情報と行政側が考えていた行政情報を、制度化時に列挙したことが考えられ

る。 

 ヒアリングを実施した地方公共団体では、事務の現場において、情報提供する情報につ

いての選択権限は条例や要綱上、主管課にある。個別の情報を提供する、しないの選択は、

住民にとっての情報の必要性や重要性を判断基準として主管課が判断している。 

 

（５）情報提供方法 

 ほとんどの地方公共団体において、情報提供方法として採用しているのは「情報提供窓

口（情報公開コーナー等）の設置・提供情報の配架」（１９団体）と「インターネット・ホ

ームページでの公表」（１９団体）だった。情報提供窓口での提供やインターネットを使っ

た情報提供を規定していなかったのはニセコ町だけで、同町では「広報誌・広報誌等への

掲載」（１５団体）で情報提供を行っている。「報道発表」を行っているのは１２団体であ

った。 

 

（６）情報提供方法の選択指針 

 「情報提供方法に関する要綱等を制定」しているのは１２団体で、「情報提供方法の選択

は主管課に委任」しているのは１０団体であった。このうち、４団体は要綱等を制定した

上で、実際の提供方法の選択は主管課に委任していた。 

 

（７）インターネット・ホームページの更新 

 情報公開制度による情報提供に関するインターネット・ホームページの更新作業を１８

団体では「各部局が担当」しており、このうち１６団体は、外部委託せず各部局自身が更

新作業を実施していると回答している。情報公開部局がホームページの更新作業を行って

いるのは８団体で、このうち７団体は「各部局が担当」にも回答しており、情報公開担当

部局と各部局が分担してインターネット・ホームページを更新していることが分かった。

情報公開部局のみが更新作業をすると回答した春日市では、インターネット・ホームペー

ジ更新作業を外部委託していると回答した。また、東京都では、総合ホームページは広報

担当部局が担当し、各局ホームページは各局において更新しているが、一部事務を外部委



 

 - 13 -

託しているところもあると回答している。 

 

（８）インターネット・セキュリティの確保 

 多くの地方公共団体がインターネット・セキュリティの確保ために「コンテンツ・マネ

ジメント・システム（ＣＭＳ）1の導入」（１４団体）を回答しており、「外部委託に際して

プライバシーマーク2等の資格要件の付与」（１団体）や「ホスティング・サービス3やクラ

ウド・サービス4の利用」（１団体）は少数に留まった。 

 

（９） 情報公開窓口（情報公開コーナー等）の設置 

 情報公開コーナー等、提供情報を閲覧が可能な情報公開窓口等を設置しているのは、ニ

セコ町を除く１９団体で、この内１８団体が「直営」で情報公開窓口を運営している。そ

の多くが「常勤職員のみ配置」で運営しており、「非常勤職員のみ配置」は４団体、「常勤

職員及び非常勤職員を配置」しているのは４団体だった。「外部委託」していると回答した

のは３団体だったが、このうち２団体は一部業務のみを外部委託している。 

 

（１０）情報提供効果の把握 

 情報公開窓口の利用者数やインターネット・ホームページのアクセス記録等の情報提供

の効果を把握の有無に関しては、「把握している」のが７団体、「把握していない」のが１

３団体だった。把握していない理由として、１１団体が挙げたのは「効果把握が困難だか

ら」で、「閲覧者等のプライバシーに触れるから」を理由としたのは１団体であった。 

 「閲覧記録・閲覧請求分書等の蓄積・分析」を行っているのは４団体、「インターネット・

アクセス記録の蓄積・分析」を実施しているのは３団体、「広報誌・広報紙等の普及等に関

する調査の実施」は１団体だった。閲覧利用件数やコピー枚数等を把握しているのが１団

体、情報提供窓口の利用人数を把握しているのが１団体あった。 

 「情報提供範囲の見直しに活用」、「情報提供方法の見直しに活用」と回答した大阪府で

は、府政情報センターの閲覧カードの要望・希望欄に記載された利用者の要望を取りまと

めて、定期的に担当課へ送付している。利用者の要望を受けて情報提供を具体例として、

建築事業者許可業者名簿は紙ベースで情報提供していたが、閲覧者からの要望を受け、

2009 年 5 月からホームページ5に掲載した事例がある。 
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（１１） 情報提供の件数と提供された情報へのアクセス 

 情報提供を実施した件数は、文書調査では６団体が回答した。このうち、情報公開コー

ナー等での開架文書数を回答した団体があり、情報公開条例に基づき情報提供している総

文書数を把握している団体は少数だった。件数が最大だったのは大分県の１４１，５６０

文書、最小だったのは函館市の約９０文書だった。 

また、提供された情報の利用件数、アクセス件数も、把握しているのは、総文書数を把

握しているのと同一の６団体であった。利用件数、アクセス件数が最大だったのは宮崎県

の９，１７２件、最小は函館市の２０４件であった。 

情報公開条例に基づき地方公共団体は、情報公開制度の実施状況を公表しているが、こ

の大阪府は、「情報の公表制度の実施に関する要領」に基づき、平成２１年度に６１４件の

情報を提供した。内訳は、「府政に関する基礎情報」が２７４件、「政策形成過程情報」が

１９７件、「その他」が１２３件である。府政情報センターの平成２１年度の利用件数は１

５，３０６件で、内訳は職員が応対しての情報他提供が４，６５２件、開架資料の閲覧が

４，３２５件、府政刊行物の販売部数が６，３１２部、行政文書等複写申出件数が３３７

件、ホームページの閲覧が８２件だった。平成２０年度と比較すると、提供情報の件数は

５８件増加しているが、利用数は８，０１６件減少している。 

 東京都では、平成２１年度に公表義務情報を５２１件、任意提供情報を５，８８４件提

供した。 

 

（１２）把握した情報提供効果の活用状況 

 情報提供の効果として把握した各種データを「情報提供範囲の見直しに活用」している

のが５団体、「情報提供方法の見直しに活用」しているのが４団体、「情報提供制度の見直

しに活用」しているのが１団体だった。一方、「効果は把握しているが、特段活用していな

い」のが 1 団体だった。 

 

（１３）ニーズの高い情報の提供方向の工夫 

 住民ニーズが高い情報に関して、提供方法の工夫として「情報開示制度から情報提供へ

の移行」を実施しているのが９団体、「情報提供窓口（情報公開コーナー等）での閲覧」も

９団体、「インターネットへの掲載」が７団体、広報誌・広報紙等への掲載は５団体だった。
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県政テレビの放映やテレビ・ラジオのスポット広告を打つと回答したのが１団体あった。

ニーズが高い情報の提供に関する予算措置は、「なし」と回答したのが９団体で、「あり」

と回答したのが１団体で、広告委託料や広報誌の発行のための予算が措置されている。 

 

 

３ 複数回開示した文書に関する情報提供 

 

（１） 根拠規定の体系 

 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に関わる情報提供に関し、「条例」に根拠規定

があると回答したのは５団体、「要綱」に規定があると回答したのは８団体、「条例、要綱

以外」に根拠規定があると回答したのは４団体であった。 

 

（２）制度導入の経緯・理由 

 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に関わる情報提供の制度を導入した理由につ

いては、「首長のリーダーシップによって」（７団体）と「審議会等、第三者機関の意向を

受けて」（７団体）が多く、「大量請求事例への対応」と回答した団体はなかった。 

 

（３）提供すべき文書の選定基準 

 情報公開条例に基づき複数回開示した文書の提供に関する選定基準として、根拠規程の

体裁が、「義務的規定」と回答したのは３団体、「裁量的規定」と回答したのが１３団体だ

った。「その他」と回答した２団体は、全部開示文書を全て提供する団体と、開示決定した

文書につき、期限を区切って全て提供している団体で、この２団体を合わせると、５団体

が義務的な規定となっている。さらに、義務的規定となっている３団体は、全て「開示決

定した文書は全て公開」と回答している。 

 裁量的規定となっている１３団体のうち、「案件ごとに判断」するのが９団体で最も多く、

次いで「部局ごとに判断」するのが２団体となっている。 

 複数の者から同じ行政文書について公開請求があり、今後も他の者からの請求が予想さ

れる行政文書を、公開決定情報として情報提供している神奈川県では、前年度５９件の請

求があった「古物市場一覧表」をホームページで、３件の請求があった「教育委員会会議

資料」を配架で情報提供している。 
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 開示決定した文書は全て情報提供している大阪府では、ホームページへの掲載について、

基本的には担当課の判断に任せているが、府政情報センターに配架については、要綱に則

り担当課で判断している。その他の場合は、複写申出で対応している。具体例として、全

国学力状況調査結果については、複数から請求があったため、1 回目の開示決定後は情報

提供扱いとして、閲覧窓口で請求者の求めに応じて直ちに複写を提供している。 

 

（４）提供の範囲 

 情報公開条例に基づき複数回開示した文書の提供範囲に関して、「全部開示文書のみ提

供」と回答したのが９団体で、「一部開示文書も提供」と回答したのは６団体だった。一部

開示文書を提供する場合に、不開示情報の取り扱いについて、「墨塗り等で対応」するのが

６団体、「不開示情報等が含まれない形式に編集して提供」するのも６団体だった。このう

ち、３団体は「墨塗り等で対応」と「不開示情報等が含まれない形式に編集して提供」の

両方に回答している。 

 「不開示情報等が含まれない形式に編集」して情報提供している事例として、東京都で

は、交際費執行状況や知事・局長の海外出張報告をホームページ6で情報提供している。 

多摩市においては、審議会の議事録等で、発言委員の氏名を不開示とする必要がある場

合、「○○委員」となっている表記を「委員」と編集して、情報提供している。 

 

（５）複数回開示請求があった文書の提供方法 

 情報公開条例に基づき複数回開示した文書の提供方法に関して、最も多かったのは「情

報提供（情報公開コーナー等）窓口での閲覧」（１２団体）で、次いで「各部局窓口での閲

覧」（８団体）だった。「インターネット」で提供しているのは４団体だった。 

 情報提供では、１９団体が情報公開窓口等とインターネットの両方で提供を実施してい

たが、複数回開示請求があった文書の提供では４団体のみがインターネットでの提供を実

施しており、窓口での情報提供が主流であることに相違が見られた。 

 その他、「広報誌・広報紙等への掲載」と「県政・市政等総合窓口」、「行政資料室」での

提供がそれぞれ１団体あった。 

 

（６）複数回開示請求があった文書の提供の効果 

 利用件数やアクセス数等、複数回開示請求があった文書の提供の「効果を把握している」
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のは２団体で、「把握していない」のは１４団体だった。効果を把握していない理由として

「効果把握が困難だから」が１３団体、「効果把握の必要性を感じないから」と「閲覧者等

のプライバシーに触れるから」がそれぞれ１団体だった。 

 効果を把握している２団体が実施しているのは、「閲覧記録・閲覧請求分書等の蓄積・分

析」であった。効果を把握している２団体では、「情報提供内容の見直し」に活用している

のが２団体、「情報提供方法の見直しに活用」しているのと「情報提供制度の見直しに活用」

しているのが、それぞれ１団体であった。 

 

（７）複数回開示請求があった文書の情報提供制度創設時における大量請求問題への直面 

 複数回開示請求があった文書の情報提供制度創設時に「大量請求問題に直面していた」

と回答したのは８団体、「他地方公共団体等の事例を問題だと認識していたが、当該地方公

共団体としては大量請求問題に直面していなかった」のが５団体、「大量請求問題に直面し

ていなかった」のは３団体であった。直面していたのが８団体、直面していなかったのが

８団体と拮抗している。 

 情報提供制度と大量請求問題との関係について、「大量請求問題と情報提供制度は関係な

い」と回答したのが１３団体で、「大量請求問題は主目的ではないが、情報提供制度導入の

目的の一つ」と回答したのは３団体だった。 

 

（８）情報提供に移行した情報への利用件数・アクセス件数 

 情報提供に移行して「利用件数・アクセス件数が増えた」と回答したのは２団体、「利用

件数・アクセス件数は変わらず」と回答したのは３団体で、全体的には、情報提供制度に

移行することによって、利用は横ばい、若しくは増える傾向にあることが読み取れる。一

方、「当該情報への開示請求は減少している」、「情報公開請求は減少している」と回答した

団体もあり、情報提供に移行した場合、当該情報への開示請求が減少し、開示事務の簡素

化に寄与していることも読み取れる。 

 

 

４ 情報開示請求に依らない「簡易な手続」による情報提供 

 

 情報開示請求制度ではなく、「簡易な手続き」による情報提供制度の有無に関して、「な
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し」と回答したのは１２団体、「あり」と回答したのは７団体であった。「簡易に手続き」

と正規の開示請求制度との違いについては、開示請求書の記入が必要ない制度と、開示決

定通知を文書ではなく口頭で可能にする制度があった。 

 

 

５ ヒアリング概要 

 

 本調査研究では、書面調査を集計、分析した後、書面調査では必ずしも明らかにならな

かった、情報提供内容の選択基準や、情報提供内容を決定するプロセス、実際に情報提供

する事務のプロセス、個々の地方公共団体において特徴ある情報提供内容等について、ヒ

アリング調査を実施した。調査対象は東京都、神奈川県、大阪府、多摩市の４団体である。 

 ヒアリングは、情報公開制度担当課の担当者に対して行った。以下のヒアリング概要は、

ヒアリング事項を当方が書き起こしたものである。（多摩市はヒアリング項目に対して事前

に書面で回答いただいていたものを掲載している。） 

 

（１） 東京都 

 東京都は、「情報提供施策の見直しに際して先進自治体として参考にした」と岩手県が書

面調査において回答したほか、義務的な公表と任意の提供を分ける等、情報提供施策が充

実している。また、調査対象の地方公共団体では唯一、情報公開条例に情報提供内容に関

する詳細な項目を盛り込んでいる。我が国において最大規模の地方公共団体でもあり、国

の行政機関における情報提供施策の充実を検討する際に、参考になると考えられる。 

 

ヒアリング項目 

ア 情報提供施策の対象とする情報内容を選定した際の検討過程や選定理由について。特

に、条例や要綱を制定した際の、公表情報と提供情報の区分に関する基準や考え方に

ついて。 

 

1985 年（昭和 60 年）に制定された旧情報公開条例には、情報公表、情報提供に努

める旨の包括的な規定が盛り込まれていた。青島幸男知事時代の 1996 年（平成 8 年）

に、東京都行政改革大綱を制定した際に、「開かれた都政」を目指し、情報公表、情報
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提供を推進することが盛り込まれた。1998 年（平成 10 年）７月１日から「東京都情

報公開の総合的推進に関する要綱（以下、旧要綱）」を施行し、計画段階における情報

の公表を含め、情報公表及び情報提供を推進した。その後、「東京都における情報公開

制度のあり方に関する懇談会」が提言「情報公開制度の新たな展開のために」を出し、

その中で、旧要綱の基本部分を条例化することに言及があった。そして、2000 年 1

月 1 日に現行の東京都情報公開条例が施行されている。 

情報公表と情報提供の区分は、旧要綱においても存在していた。情報公表だけでな

く、情報提供も制度化したのは、公表を義務付けないことで、より柔軟に対応でき、

多くの情報が提供される可能性があることが考慮されたものと思われる。情報公表と

情報提供の区分の根拠や基準については、情報の重要性が一つの基準となっているも

のと考えられるが、具体的な根拠や基準は不明である。当時、既に公表されていたも

のを整理し、制度化、義務化した側面もあると思われる。 

 

イ 実際に情報提供する際の事務プロセスについて。情報を提供する際の、情報公開課の

関与（取りまとめや集計等）の有無について。 

 

個別の文書を情報公表や情報提供するか否かの判断は、主管課の権限であり、制度

が定着したこともあり、現在では情報公開課への協議や相談等はほとんどない。2007

年（平成 19 年）度に設置した「IT・業務改革会議」に向けた事前調査として、開示

決定が多い公文書については、多いものから順に主管課からヒアリングを実施した。

データベース化によるホームページ上の公表や、都民情報センターにおける閲覧に移

行するように働きかけ、その結果ＮＰＯ法人情報のホームページ掲載や食品営業許可

台帳等の都民情報ルームへの配架が行われた。その他、情報提供に移行したことで開

示請求が減ったものとしては、知事交際費や知事海外出張に関する文書等がある。 

 

ウ 長期計画や重要な基本計画の中間段階の案を公表することにした経緯について。 

 

計画策定段階の中間的な案等、プロセス情報が条例上公表することとされているこ

とについては、東京都行政改革大綱や「東京都における情報公開制度のあり方に関す

る懇談会」の提言を受けたものである。当初は、「中間段階の案を策定しがたいものに
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ついても、今後作成に努めるものとする」と各部局に通知したことが分かっているが、

現在では制度が定着している。情報公開課では各部局が四半期ごとに作成する、中間

段階の案を含む公表又は提供した情報の一覧表を全庁分とりまとめ、都民情報ルーム

への配架やホームページへの掲載手続きを行っている。 

パブリック・コメント制度と似ていることもあるが、中間段階の案に対して寄せら

れた意見の最終案への反映が義務付けられていないことから、パブリック・コメント

制度とは別の制度として認識している。ただ、「東京都における情報公開制度のあり方

に関する懇談会」では、委員からパブリック・コメントを補完するものと位置づける

意見や、パブリック・コメント制度が法制化される前段階の取り組みとして位置づけ

る意見もあった。 

 

エ 複数回開示請求文書の情報提供に関する選定基準や実際の運用状況について。 

 

 「IT・業務改革会議」に向けた事前ヒアリング調査以降、情報公開課では、複数回

開示請求文書の情報公表や提供に関する実際の運用状況についての統一的な把握を行

っていない。基本的には、開示請求が多い文書を台帳化することで、開示請求が減少

し、事務の効率化が図られるものと考えている。 

都政情報ルームに配架することで、開示請求の対象から外れることになっているの

で、開示に係る業務を効率化できる。しかし、閲覧用の文書やホームページ作成の事

務作業や費用が掛かることもあり、情報提供への移行には制約もある。そのため、開

示請求の減少による事務の効率化と、情報提供による事務負担を比較考慮し、開示請

求で対応するか、情報提供にするかを原課が判断している。 

各種の営業許可等の情報は、台帳を作成、公表することで、営利目的の利用が増え

て、台帳に掲載されている者に対して、営業電話等が増え、都民の利便性が低下する

恐れがある。同時に、それらの情報は都民一般のニーズとはかけ離れる可能性もある

ため、情報提供への移行には考慮しなければならない事情もある。 

 

（２） 神奈川県 

 神奈川県は、情報提供施策、複数回開示文書の情報提供に関する詳細な要綱を制定して

おり、情報提供施策はインターネット・ホームページでの情報提供を主に、複数回開示文
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書の情報提供は、窓口での情報提供を主にする等、情報提供方法にも先進性が見られる。

2010 年に「県民の求めに応じた情報提供に関する要綱」を制定しているため、他団体を含

め、情報提供施策に関する最新の情報を得ていた。 

 

ヒアリング項目 

ア 昨年に「県民の求めに応じた情報提供制度」を制定したが、情報提供施策の対象とす

る情報内容を選定した際の検討過程や選定理由について。（誰が、どうやって決めたか） 

 

（情報の公表） 

 「県政情報の公表に関する要綱」の前の要綱である「県政情報の公表の推進に関す

る要綱」を定めた平成 17 年度の見直しの際に、公表の対象となる情報内容を決定し

た。公表する情報の基準としては、県民に対する説明責任と、県政の諸課題に対する

県民との問題意識の共有という観点から選定した。当時、所管していた広報県民課が

対象とする情報を選定し、庁内に提示、合意を得る、というプロセスを踏んだ。昨年

度の条例改正の際において、条例上の公表項目は、平成 21 年３月に制定された自治

基本条例の内容を踏まえたものとなっている。 

（情報の提供） 

 基本的には、情報開示請求のデータは情報公開課で把握しており、そのデータを元

に、全部開示で開示している文書や開示請求が多い文書は、原課に対して情報提供制

度への移行を促している。原課としても、請求が多い文書は、事務負担の軽減を考慮

し、情報提供制度への移行を検討している。公表もしくは提供する情報に関する判断

は、県民のニーズの多寡によることが多いようである。 

 

イ 実際に情報提供する際の事務プロセスについて。情報を提供する際の、情報公開課の

関与（取りまとめや集計等）の有無について。（事務の現場で、誰がどの様に決めてい

るのか） 

 

（情報の公表） 

県政に関する主要な情報の公表については、要綱作成段階で、提供する情報の内容

まで決定しており、日常的には原課が判断に迷うことはないと思われる。 
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（情報の提供） 

実際に提供する文書の選定は原課に権限があり、提供するか、迷うような案件につ

いては、情報公開課に相談するプロセスとなっている。情報の提供に関しては、「『県

民の求めに応じた情報提供制度』の事務の手引き」を作成し、それに沿った形で提供

の可否を判断し、事務手続を進めている。 

 

ウ 公表情報は県ホームページでの公開を、公開決定情報は窓口での提供を原則とした理

由について。 

 

 公表情報は、県民参加を促進する観点から、県民に対して、わかりやすい情報の提

供を行うことを主眼としており、県民にとってわかりやすい形に情報を加工して公表

している。多くの県民の情報を見てもらい、県民参加を促すには、インターネットで

の公表が適していると考えられる。情報弱者のために、県庁で配架して閲覧に供して

いる情報もあるが、インターネットでの公表の方が、多くの県民に情報に接してもら

えるものと考えている。 

 また、平成 18 年に、「県政情報の公表・公開」として、インターネットホームペー

ジのトップページから直接リンクを張り、県政に関する主要な情報を公表することを

始めたが、これは、インターネットホームページで公開している情報が多岐にわたっ

ているため、基礎的な県政に関する情報を絞った上で、整理して公表しているもので

ある。 

 公開決定情報の提供に関しては、開示請求手続を経ないで情報を提供でき、県民の

利便性の向上及び開示手続に関わる事務負担を軽減することが主眼となっているため、

開示する情報をそのままの形式で提供している。そのため、インターネットでの提供

ではなく、県庁での配架を選択している。また、公開決定情報については、県民ニー

ズが、どの程度あるのか、把握しにくいこともあり、県民の利便性の向上と事務の効

率化の観点から、事務手続が簡便な配架が原則となっている。 

 

エ 「県政情報の公表」、「公開決定情報の提供」、「県民の求めに応じた情報提供」、「情報

公開」のデマケーションに関する基本的な考え方について。どのような情報を、どの

制度に基づき公開、提供、公表しているのか、その考え方について。 
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 制度としては、「県民の求めに応じるもの」と「県が積極的に公表するもの」、義務

的な公表と、任意的な提供に分けている。義務的で、県民の求めに応じるものが「情

報公開請求」、義務的ながら県が積極的に行うものが「情報の公表」、任意的だが、県

民の求めに応じるものが「県民の求めに応じた情報提供」となっている。（任意的かつ

県が積極的に行うものは「広報」として区処されている） 

 

 義務的 任意的 

県民の求めに応じるもの 情報公開請求 県民の求めに応じた情報提供 

県が積極的に行うもの 情報の公表（公開決定情報の

提供を含む。）・会議の公開 

（広報） 

 

 情報の公表は、基礎的な県政情報に限定した上で、公表を義務付けており、県民参

加の促進を促すために、県政の全体像を県民に対して提示するとともに、一覧性の確

保を目的としている。県民の求めに応じた情報提供は、開示請求手続の簡素化による

県民の利便性や事務の効率化を目的としている。情報公開請求は、県民の権利性を重

視している。 

 

オ 複数回の文書は、運用上は、何回請求があれば情報提供しているのか。統一的な基準

はあるのか。 

 

（公開決定情報） 

 公開決定情報は、県民の利便性や事務負担の効率化を考慮し、原課が決定している。

基準としては抽象的なものとなっていて、原課は、公開決定情報の提供による配架の

事務負担と、開示請求手続の事務負担を考慮し、公開決定情報として情報提供を行う

か否かを決定している。具体的には、請求回数と、県民ニーズを基準に決定している。 

（県民の求めに応じた情報提供） 

全部開示文書で請求回数が多いと、県民の求めに応じた情報提供に移行することが

多い。 
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カ 複数回開示請求の文書を情報提供に移行することで、開示請求件数は減少していると

考えられるか。事務負担全体は、どのような状況か。 

 

 県民の求めに応じた情報提供制度は、全体して事務負担の軽減につながっていると

考えられる。従来、開示請求件数が多かった「工事の設計書」は情報提供で対応する

ことが可能となり、開示請求は減少した。また、開示請求が多かった「建築計画概要

書」は、情報公開請求制度の対象から外し、建築基準法に係る県条例に基づき、手数

料を徴収した上で写しの交付を行っている。 

 

（３） 大阪府 

 大阪府は、「情報提供施策の見直しに際して先進自治体として参考にした」と神奈川県が

書面調査において回答したほか、情報提供施策、複数回に開示文書の情報提供に関する詳

細な要綱を制定している。また、提供情報の年間件数や、公開情報の利用件数を把握して

いる数少ない調査対象の地方公共団体の一つである。さらに、「情報公開に関する都道府県

の取組状況調査」を実施しているため、他団体の情報提供施策の状況についての知見を有

している。 

 

ヒアリング項目 

ア 情報提供する情報内容を選定した際の検討過程や選定理由について。（誰が、どうやっ

て決めたか） 

 

昭和 59 年に西日本で最初に公文書公開等条例を制定するとともに情報提供コーナ

ーとして「エコセンター」を設置し、府民に情報提供を行ってきた。その後、平成 12

年に全部改正した大阪府情報公開条例の施行に伴い、大阪府情報公開推進会議の提言

をはじめ広く府民の要望を受け、府政に関する基礎情報、府の政策形成過程情報など

の公表項目を体系的に列挙した情報の公表制度の実施に関する要綱を制定し、義務的

に公表を行う情報範囲を明確にしてきた。実際の公表内容については、担当課に委ね、

後日、担当課から報告することとしている。 

府政情報センターの閲覧カードの要望・希望欄に自由記述欄を設けて、利用者の要

望を集めている。要望としては、教員採用試験問題や建築業許可業者名簿などのホー



 

 - 25 -

ムページへの掲載を求める意見が多い。ただし、教員採用試験問題のホームページへ

の掲載は、著作権の問題もあるため、課題が残る。 

政策形成過程の情報は、平成 20 年の橋下徹知事の就任により、情報公開日本一を

目指す「究極の情報公開」の取り組みによっている。所属長の段階から、打ち合わせ

やレク、決裁に関する情報を記録し、公表する。公表する情報は、担当課が決定する

が、知事の指示事項や部局長マニフェストに関連する項目のうち、府民の関心が高い

ものなどが対象。即時に公表して支障がある場合は、支障がなくなった段階で公表す

る。平成 23 年 4 月から全庁で実施予定。 

予算編成過程については、平成２０年度本格（当初）予算（平成２０年８月）から

公表している。 

また、公金支出情報も平成２３年４月支出分から公表する（平成２３年８月ごろ公

表開始予定）。公金支出情報は、財務会計システムと連動し、毎日自動的に公表される。 

府民からの意見も、一元的に集約し、データベース化している。関係する情報は、

それぞれの各担当課に提供されるとともに、幹部が共有している。現在、月に 1000

件程度の意見がある。なお、平成２３年１月からは、「府民の声の見える化」の本格実

施を行い、府民からの声それに対する府の対応についてより一層府民から見えるよう

取組みを進めている。 

 

イ 実際に情報提供する際の事務プロセスについて。情報を提供する際の、情報公開グル

ープの関与（取りまとめや集計等）の有無について。（事務の現場で、誰がどの様に決

めているのか） 

 

公表、提供の決定は、情報の公表制度の実施に関する要領等に則して担当課が行っ

ている。 

府政情報センターでの公表については、担当課からは事前に報告（様式）が情報公

開グループに送付され、内容を確認し、問題なければ、担当課で決裁が下りた段階で、

文書が 2 部、府政情報センターに送付され、情報公開グループで必要な事項を目録に

記録し、配架している。 

情報公開請求の開示決定の情報を情報公開グループで把握しているが、情報提供に

ついては、担当課に対し実施に向けた一般的啓発に留まり、個別事案(府民から要望が
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あった場合を除く)の情報提供への移行等の働きかけは行っていない。具体例としては、

工事の金額入り設計書などの開示請求が多い。知事メールは、開示請求があったもの

は全て配架している。 

 

ウ ２１年度に「情報の公表制度の実施に関する要領」に基づき公表した資料６１４件中、

３９９件をホームページに掲載しているが、その選定基準や実際の決定プロセスにつ

いて。 

 

情報の公表制度の実施に関する要綱において、府政情報センターに公表した資料等

については、可能な範囲でその内容をインターネットにより公表するよう努めものと

しており、特に府政に関する基礎情報や政策形成過程情報については、インターネッ

トによる公表を原則としているが最終的には担当課の判断に拠る。傾向としては問い

合わせの多いものがホームページに掲載されている。ホームページで公表される情報

は拡大する傾向にある。 

 

エ 開示決定した文書は、一部開示文書も含め全て情報提供しているが、事務量は膨大に

ならないか。インターネットや窓口での閲覧に関して、提供方法の選択基準等はある

のか。 

 

開示決定すると、開示した文書が 3 年間保存される。同一の文書に開示請求があっ

た場合は、保存してある文書を、コピーして提供している。正式な開示請求手続きを

経る必要はない。 

インターネットへの掲載は、基本的には要望が多いものを担当課の判断で掲載して

いる。 

情報提供を充実した場合でも、請求者個人の関心は多様であるため、行政文書開示

請求が直接的に減少するとは考えにくく、情報提供の充実と開示請求件数とは関係が

薄いと思われる。 

 

オ 「情報公開に関する都道府県の取組状況調査」の実施理由や、その結果の情報公開制

度の見直しへの活用状況について。 



 

 - 27 -

 

以前、静岡県が実施した同種の調査を下敷きに調査を実施した。調査項目は静岡県

の調査を踏襲している。タクシーチケットの使用状況という項目に、岐阜県が公表し

ていると回答したため、さらに調査したところ、岐阜県では公金支出情報を全て公表

していることが判明した。その他、長崎県や新潟県でも、公金支出情報を公表してい

ることが判明した。知事のリーダーシップもあり、大阪府でも公金支出情報も公表す

ることにした。 

 

（４） 多摩市 

 情報提供施策、複数回開示文書の情報提供の双方の制度を有する基礎自治体であり、開

示決定した文書を自動的に公表する制度を有する数少ない調査対象の地方公共団体の一つ

である。 

 

ヒアリング項目に対する事前回答 

ア 情報提供する情報内容を選定した際の検討過程や選定理由について。 

 

「多摩市長が定める多摩市自治基本条例の施行に関する規則」第３条及び第４条により、

各所管課で検討・選定しています。 

 

イ 実際に情報提供する際の事務プロセスについて。情報を提供する際の、文書法制課の

関与（取りまとめや集計等）の有無について。 

 

情報提供については各所管課で行っており、文書法制課では関与しておりません。 

 

ウ 「多摩市長が定める多摩市自治基本条例の施行に関する規則」第３条による公表する

情報と、第４条による提供する情報の区分に関する考え方。 

 

第３条により公表する情報以外の情報で、できるだけ情報提供に努めるべき特に重要

な情報として第４条を規定しています。 
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エ 文書開示請求があり公開決定した市政情報を、全て公表する制度を導入した意図と効

果、課題について。 

 

公開請求に基づき公開した市政情報は、別の者から請求されても公開することになる

ので、一度公開した情報は積極的に公表しています。 

効果：公開請求しようとする市政情報が公表されていれば、公開請求するが必要がな

い。 

課題：公開した市政情報が膨大な量であった場合、公表する場所での保管等に問題が

ある。 

 

 

６ 小括 

 

以上の調査結果から、国の行政機関における情報提供施策への示唆としては、次の３点

が挙げられる。 

まず、公表義務情報と任意提供情報の区別である。条例で公表が義務化されている「情

報公表制度」と、任意に情報を提供する「情報提供制度」とを区別している東京都の制度

は、地方公共団体としては最も組織規模が大きい東京都において、原局と情報公開担当部

門との関係を考慮した上で、情報公表及び情報提供の範囲を可能な限り広くする一つの方

策であろう。国の行政機関における情報提供施策を拡充する際においては、公表を義務付

ける共通的な情報提供内容を制定するとともに、各府省の裁量での情報提供が可能になる

ようガイドラインを定めることで、自発的な情報提供を推進する可能性があると考えられ

る。 

次に、情報提供方法の選択である。地方公共団体においては、１９団体がインターネッ

ト・ホームページでの情報提供と、情報提供窓口の情報提供を実施していた。インターネ

ット・ホームページでの情報提供と、情報提供窓口での情報提供のどちらを重視するかに

は、地方公共団体で違いが見られた。多数は、情報提供窓口を主とし、インターネット・

ホームページでの提供を従とする制度であったが、昨年、「県政情報の公表に関する要綱」

を改訂した神奈川県においては、情報提供はインターネット・ホームページを主とし、情

報提供窓口での提供を従としている。ただ、複数回開示請求を受けた文書の提供について
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は、情報提供窓口での提供を実施する地方公共団体が多く、インターネット・ホームペー

ジでの提供は少数であった。これは神奈川県も同様で、情報提供窓口での提供を主とし、

インターネット・ホームページでの提供を従としていた。 

最後に、インターネット・ホームページでの情報提供におけるコンテンツ・マネジメン

ト・システムの導入の重要性である。インターネット・セキュリティの確保策として、１

４団体が挙げたのが、コンテンツ・マネジメント・システムの導入だった。情報提供施策

を拡充した場合、提供する文書ファイルの増加とともに、セキュリティの確保の必要性が

高まると予想されるが、それに対応する一つの方策がコンテンツ・マネジメント・システ

ムの導入であることが示唆される。また、国の行政機関において、情報提供施策を充実さ

せた場合でも、全政府機関を網羅する一元的なインターネット・ホームページのシステム

の構築は困難と考えられるが、国民の利便性を考慮すれば提供情報の一覧性は確保する必

要がある。情報提供施策を充実させる際には、行政機関としての情報セキュリティの確保

方策としてだけでなく、国民の利便性、提供情報の一覧性の確保のためにも、安全性が高

く、かつ利便性も高いコンテンツ・マネジメント・システムが必要とされよう（「第５章－

３－(2)文書管理システム（コンテンツ・マネジメント・システム（CMS））の活用」（P64）

参照）。 

                                                  
1文書管理システム（コンテンツ・マネジメント・システム）は、組織内の電子ファイルや

データ等の作成や管理、公開、保存を行うシステム。特に、インターネット・ホームペー

ジの構築等に使われるものをコンテンツ・マネジメント・システムと呼ぶことが多い。 
2 プライバシーマークとは、個人情報保護の体制を整備している事業者を認定する制度。

財団法人日本情報処理開発協会が認定している。 
3 ホスティング・サービスとは、インターネットのサーバーを間貸しするサービス。ある

いは、ユーザーが所有するサーバーを、通信事業者が所有する設備（データ・センター）

内に設置し、インターネット接続等を貸し出すサービス。一つのサーバーを複数のユーザ

ーで共有する場合は、レンタル・サーバーとも呼ばれる。データ・センターは、非常用の

電源設備や複数のインターネット接続回線を有する事が多く、専門能力を有する通信事業

者がサーバーを管理するので、個々のユーザーがサーバーを管理するよりも、安定的かつ

安全にインターネットサービスを提供できる。 
4 クラウド・サービスとは、クラウドコンピューティングを用いたインターネット・サー

ビス。クラウドとは、雲の意で、インターネットを表す。コンピュータのハードウェアと

ソフトウェアの設置や管理、ネットワーク回線の維持等は、サービス提供事業者の役割で、

ユーザーはサービス提供事業者から、「インターネット・ホームページの提供」や「電算処

理」等のサービスを購入する形態となる。ホスティング・サービスよりも、通信事業者側

の責任の範囲が大きく、ユーザーの管理負担は少ない。 
5 大阪府ホームページ（http://www.pref.osaka.jp/kenshin/kenkyoka/04-2_ichiran.html） 
6 東京都ホームページ・ 
交際費執行状況（http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KOUSAI/index.htm）、 
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海外出張報告（http://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIGAI/index.htm） 
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第３章 諸外国における情報公開法等に基づく情報提供施策 

 

 

１ 調査対象と調査内容 

 

 諸外国については、外国制度調査において調査対象とすることの多い、アメリカ、イギ

リス、ドイツ、フランスを調査対象国とした。以上の 4 カ国に加えて、議会主権を前提と

するウェストミンスター型の諸国では、行政情報の提供方法について特殊性が見られると

考えられるため、情報公開法に情報提供に関する規定があることが確認されているアイル

ランドとオーストラリアを対象に加えた。また、情報提供施策という点では北欧諸国が進

んでおり、北欧諸国の情報公開施策の推進が EU に影響を与えていると考えられているた

め、北欧諸国のうち、ノルウェーを調査対象に加えた。アジア諸国についても、国連の電

子政府推進ランキング等各種の情報公開・情報提供に係るランキングで上位に位置してい

る韓国を対象に加えた。 

 調査内容は、諸外国における、情報公開法等、情報公開制度に基づく、(1) 情報提供施

策全般に関する、情報提供施策の実施根拠や情報提供内容、情報提供方法等、(2)複数回開

示した文書に関する情報提供に関する実施根拠や情報内容、情報提供方法等、(3)簡易な情

報開示制度である。 

 情報提供施策全般に関しての詳細な調査内容は、①情報提供施策の根拠規定、②制度導

入の経緯・理由、③情報提供内容・情報提供方法の現状、④情報提供内容の検討・決定プ

ロセス、⑤情報提供方法の検討・決定プロセス、⑥情報提供の効果の把握方法、⑦国から

国民に情報提供して欲しい情報提供内容・方法についての要望の 7 項目である。情報公開

制度に基づき複数回開示した文書に係る情報提供に関する詳細な調査内容は、①複数回開

示決定した文書に係る情報提供施策の実施根拠、②制度導入の経緯・理由、③提供すべき

文書の選定基準、④提供方法、⑤情報提供の効果について調査の 5 項目である。簡易な情

報開示制度については、正規の情報開示制度との相違を調査した。 

 調査方法としては、文献調査及びインターネット調査、そして、書面調査を採用した。

書面調査では、情報提供施策全般や複数回開示した文書に関する情報提供、簡易な情報開

示制度の調査内容全般の調査を行った。（調査対象の諸外国に送付した書面調査票は、本報

告書の資料編に収録している。） 



 

 - 32 -

 書面調査に対しては、アイルランドとノルウェーから回答が得られ、オーストラリアか

らは、書面調査に対する回答は得られなかったが、直近の情報公開法の改正についての情

報提供を受けた。 

 

 

２ 情報提供施策 

 

各国の情報提供施策に関しては、文献調査を実施するとともに、各国政府のインターネ

ット・ホームページを調査し、最新動向を把握した。 

 

（１）アメリカ 

アメリカにおける情報公開制度を規定するのは、情報自由法（Freedom of Information 

Act）1である。情報自由法第 552 条において、「各行政機関は、次の定めるところに従い、

公衆が情報を入手できるようにしなければならない。」と定めている2。 

 

1) 各行政機関は、公衆の指針のために、次の事項を項目別に記述し、かつ連邦公法に

その都度公示しなければならない。 

(A)その中央及び地方の組織、並びに公衆が情報を入手し、要請若しくは請求を行う、

又は決定を入手できる場所（制服着用の服務の場合は、その構成員）及びその記述

の方法 

(B)入手できるすべての公式及び非公式の手続きに関する性質及び要件を含む、各行

政機関の機能を方向づけ決定づける一般的な方針及び方式の説明 

(C)手続に関する規則、利用できる書式又はその書式を入手できる場所の記述、並び

にあらゆる書類、報告又は審査の範囲及び内容に関する指示 

(D)法により受検されて採択した一般的に適用できる実体的規則、及び、行政機関が

定立し採択した一般的政策の声明又は一般的に適用できる解釈 

(E)上に掲げた事項の修正、改正又は廃止 

 （略） 

2) 各行政機関は、公示された規則に従い、次に掲げる事項を公衆の閲覧及び複写に供

しなければならない。ただし、当該資料が速やかに公にされ、かつ、その写しが市販
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される場合は、この限りではない。 

(A)事件の裁決において示された、命令並びに賛成意見及び反対意見を含む最終意見 

(B)行政機関が採択したもので、連邦公報に公示していない政策声明及び解釈 

(C)公衆に利害を及ぼす行政上の職員用手引及び職員への訓令 

(D)媒体又は形式にかかわらず、3)号により何人に対しても開示され、かつ行政機関

が、その主題的性質のために、実質的に同一の記録に対するその後の請求の対象と

なったか又はなりそうであると認めるすべての記録の写し 

(E) (D)に規定された記録の総合的な索引 

 

 情報提供内容については、概括的な規定にとどまっているが、情報提供方法については、

1)号は連邦公報で、2)号は閲覧又は複写と規定し、また公刊された文書が市販される場合

を情報提供の対象から除外している。また、2)号については、1996 年 11 月 1 日以降に作

成された情報に関しては、その日から 1 年以内にコンピュータ通信、その他の電子的手段

で提供しなければならないとされていることから、2)号は、閲覧又は複写及びコンピュー

タ通信にて情報提供しなければならない。 

 

（２）イギリス 

 イギリスにおける情報公開制度を規定するのは、2000 年情報自由法（The Freedom of 

Information Act 2000）3である。情報提供施策に関しては、第 19 条と第 20 条に情報提供

計画に関する規定がある。 

 

第 19 条（情報提供計画） 

(1)各公共機関は次の各号に掲げる義務を負う。 

(a)当該機関における情報の提供に関する計画でコミッショナーが承認したもの（本

法においては、「情報提供計画」という）を採用・整備すること 

(b)当該情報提供計画に従って情報を提供すること 

(c)当該情報計画を適宜見直すこと 

(2)情報提供計画は、次のようなものでなければならない。 

(a)公共機関が情報提供する又は情報提供を予定している情報の類型を明記したも

の 



 

 - 34 -

(b)各類型の情報の提供の方法又は情報提供を予定している情報の情報提供方法を

明記したもの。 

(c)一般に提供される又は情報提供を予定している資料が無料か、有料かを明記した

もの 

(3)情報提供計画の採用又は見直しの際に、公共機関は、次の点に係る公益を考慮に入

れなければならない。 

(a)一般国民に当該機関が保有する情報の利用を認めること 

(b)当該機関が行う決定の理由を公表すること 

(4)各公共機関は、それぞれ適当と考える方法で情報提供計画を公表するものとする。 

(5)コミッショナーは、計画を承認する際に、当該承認の有効期限を定めることができ

る 

(6)公共機関の情報提供計画を承認した後、コミッショナーは、何時でも公共機関に対

して通知を発し、当該通知を行った日から起算して六ヶ月の期間の終了以降計画に

対する承認を取り消すことができる。 

(7)次のいずれかの場合には、コミッショナーは公共機関に対して当該処分の理由を通

知しなければならない。 

(a)公共機関により提案された情報提供計画の承認を拒否する場合 

(b)情報提供計画の承認を取り消す場合 

 

第 20 条（情報提供計画のひな型） 

(1)コミッショナーは適宜、特定の諸類型に該当する公共機関に関して同コミッショナ

ー又は他の者が作成した情報提供計画のひな型を承認することができる 

(2)承認済みの計画のひな型が対象とする類型に該当する公共機関がひな型に変更を

加えずに情報提供計画を採用する場合は、当該計画のひな型に対する承認が有効で

ある限り、コミッショナーの追加的な承認は必要とされない。また、そのような機

関がひな型に変更を加えた上で情報提供計画を採用する場合は、コミッショナーの

認可は変更部分に関してのみ必要とされる。 

(3)コミッショナーは、情報提供計画のひな型の承認に際しては、当該承認の有効期限

を定めることができる。 

(4)情報提供計画のひな型を承認した後、コミッショナーは、何時でも、適当と考えら
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れる方法で通知を発し、当該通知を行った日から起算して六ヶ月の期間の終了以降

計画のひな型に対する承認を取り消すことができる。 

(5)承認申請を受けた情報提供計画のひな型に対する承認を拒否する場合、コミッショ

ナーは、当該申請をした者に対して拒否の理由を通知しなければならない。 

(6)コミッショナーが(2)項に基づく変更の承認を拒否する場合は、当該申請を行った公

共機関に対して拒否の理由を通知しなければならない。 

(7)コミッショナーが情報提供計画のひな型に対する承認を取り消した場合は、(4)項に

基づく通知書の中に当該取消しの理由を記載しなければならない。 

 

 「情報提供計画」のひな型4は、情報コミッショナー・オフィスで公表されている。分量

は A4 判 3 ページである。規定されている情報提供内容としては、組織図や所在地、法制

度上の根拠などを含む基礎情報のほか、財務状況、基本的な政策や戦略、政策形成過程に

関する基礎的な情報、行政手続に関する情報、法令上保有が義務付けられる情報等に関す

る目録、行政サービスに関するパンフレット類である。情報提供内容の規定としては概括

的なものにとどまっている。情報提供方法については、可能な限りインタへネットでの提

供を行うよう定めている。インターネットでの提供が不可能な場合や、情報提供を受ける

者が他の手段を希望する場合は、他の手段での提供も可能となっている。例外的に特定の

情報は、閲覧のみ可能とすることができる。 

 

（３）フランス 

フランスにおける情報公開制度を規定するのは、「行政文書へのアクセスに関する法律」

（Loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 

l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, 

social et fiscal (Law on Access to Administrative Document)）5である。情報提供施策

に関しては、第７条に次の規定がある6。 

 

第 7 条 

①裁量基準、訓令、通達、法令の解釈又は行政手続に関する叙述を含む大臣の覚書・

回答は公刊される。 

②第 1 条にいう行政機関は、その作成し又は保有するその他の行政文書を公にするこ
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とができる。 

➂しかしながら、法律による規定が別段の定めにおいている場合は別として、第 6 条

の適用範囲内の記述を含む行政文書については、これらの記述を削除し、又は記載

されている個人の識別、若しくは一般的には個人データベースへの参照を不可能に

ならしめるための措置を施した後にはじめて公にすることができる。 

④第 3 章にいう委員会の答申を経由して、コンセイユデタの議を経たデクレが、本条

の適用条件を定める。 

 

 第 7 条は、2005 年の「行政文書へのアクセスに関する法律」の改正によって、旧法の

第 9 条から移動し、内容も改正されている7。旧法では、裁量基準、訓令、通達、法令の解

釈又は行政手続に関する叙述を含む大臣の覚書・回答と、「行政書類の一覧表」が「正規に

公刊される」と規定されていたが、新法では、「行政文書の一覧表」が削除され、行政機関

が作成し保有するその他の行政文書について、公にすることができるように、情報提供の

対象が拡大された。 

 

（４）ドイツ   

ドイツにおける情報公開制度を規定するのは、「連邦の情報へのアクセスについて定める

法 律 」（ Gesetz zur Regelung des Zugang zu Informationen des Bundes : 

Informationsfreiheitsgesetz - IFG）8である。情報提供施策に関しては、第 11 条で次のよ

うに定められている9。 

 

第 11 条 公表義務 

①行政庁は、存在する情報収集物及び情報目的を認識しうる目録を整備するものとす

る。 

②個人に関するデータの記載がない行政機構図及び文書分類表は、この法律の定める

ところにより一般にアクセス可能にするものとする。 

➂行政庁は、第 1 項及び第 2 項に掲げる図及び目録並びにその他の適切な情報を、電

子的形式で一般にアクセス可能にするものとする。 

 

 情報提供内容については、行政機構図のほかは、文書分類表のみが挙げられており、限
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られたものとなっている。情報提供方法については、「連邦の情報へのアクセスについて定

める法律」が 2005 年に制定されたこともあり、インターネットでの提供が明文化されて

いる。 

 

（５）オーストラリア 

オーストラリアにおける情報公開制度を規定するのは、情報自由法（Freedom of 

Information Act）である。オーストラリアの情報自由法は、2010 年 5 月に大幅改正され

ている10。2010 年改正情報自由法の柱の一つは、情報提供施策の強化である。情報自由法

に、情報提供施策に関する第 2 章が追加された。 

 

第 8 条（公表される情報） 

省庁の情報提供計画 

(1) 省庁は、次に掲げる計画を準備しなければならない 

(a) この章の目的のために、省庁が公表しようとする情報 

(b) この章の目的のために、誰にどの様にして公表しようとしているのか 

(c) この章を遵守するために、省庁が行うその他の提案 

公表義務情報 

(2)省庁は、次に掲げる情報を公表しなければならない 

(a) (1)の計画 

(b) 省庁の組織の詳細な構造（例えば組織図） 

(c) 意思決定権限や公衆に影響を与えうる権限を含む、可能な限り詳細な省庁の機

能 

(d) 他の法律が定める省庁の幹部に対するアポイントメント情報 

(e) 議会に省庁から提出される年次報告書 

(f)省庁にかかわる特定の政策提案に対する公衆の反応の詳細。誰がどのような意見

を出したかを含む。 

(g) 省庁が定期的に第 3 章（文書開示）の規定に基づき開示した文書。次の情報を

除く。 

(i) 開示するのが不可能な個人情報 

(ii)開示するのが不可能な業務情報、金融情報、専門職に関する情報 
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(iii)情報コミッショナーが開示するのが不適切だと認めた情報 

(h)議会からの要求で定期的に提供される省庁が保有する情報 

(3)情報コミッショナーは法律に基づき、(2)(g)(iii)に関する決定を行う。 

(4)省庁は、保有するその他の情報を公表することができる。 

(5)本項は、省庁の職務や権限が法定されているか否かを問わず適用される。 

 

情報提供施策に関する条項が施行される 2011 年 5 月以降、各府省は政府全体の情報提

供計画（Information Publication Scheme）に基づき、幅広い情報をインターネットで提

供しなければならない11。情報提供内容として列挙されているのは、組織機構図や、組織

や公務員個人が有する権限に関する情報、担当官へコンタクトするための情報、議会に報

告される白書、省庁が行う政策提案と、それに対して寄せられたコメント（誰がコメント

をしたのかを含む情報）、定期的に開示請求され開示決定している文書（個人情報等の非開

示情報を除く）、議会から定期的に要求を受け提供している文書、情報自由法の担当者への

コンタクト情報、省庁の運営情報（operational information）である12。省庁の運営情報

とは、決定や勧告等の機能や権限を省庁が行使するために必要となる情報で、具体的には、

規則、ガイドライン、手続、先例等である13。情報提供方法としては、インターネットで

実施することが定められている14。 

 

（６）アイルランド 

アイルランドにおける情報公開制度を規定するのは、「情報自由法」（The Freedom of 

Information Act）15である。情報提供施策に関しては、情報自由法第 16 条に規定がある。 

 

第 16 条（公共機関による一定の決定に関する規則及び慣行についての情報の公開） 

(1)公共機関は第 5 項にしたがって、下記を作成・刊行・提供させる。 

(a)何らかの制定法もしくは制度に基づいて公衆が得ることのできる、またはしたがっ

ている権利、特権、特典、義務、罰則、その他の制裁に関する制定法、もしくは同

機関が管理する制度に基づく決定、裁定、もしくは提言、又はその制定法もしくは

制度のための決定、裁定、提言に関して同機関が用いている規則、手続、慣行、ガ

イドライン、解釈、及び同機関が維持している先例の索引 

(b)かかる制定法もしくは制度の管理の態様もしくは予定されている管理の態様に関
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する適切な情報 

 

 情報自由法に規定された情報提供内容としては、限定されているものとなっている。情

報提供方法については、閲覧、取得、有料刊行物が規定され、公表と刊行の定義には、電

子的な方法による公表も含まれるとしている。アイルランドの詳細は、本稿の（９）以下

を参照。 

 

（７）ノルウェー 

ノルウェーにおける情報公開制度を規定するのは、「行政文書に関する一般的アクセスに

関する法律」（Act of 19 June 1970 No.69 relating to public access to documents in the 

public adminstration）16である。ノルウェーでは、情報提供施策については、法律はなく

「法律・政令以外の根拠規定」で実施していることが書面調査にて明らかになっている。

ノルウェーの詳細は、本稿の（９）以下を参照。 

 

（８）韓国 

韓国における情報公開制度を規定するのは、「公共機関の情報公開に関する法律」である。

情報提供施策に関しては、「公共機関の情報公開に関する法律」第７条にて規定している。 

 

第 7 条（行政情報の公表等） 

(1)公共機関は次の各号に該当する情報については、公開の具体的な範囲、公開の周

期・時期及び方法等を予め定めこれを公表し、定期的に公表しなければならない。

ただし、第 9 条第 1 項の各号に該当する情報に関してはその限りではない。 

1 国民生活に甚大な影響を及ぼす政策に関する情報 

2 国家の施策として施行する工事等、大規模な予算が投入される事業に関する情報 

3 予算執行の内容と事業評価の結果等、行政監視のために必要な情報 

4 その他公共機関の長が定める情報 

公共機関は第 1 項に規定された事項以外、国民が知っておく必要がある情報を国民に

公開するように積極的に努力しなければならない。 
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 以下の項目は、書面調査に対して回答があった、アイルランドとノルウェーに関して、

両国で実施されている情報提供施策について記述する。 

 

（９）情報提供施策の根拠規定の体系 

 情報公開法に基づく情報提供施策については、書面調査に回答したアイルランドとノル

ウェーはいずれも、制度が存在すると回答した。 

書面調査では、根拠規定を、「情報公開法等の法律」、「情報公開法等に基づく政令等」、

「法律・政令以外の根拠規定」の 3 区分に分類した。情報提供施策に関して、アイルラン

ドは法律によって、規定されていると回答した。ノルウェーは、法律、政令以外の根拠規

定があると回答した。ノルウェーの根拠規定は、公表しているが、ホームページでの公表

はしていないと回答した。根拠規定の提供は受けられなかった。 

 

（１０）情報提供施策に関する制度導入の経緯・理由 

 書面調査に対して、アイルランドは、情報提供施策に関する制度導入の経緯・理由につ

いて、「議会・与党の意向を受けた」のが制度導入の経緯・理由だと回答した。ノルウェー

は、「議会・与党の意向を受けて」、「審議会等、第三者機関の意向を受けて」、「先進的な他

国の動向を受けて」、「周辺国や人口規模等が同一の国の動向を受けて」と４つの要因を挙

げた。影響を受けた周辺国や人口規模等が同一の国としては、スウェーデンを挙げている。 

 

（１１）情報提供内容の現状 

 情報公開法等に基づく情報提供内容の現状に関して、ノルウェーは、「施政方針・基本計

画に関する情報」について、「長期計画、基本構想、その他重要な基本計画等」、「長期計画、

基本計画を補完する主な個別計画・指針」、「大統領・首相等の議会演説等」の３項目を提

供していると回答した。「組織や職員の定数、給与等、行政管理に関する情報」については、

「組織図・機構図」、「職員の定数に関する情報」、「職員の給与に関する情報」を提供して

いると回答した。「職員の給与に関する情報」は、職員個々の給与に関する情報ではなく、

カテゴリー別の情報を公表していると注記があった。 

「予算に関する情報」では、「予算見積書（事務事業単位の詳細な予算書）」と「府省別

の概括的な予算に関する情報」を提供しているが、「予算要求、査定等、予算編成過程の情

報（予算編成過程における詳細な情報）」は提供していなかった。「政策評価・事務事業評
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価結果・主要事業の進行状況」については、「政策評価」、「個別事務事業の評価書」、「主要

事業の進行状況」の全てをノルウェーは提供していない。「審議会等の報告書、議事録、提

出資料」については、「審議会等の報告書」は提供しているが、「審議会等の議事録」と「審

議会等への府省提出資料」は情報提供していない。「試験の実施、行事に関する情報」につ

いては、「国が実施する採用試験、資格試験、各種試験等に関する情報」と「国が主催する

各種行事（国民が参加する行事・催物）」に関する情報を提供している。 

「政府関係団体の事業概要、財務状況等」については、「エージェンシーや国有企業の事

業概要」と「エージェンシーや国有企業の財務諸表等」は提供しているが、「エージェンシ

ーや国有企業に転職した公務員に関する情報」は提供していない。「その他、特徴的な情報

提供内容」としては、「法人や団体、許認可を受けた者等の名簿情報」と「公務員採用試験

や学校入学試験等の試験問題等」、「公務員の労働組合との交渉過程・交渉結果」を提供し

ているが、「公務員退職者の再就職状況」は提供していない。 

 アイルランドは、「組織や職員の定数、給与等、行政管理に関する情報」について、「組

織図・機構図」を提供していると回答したほか、その他の事項については、「情報自由法」

（Freedom of Information Act）の第 15 条と第 16 条に規定していると回答があった。 

 

（１２）情報提供内容の選択指針 

 「情報決定内容の検討・決定する際に内部で実施した検討」については、アイルランド、

ノルウェーの両国とも回答がなかった。「情報提供内容の選択指針」については、アイルラ

ンド、ノルウェーの両国とも「情報提供内容の選択は当該情報を扱う各府省に委任」して

いる。 

「住民ニーズの把握方法」としては、ノルウェーは「施政全般に関する調査の一部とし

て」、「国民調査」を実施した。また、ノルウェーは、「審議会等」と「国民等に対する説明

会」も実施している。「住民ニーズを受け付ける窓口」について、ノルウェーは「オンブズ

マンや行政相談等、国政全般を扱う総合窓口で受付」、「当該情報を扱う各府省の窓口で受

付」ている。「住民ニーズの把握方法」と「住民ニーズを受け付ける窓口」に対しては、ア

イルランドは回答がなかった。 

 

（１３）情報提供方法 

 「情報提供方法の検討・決定プロセス」に関しては、「情報提供方法の選択」として、ア
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イルランドは「当該情報を扱う各府省の窓口」を、ノルウェーは「当該情報を扱う各府省

の窓口」のほかに、「インターネット・ホームページでの公表」、「広報誌・広報紙等への掲

載」、「報道発表」をしていると回答した。両国とも「政府・府省全体の情報提供窓口（情

報公開コーナー等）の設置・提供情報の配架」での情報提供は実施していなかった。 

 「情報提供方法の選択指針」について、アイルランド、ノルウェーの両国とも「情報提

供方法の選択は当該情報を扱う各府省に委任」している。両国とも「情報提供方法の選択

肢真に関する法律等」は制定していなかった。 

 

（１４）インターネット・ホームページの更新とインターネット・セキュリティの確保 

 「インターネット・ホームページの更新」について、ノルウェーは、「当該情報を扱う各

部局が担当」しており、その作業は、外部委託せず各府省が自ら実施している。「インター

ネット・セキュリティの確保」では、ノルウェーが「コンテンツ・マネジメント・システ

ム（CMS）の導入」と「インターネット・セキュリティに関する技術要件を設定し、要件

を満たす事業者に委託」、「情報提供専用のホスティング・サービスやクラウド・サービス

の利用」をしていると回答した。 

 

（１５） 内部会議の動画配信・国民と国が双方向で情報提供を行う事例 

 「内部会議の動画配信」に対しては、アイルランドとノルウェーの両国が実施している

と回答した。「SNS や電子会議室等、国民と国が双方向で情報提供を行う事例」では、ノ

ルウェーが、「SNS」と「ブログ」を実施している。 

 

（１６） 情報公開窓口（情報公開コーナー等）の設置 

「情報提供窓口（情報公開コーナー）の設置」に関して、ノルウェーは「直営」で設置

し、「常勤職員及び非常勤職員を配置」していると回答した。 

 

（１７）情報提供効果の把握 

 「情報提供の効果の把握」に関して、ノルウェーは「効果を把握している」と回答した。

把握しているのは、「閲覧記録・閲覧請求文書等の蓄積・分析」と「インターネット・アク

セス記録の蓄積・分析」である。アイルランドは、「情報提供の効果の把握」の有無に対し

て回答がなかったが、「閲覧記録・閲覧請求文書等の蓄積・分析」を行っていると回答して
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おり、情報提供の効果を把握しているといえる。 

 

（１８）情報提供の件数と提供された情報へのアクセス 

 「一年間に情報提供された総文書数」に関しては、アイルランド、ノルウェーの両国と

も回答がなかった。「提供情報に対する総利用件数・総アクセス件数」については、アイル

ランドは 14,290 件であったと回答したが、「情報公開法の請求件数」との注記があり、情

報提供施策によって提供された情報の利用件数ではない。「情報提供窓口・インターネット

での情報提供上位 20 件の内容」については、両国とも回答がなかった。 

 

（１９）把握した情報提供効果の活用状況 

 アイルランド、ノルウェーとも、情報提供の効果を把握しているが、情報提供した効果

を把握した結果の活用に関して、両国とも回答がなかった。 

 

（２０）ニーズの高い情報の提供方向の工夫 

 「ニーズの高い情報の提供方法の工夫」に関して、ノルウェーは「情報開示手続から情

報提供への意向」、「インターネットへの掲載」、「広報誌・広報紙への掲載」を実施してい

る。アイルランドでは「インターネットへの掲載」を実施している。「ニーズが高い情報の

提供に関する予算措置」について、ノルウェーが「予算措置はない」と回答した。 

 

（２１）国から国民に情報提供して欲しい情報提供内容・方法についての要望 

「国から国民に情報提供して欲しい情報提供内容・方法についての要望」としては、ノ

ルウェーでは、情報提示請求に際して、請求理由を必要としない制度にして欲しいという

要望があることが、記述されていた。 

 

 

３ 複数回開示決定があった文書の情報提供 

 

複数回開示決定があった文書の情報提供に関しては、アメリカにおいて、「情報自由法」

（Freedom of Information Act）に、開示決定した文書については、それを閲覧させ、複

写を交付しなければならないと次のように定めている17。 
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合衆国法典第５編第 552 条（情報の公開；行政機関の規則、意見、命令、記録及び手続） 

ａ）各行政機関は、次の定めるところに従い、公衆が情報を入手できるようにしなけれ

ばならない 

2) 各行政機関は、公示された規則に従い、次に掲げる事項を公衆の閲覧及び複写に供

しなければならない 

(D) 媒体又は形式にかかわらず、3)号により何人にも開示され、かつ行政機関が、

その主題事項の性質のために、実質的に同一の記録に対するその後の請求の対

象になったか又はなりそうであると認めるすべての記録の写し 

(E) (D)に規定された記録の総合的な索引 

 

 複数回開示決定があった文書に関する情報提供に関しては、アイルランド、ノルウェー

の両国とも、制度がないと書面調査に回答した。 

 

 

４ 簡易な情報開示制度 

 

 簡易な情報開示制度については、書面調査に対して、ノルウェーは、制度が存在すると

回答した。ノルウェーの簡易な情報開示精度は、開示請求書の記入が不要になり、請求理

由も不要になる制度である。アイルランドは、簡易な情報開示制度が存在しない、と書面

調査に回答した。 

 

 

５ 小括 

 

諸外国における情報提供施策は、調査対象国においては、情報公開法等に何らかの規定

があることが判明した。情報公開法等に規定されている情報提供施策は、各国で様々であ

り、情報提供に関する概括的な規定を設けている国から、情報提供する項目を列挙する形

式を持つ国まである。情報公開法等において、情報提供内容に関する規定が最も充実して

いたのは、調査対象国ではオーストラリアとイギリスであった。 
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しかし、オーストラリアやイギリスにおいても、その内容は情報提供内容に関する項目

を列挙するものであった。アイルランドは、実際の情報提供内容の選択は、当該情報を所

管する各府省に委任されていると書面調査に対して回答しており、情報提供施策の実態と

しては、情報提供内容に関して、情報公開法等において詳細に規定していても、当該情報

を所管する各府省において情報提供内容が選択されているものと考えられる。 

情報提供方法については、情報公開法等において特段の規定を設けている国はなかった。

書面調査に対して、「当該情報を扱う各府省の窓口での提供」、「インターネット・ホームペ

ージでの公表」、「広報誌・広報紙等への掲載」、「報道発表」を実施していると回答したノ

ルウェーにおいては、実際の情報提供方法の選択は、当該情報を扱う各府省に委任されて

いる。「当該情報を扱う各府省の窓口での提供」を実施しているアイルランドにおいても、

情報提供方法の選択は、各府省に委任されていた。 

我が国において、情報提供施策の充実を検討する際には、情報提供内容については、昨

年情報自由法が改正され、省庁に情報提供計画の策定等の義務付ける等、情報提供施策が

大幅に拡充されたオーストラリアが参考になるものと考えられる。情報提供方法について

は、調査対象国には情報公開法等に詳細な規定を持つ国はなかったが、多くの国で情報提

供方法として、インターネットの利用を情報公開法等に明文化している。 

 

                                                  
1 FOIA（情報自由法）に関するホームページ（http://www.foia.gov/）。 

情報自由法全文（http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined-2010.pdf）。 
2 以下、情報公開法等に関しては、韓国を除く各国は、ホームページで現行法であること

を確認しているが、特段の断りがない限りは、条文の和訳は、宇賀克也編著『諸外国の情

報公開法』(財)行政管理研究センター、2005 年、に準拠している。 
3 2000 年情報自由法全文（http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents）・ 
4 「情報提供計画」ひな型

（http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/freedom_of_information/detailed_sp
ecialist_guides/generic_scheme_v1.0.pdf） 
5 行政文書へのアクセスに関する法律全文

（http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068643&da
teTexte=20110324） 
6 仏文訳は、小原清信「ドイツとフランスの情報公開法について ―2005 年制定のドイツ

連邦情報公開法、2005 年改正のフランス情報公開法―」『久留米大学法学』56/57 号、2007
年 5 月、41-136 頁、に依る。 
7 小原、95 頁。 
8 連邦の情報へのアクセスについて定める法律全文

（http://www.gesetze-im-internet.de/ifg/BJNR272200005.html） 
9 独文訳は、小原、76 頁に依る。 
10 情報自由法の改正内容について。（http://www.comlaw.gov.au/Details/C2010A00051） 
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11 書面調査に対するオーストラリア政府からの情報提供による。 
12 2010 年改正情報自由法「8  Information to be published—what information?」を参

照。 
13 2010 年改正情報自由法「8A  Information to be published—what is operational 
information?」を参照。 
14 2010 年改正情報自由法「8D  Information to be published—how (and to whom) 
information is to be published」を参照。 
15 情報自由法全文（http://foi.gov.ie/wp/files/2010/09/freeact.pdf） 
16 行政文書に関する一般的アクセスに関する法律全文（英訳） 
（http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/Documents-and-publications/Laws-and-rules/re
glement/2005/The-Freedom-of-Information-Act.html?id=107581） 
17 宇賀克也編著『諸外国の情報公開法』(財)行政管理研究センター、2005 年、174-175 頁。 
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第４章 公益企業等における情報提供施策 

 

 

１ 調査対象と調査内容 

 

 公益企業等については、法律で義務付けられている事項（財務情報等）や自社（製品）

の直接の宣伝以外についての情報提供について調査を実施するため、企業の社会的責任

（Corporate Social Responsibility: CSR、以下「CSR」という。）による情報提供に着目

した。 

 調査対象の選定は、日本財団が提供する公益事業のコミュニティサイトである

「CANPAN(カンパン) CSR プラス」における「2009 年度 CSR 報告書 情報開示度調査」

等の各種 CSR 推進度ランキングにおいて上位に位置する企業から、2009 年の「第 3 回

CSR 大賞」グランプリを受賞した、エネルギー供給分野の公益企業である大阪ガス株式会

社を調査対象とした。「CSR 大賞」は一般の民間企業も含めた中での受賞であり、情報提

供に関しては、2008 年の「CANPAN 第 2 回 CSR 大賞」では、情報開示部門金賞を得て

いる。 

 次に、近年、情報公開を積極的に進めてきた公共交通機関として西日本旅客鉄道株式会

社（JR 西日本）を調査対象とした。2005 年 4 月 25 日に起きた福知山線事故を機に、同

社は、企業理念の全面的見直しやコーポレート・ガバナンスの強化等を行い、CSR 活動の

強化を図っている。JR 他社や、民営鉄道会社と比較して、同社では、鉄道運行に際して

のインシデント情報やトラブル情報をホームページで積極的に公開している等の取り組み

が見られるが、2010 年には、福知山線脱線事故の事故現場で快速電車が速度超過で緊急停

止した事象を公表していなかったことが指摘される等、同社の情報提供の取り組みは道半

ばであると考えられるが、その点も踏まえて調査対象とした。 

 さらに、公益事業や公共交通機関以外の企業の取り組みとしては、CSR 活動を積極的に

行ってきた企業として、パナソニック株式会社を調査対象とした。同社の CSR への取り

組みは、外部から表彰を受ける等、積極的であるとの定評がある。さらに、FF 式石油暖

房機の事故により、経済産業省から緊急命令を受けた際には、同社会長のイニシアティブ

により、事故に関する積極的な情報提供を行い、同社と同社製品に対する信頼性を回復す

る取り組みを見せる等、全社的に情報提供に積極的に取り組んでいる。 
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 調査内容は、CSR の一環として情報提供している情報提供内容や、提供する情報の選定

基準、情報提供方法を調査した。特に、情報提供内容と情報提供方法は、調査対象の各社

の CSR 報告書の項目や記述内容、インターネット・ホームページでの情報提供内容につい

て調査を行った。提供する情報の選定基準に関しては、CSR 報告書のガイドラインを中心

に調査を実施した。 

 

 

２ 企業の社会的責任と情報提供 

 

（１）準拠・参考にしているガイドライン等 

CSR 報告書を作成する際、多くの企業は、第三者機関が作成したガイドラインに準拠、

若しくは参考にしている。調査対象の各社が準拠、参考にしているのは、環境省の「環境

報告ガイドライン（２００７年版）」1と、GRI2（グローバル・レポーティング・イニシア

チブ）の「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第 3 版（G3）」3である。 

 

大阪ガス株式会社 

準拠 環境省「環境報告ガイドライン（2007 年版）」 

参考 GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第 3 版（G3）」 

 

パナソニック株式会社 

『サスティナビリティレポート』、『エコアイディアレポート』 

参考 環境省「環境報告ガイドライン（2007 年版）」 

GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン 2006」 

 

西日本旅客鉄道株式会社 

『企業考動報告書 2010 JR 西日本 CSR レポート』 

参考 環境省「環境報告ガイドライン（2007 年版）」 

GRI「 サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第 3 版（G3）」 

 

大阪ガスは、同社の「大阪ガスグループ CSR 憲章」（2006 年 4 月制定）に沿った形式
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で報告が行われており、環境省の「環境報告ガイドライン（2007 年版）」に準拠し、GRI

の「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第 3 版（G3）」を参考にしている。

実際に報告事項を選択する際には、有識者との対話や従業員に対するアンケートを実施し、

前年度版の報告書に対して寄せられた読者アンケートの意見、各種機関の意見を参考にし

ている。有識者との対話では、「お客様価値の創造」、「低炭素社会化の実現に向けて」、「生

物多様性への対応」の 3 つのテーマに分かれ、有識者と同社社員の代表が意見を交換した。

さらに、同社の報告書に対しては、簡易な審査を含んだ「評価・勧告タイプ」の株式会社

環境管理会計研究所による第三者レビューが付してある。また、同社の環境パフォーマン

スに関する報告については、ビューローベリタスジャパン株式会社による第三者検証が行

われている。 

パナソニックは、企業活動の社会性に関する報告書である『サスティナビリティレポー

ト』と、企業活動における環境面に焦点をあてた『エコアイディアレポート』においては、

GRI の「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン 2006」と環境省の「環境報

告ガイドライン（2007 年版）」を参照し、2008 年度から同社独自の「パナソニック CSR

報告ガイドライン」を作成し、ガイドラインに準拠して、それぞれの報告書を作成してい

る。報告書に盛り込む事項を選択する際には、持続可能な社会への貢献として社会的課題

やステークホルダーの関心を反映した社会にとっての重要度と、持続可能な成長として、

同社の中期計画を反映した同社にとっての重要度を選択基準としている。また、報告事項

の選定の際には、イギリス・アカウンタビリティ社が開発した CSR 情報開示規格である

「AAA1000」を参照している。さらに、GRI の「サステナビリティ・レポーティング・

ガイドライン 2006」と、同社が発行する３種類の報告書に盛り込まれた報告事項を対照さ

せた対照表を『サスティナビリティレポート』の巻末に掲載している。同社では、顧客や

従業員に対する意識調査を実施し、顧客や取引先、従業員との対話の機会を作るとともに、

国内外の専門家を集めた会合を開催している。 

 JR 西日本は、環境省「環境報告ガイドライン（2007 年版）」と GRI「 サステナビリテ

ィ・レポーティング・ガイドライン第 3 版（G3）」を参考にして、報告事項を決定してい

る。同社が「別格の取り組みである」とする安全の他、社長を委員長とし、社内の経営幹

部を委員とする CSR 推進委員会が決定した 10 の重点取り組み事項について、報告書に盛

り込んでいる。報告書に対しては、同社に設置された「企業倫理委員会」の委員も務める

滝井繁男弁護士による第三者意見が付してある。 
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（２）報告書に記述されている項目 

 大阪ガスでは、同社の CSR 憲章に沿った形式で、64 ページの CSR 報告書を構成して

いる。CSR 憲章のⅠは「お客様価値の創造」で、「お客さまの安心・安全を守るために」

や「新しい価値を感じていただく提案」といった項目が盛り込まれている。CSR 憲章のⅡ

は「環境の調和と持続可能な社会への貢献」で、「温室効果ガス排出量の削減」や「資源消

費の低減と再生資源の利用促進」など環境関連の項目が盛り込まれている。CSR 憲章のⅢ

は「社会とのコミュニケーションと社会貢献」で、「地域貢献・社会とのコミュニケーショ

ン」や「関連財団の活動」といった項目が盛り込まれている。CSR 憲章のⅣは「コンプラ

イアンスの推進と人権の尊重」で、「人権啓発の取り組み」や「サプライチェーンでの取り

組み」等の項目が盛り込まれている。最後の CSR 憲章のⅤは「人間成長を目指した企業

経営」で、「雇用の維持と多様性の確保」、「ワーク・ライフ・バランス」、「人材育成」とい

った項目が盛り込まれている。その他、同社グループの概要や同社代表取締役社長による

「トップコミットメント」、「大阪ガスグループの経営と CSR」や「CSR マネジメント」

といった CSR に直接結びつく項目のほか、「CO2 排出量削減効果の適切な評価方法につい

て」や「環境パフォーマンス・データ集」等、報告書を作成する上での前提条件や依拠し

たデータが掲載されている。 

 パナソニックでは、76 ページに及ぶ『サスティナビリティレポート 2010（社会性報告）』

には、「従業員とともに」の章では「多様性の尊重」や「労働安全衛生」、「健全な労使関係」

といった項目が、「購入先様とともに」の章においては、「取り組み・購入先様からのご意

見」や「CSR 調達の考え方・方針」といった項目が、「地域社会とともに－企業市民活動

－」の章では「重点分野」や「企業市民活動の推進方法」などの項目が、それぞれ盛り込

まれている。また、「CSR 経営を支えるガバナンス」の章では「コーポレートガバナンス」

や「行動基準」、「製品安全に関する自主行動計画に関わる基本方針」、「情報セキュリティ

の徹底」などの項目が選ばれている。さらに「製品安全性問題のご報告」の章が独立して

設けられ、「私たちのお伝えしたいこと」として同社の報告書へのアプローチや報告書の作

成への考え方が表明されている。44 ページの『エコアイディアレポート 2010（環境報告）』

は、「くらしのエコアイディア」として、同社製品に関する「製品の省エネルギー」や「製

品環境法令対応とラベリング」、「製品の化学物質管理」等の項目が、「ビジネススタイルの

エコアイディア」として、同社の企業活動に関する「工場の化学物質管理」や「工場の廃
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棄物削減」、「オフィスの省エネルギー」、「使用済み製品のリサイクル」等の項目の他、海

外での環境関連のプロジェクトを紹介している。「環境マネジメント」の章では、「事業活

動における環境負荷の全体像」や「環境マネジメントシステム／環境会計」等の項目が盛

り込まれている。最後に、国際 NGO ナチュラル・ステップによる第三者意見や、KPMG

あずさサスティナビリティ株式会社による独立保証報告書が添付されている。 

 JR 西日本の『企業考動報告書 2010 JR 西日本 CSR レポート』は、経営トップのメッ

セージである「社長メッセージ」に続いて、「福知山線列車事故について」や「企業再生に

向けて」、「特集 安全性の向上」といった同社の直面する最大の課題である安全性の確保と、

企業倫理等の確立に関する項目が並んでいる。冒頭の章に続いて、「安全」の章では「安全

基本計画」や「安全の現状と対策」等の項目が設けられている。「CS（お客様満足）」の章

では、「お客様との双方向コミュニケーションの充実」や「CS マインドの醸成」等の項目

が、「地球環境」の章では、「環境負荷／環境目標」や「鉄道の優位性と地球温暖化防止の

取り組み」等の項目が盛り込まれている。「人材・ES（働きがい）」では、「多様な人材の

確保／自ら考え行動する社員の育成」や「コミュニケーションの促進／社員の安全と健康」

といった項目が、「地域との共生」の章では、「事業活動を通じた西日本地域の活性化」、「社

会貢献活動の推進」の項目が、「経営を支える基盤の取り組み」の章では、「コンプライア

ンス」や「危機管理」、「ディスクロージャー」といった項目が盛り込まれて、最後に第三

者意見が付してある。 

 以上のように、３社の報告書の章立てから、共通して報告書に盛り込まれている主な項

目を抽出すると、２つの側面から次の項目が挙げられる。一つは、企業と、そのステーク

ホルダーとの関係に焦点をあてた項目である。それらには、顧客との関係、取引先との関

係、地域との関係、従業員との関係が挙げられる。もう一つの側面は、企業が活動する上

で直面する各種の社会的課題に焦点をあてた項目である。それらには、環境、コンプライ

アンス、人権、安全といった項目が挙げられる。企業とステークホルダーとの関係、企業

活動が直面する社会的課題の２つの側面から、GRI ガイドライン等を参照して、できる限

り網羅的に報告しているといえよう。 

 

（３）報告書の発行形態 

 報告書の発行形態には、各社に取組みの違いがある。インターネットにおける報告書の

公表と紙媒体の報告書の作成に対する姿勢の違いである。 
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JR 西日本は、インターネットによる公表に加えて、紙媒体の報告書も発行している。

大阪ガスは、紙媒体の報告書は概要版と位置づけ、詳細版はインターネットで公表してい

る。パナソニックは、環境負荷の削減を目的として、インターネットでの公表に一本化し、

紙媒体の報告書の発行を取りやめている。 

CSR の重要な一分野として環境問題が位置づけられる中、環境負荷の削減に配慮して紙

媒体の報告書の発行を取りやめることも、企業の社会的責任の一つの発露として考え得る

選択肢である。特に、紙媒体の報告書の発行を取りやめたパナソニックは、パソコンや通

信機器等 IT 関連の製品を主力商品の一つとする企業であることから、インターネットで

の情報提供に注力する選択は、同社にとって合理的であると考えられる。ただ、紙媒体の

報告書の発行には、インターネットを使えない環境にある人々への説明責任を果たす役割

もあることから、環境問題とインターネットの普及度とを天秤にかけ、紙媒体の報告書発

行の可否を判断すべきであろう。 

 

（４）CSR 体制 

 CSR 報告書の重要な一部分がコーポレートガバナンスの報告であるが、コーポレートガ

バナンスの構築のみならず、CSR に関連する体制整備も欠かせない要素となっている。各

社では、全社的な CSR 推進体制を整備するとともに、社外の有識者やステークホルダー

の意見を取り入れる組織を創設している。 

 大阪ガスは、社長がトップを務め、役員等が CSR に関する活動計画および活動報告の

審議する「CSR 推進会議」や、同社グループ全体の CSR 活動を統括する役員である「CSR

統括」が主宰し、組織長が委員となる、組織横断的な調整・推進を実施する「CSR 委員会」

を設置している。「CSR 推進会議」は年２回、「CSR 委員会」は年３回開催している。ま

た、事務局組織として「CSR・環境部」を設置している。 

JR 西日本では、社長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役、本社内関係部門長で構

成する「CSR 推進委員会」を設置し、事務局として本社の総合企画本部の下に、「CSR 推

進室」が設置されている。CSR 推進委員会では、「別格の取組みである安全」を除く、10

分野について、CSR の観点から包括的に検証、必要な改善を図っているとしている。 

 一方、パナソニックは、CSR のための特別な組織体制を整備していない。「CSR 担当室」

が設置されているが、これは「CSR は社員全員が実践するもので、特定の CSR 部門だけ

が専任で行うものではない」の考えの下、「CSR担当室はあくまで全社の活動を現在のCSR
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の定義に沿って企画する、あるいは社外に対して説明差し上げる、といった役割」（書面調

査への回答）とされている。 

 

（５）ネガティブ情報への姿勢 

 CSR 報告書に、ネガティブ情報が盛り込まれる要因として、CSR 及び CSR 報告書にお

けるコンプライアンス（法令遵守）体制に関する記述が重要視されているからである。『サ

ステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第 3 版』には、社会パフォーマンス指標

として、不正行為とコンプライアンス（法規制遵守）が盛り込まれている。不正行為に関

しては、「不正行為に関連するリスクの分析を行った事業単位の割合と総数」、「組織の不正

行為対策の方針および手順に関する研修を受けた従業員の割合」、「不正行為事例に対応し

て取られた措置」が、コンプライアンスに関しては、「法規制の違反に対する相当の罰金の

金額および罰金以外の制裁措置の件数」が具体的な指標として例示されている。大阪ガス、

JR 西日本、パナソニックの３社とも、CSR 報告書に、コンプライアンスに関する項目を

設け、コンプライアンス体制の整備状況や、コンプライアンス推進の取り組みを紹介して

いる。 

 パナソニックや JR 西日本は、CSR 報告書に安全に関する項目を盛り込んでいる。パナ

ソニックは、2005 年に FF 式石油暖房機の事故により、経済産業省から緊急命令を受け、

製品の回収を行った。CSR 報告書には「製品安全性問題のご報告」という独立した項目を

設け、同社の取り組みや回収作業の進捗状況を報告している。 

 JR 西日本は、CSR 報告書の冒頭で、2005 年に発生した「福知山線列車事故」や、2010

年に発覚した「事故調査に係る情報漏えい等についての働きかけ問題」を取り上げている。

この２項目に４ページを割き、さらに「企業再生に向けて」と題して、安全の向上や企業

倫理の確立に向けての同社の取り組みや第三者の意見等、４ページにわたって報告してい

る。また、特集として「安全性の向上－安全基本計画の主な取り組み」を取り上げており、

「最近発生した事象とその対策」として、「社員による車両の無線機バックアップ電源装置

のヒューズ抜き取り」と「山陽新幹線工事用車両に別の工事用車両が追突した事象」を取

り上げ、それぞれ、事象の概要や発生原因、動機・背景、背景要因、再発防止対策が記さ

れている。 

 JR 西日本の事例は、2005 年からの一連の動きとはいえ、パナソニックは 2005 年以降、

大きな動きはなく、緊急命令を受けて５年という節目を迎えたにも関わらず、CSR 報告書
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に独立した項目を設け、取り組みや現状を報告しているのは、企業活動を取り巻くネガテ

ィブな事象に対しても、社会的責任を全うする立場から情報を公開する姿勢を示している

と言えよう。 

 

 

３ 小括 

 

 公益企業等の調査結果から、行政機関における情報提供施策に対する示唆として、次の

３点を挙げる。 

 まずは、ガイドラインの制定と、ガイドラインの準拠状況に対する自己評価、第三者評

価という方策である。行政機関全てに一律の情報提供基準を定め、それを遵守させること

は一つの理想ではあるが、個々の行政機関の置かれている状況から、情報提供が困難な項

目が発生することもやむを得ない。そこで、公益企業等で行われているように、情報提供

に関する共通のガイドラインを定めるが、公表する項目の選択は各々の行政機関に委ねる。

その上で、ガイドラインの遵守状況を自己評価させ、さらに第三者評価を行い、それを公

表することは、できる限り広い範囲の情報提供を可能にする一つの方策であるように思え

る。 

 次に、企業とステークホルダーとの関係性に焦点を当てた報告内容である。CSR 報告書

には、顧客や従業員、取引先、社会との関係に焦点を当てた報告項目が盛り込まれている。

従来、行政機関においても、行政改革に関する閣議決定等で、職員の再就職状況の公表や

政府調達における随意契約の公表が個別的に行われているが、情報提供施策を整備する上

で、行政機関と、国民や行政職員、取引先、国際社会・地域社会といったステークホルダ

ーとの関係に焦点を当て、できる限り網羅的に情報を提供する方策を検討することは、情

報提供内容を決定するうえで、一つのヒントになると思われる。 

 最後に、インターネット・ホームページでの情報提供の重視である。公益企業等におい

ては、紙の報告書を廃止し、インターネット・ホームページでの情報提供に移行している

企業もあった。情報提供に要する費用や事務量、提供された情報の再活用等を考慮すると、

インターネット・ホームページでの情報提供を主の方法とし、紙での情報提供を補完的な

提供手法と位置づけることも、今後の行政機関における情報提供施策を検討する上での検

討課題になると考えられる。 
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1 環境省「環境報告ガイドライン（2007 年版）」 
（http://www.env.go.jp/policy/report/h19-02/index.html） 
2 Global Reporting Initiative (GRI)は、1997 年創設の世界規模のネットワーク型組織。

本部はオランダのアムステルダム。国連環境計画（UNEP）の協力機関として位置付けら

れている。GRI の CSR 報告書のフレームワークは、世界で最も広く参照されている。環

境性、社会性、ガバナンス体制に関する情報公開が普及することを目的としている。

（http://www.globalreporting.org/） 
3 GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第 3 版（G3）」 
（http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/3E2CB933-C24D-4CB2-BA64-0C8C47
79220E/0/G3_RG.pdf） 
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第５章 情報公開法に基づく情報提供施策の充実に向けて 

 

 

１ 情報提供施策の充実に関する既往の決定等 

 

 「行政透明化検討チームとりまとめ」において、情報提供内容については「行政組織・

制度等に関する基礎的情報、行政活動の現状等に関する情報等、及び複数回開示請求がな

され、これに対する開示決定がなされた文書を情報提供の対象とする。」とされた。また、 

 「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」（平成 16 年 11 月 12 日 各府省

情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定）1においては、「電子的に提供する情報の内容」とし

て、1 行政の諸活動に関する情報、2社会的な有効活用に資する情報、3法令により公表等

が義務付けられている情報、4その他の情報について、電子的に提供するとしている。 

 行政の諸活動に関する情報の提供について、「他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又

は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に提供することとす

る。特に、広報・報道関係資料については、公表内容の一層の充実を図り、電子的にも提

供を行うとともに、大臣等の記者会見の状況についても電子的な公表を図ることとする。

また、外国語による情報提供についても、要望等を踏まえ積極的な対応に努める。」とされ、

次の項目について、電子的に情報提供するとされている。 

 

「行政組織、制度等に関する基礎的な情報」 

① 所管行政の概要 

② 内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局の内部組織、任務、

担当する主要な事務又は事業、所在地、幹部の氏名、電話番号・ファクシミリ番

号等(可能な限り課等の単位まで提供することとする。)  

③ 所管の独立行政法人、特殊法人及び認可法人(以下「所管法人」という。) 並び

に国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。) に

ついても上記に準ずる。所管の公益法人については、「インターネットによる公

益法人のディスクロージャーについて」(平成 13 年 8 月 28 日公益法人等の指導

監督等に関する関係閣僚会議幹事会申し合せ)に基づき提供することとなってい

る情報。所管の特別の法律により設立される民間法人については、「特別の法律



 

 - 58 -

により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成 14 年 4 月 26 日

閣議決定)に基づき提供することとされている情報。 

④ 所管する法令(法律、政令、勅令、府令 、省令、規則)、告示・通達(法令等の解

釈、運用の指針等に関するもの)その他国民生活や企業活動に関連する通知等(行

政機関相互に取り交わす文書を含む。)の一覧及び全文(法令の全文については、

法令データ提供システムの活用を図ることとする。) 

⑤ 国会に提出した法律案の全文、概要その他分かりやすい資料  

⑥ 新規制定又は改正した法令の全文、概要その他分かりやすい資料 

 

「行政活動の現状等に関する情報」 

① 主要な施策、事業等に関する基本的な方針、計画等及びその背景、事業の成果・

実績又は進ちょく状況、事業費等に関する情報 

② 審議会、研究会等の答申又は報告書等、審議経過、議事録又は議事要旨、その他

会議に提出された資料等 

③ 統計資料その他の公表資料(可能な限り詳細なデータをデータベース等で提供す

る。) 

④ 白書、年次報告書 

⑤ 規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(パブリックコメント手続)その他特定

の政策等に係る意見募集に関する情報(「規制の設定又は改廃に係る意見 提出手

続」(平成 11 年 3 月 23 日閣議決定。平成 12 年 12 月 26 日一部改正)に基づき提

供することとされている情報。) 

⑥ 法令適用事前確認手続に関する情報(「行政機関による法令適用事前確認手続の

導入について」(平成 13 年 3 月 27 日閣議決定。平成 16 年 3 月 19 日一部改正)

に基づき提供することとされている情報。) 

⑦ 申請・届出等の手続案内情報 

⑧ 調達情報(「バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組につ

いて」(平成 11 年 12 月 28 日高度情報通信社会推進本部決定)及び「情報システ

ムに係る政府調達制度の見直しについて」(平成 14 年 3 月 29 日情報システムに

係る政府調達府省連絡会議了承。平成 16 年 3 月 30 日最終改定)に基づき提供す

ることとされている情報。) 
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「予算及び決算に関する情報」 

国会提出後又は成立後の予算及び決算に関する情報 

 

「評価等に関する情報」 

① 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」により公表することとされている政

策評価に関する情報 

② 各府省の所管行政に対して行われた総務省行政評価局による行政評価等の実施

結果、会計検査院による検査の実施結果等の情報 

 

 また、「『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』に基づき開示した情報及び当該

情報と同様の取扱いが可能と考えられる同種の情報で、反復継続的に開示請求が見込まれ

るものについては、国民等からの意見・要望等を踏まえ、事務負担の軽減の観点から、電

子化に伴う経費等をも勘案しつつ積極的に電子的提供を図る。」として、複数回開示決定し

た文書について、情報提供を実施するとしている。 

 以下では、特に「行政組織、制度等に関する基礎的な情報」や「行政活動の現状等に関

する情報」の項目について、地方公共団体や諸外国の事例を考察し、提供すべきと考えら

れる情報内容と、情報提供方法について検討する。 

 

 

２ 情報提供内容に関して 

 

 前項で引用した「行政透明化検討チームとりまとめ」や「行政情報の電子的提供に関す

る基本的考え方(指針)」を踏まえて、地方公共団体や諸外国の事例から、今後、国の行政

機関において情報提供施策を充実する際に、参考となる情報提供内容を整理する。取り上

げるのは、（１）政策過程情報（長期計画等の中間段階の案）、（２）事業進捗状況、（３）

研究技術に関する情報、（４）行事に関する情報、（５）事務手引き、（６）議会に提出した

資料の６項目である。 

 

（１） 政策形成過程情報（長期計画等の中間段階の案） 
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 調査対象の地方公共団体においては、岩手県、秋田県、宮城県、東京都、三重県、大阪

府、多摩市の６団体において、長期計画や重要な基本計画に関する中間段階の案を公表・

提供するよう、条例や要綱等で定めている。 

計画策定時に、中間段階の案を公表することは、事務負担が増加することも想定される。

しかし、情報公開条例で中間段階の案を公表することを義務付けている東京都では、制度

導入当初、長期計画や重要な基本計画の策定に際して、中間段階の案を作成・公表する旨、

各部局に対して通知を発したが、制度が定着した現在では、各部局が中間段階の案を作成

するのは定着しているとする。 

さらに、大阪府においては、所属長の段階から、打ち合わせやレク、決裁に関する情報

を記録、公表している。公表する情報は所管課が決定するが、知事の指示事項や部局長マ

ニフェストに関連する項目のうち、府民の関心が高いと思われるものを公表する。現在は

試行段階だが、2011 年４月に全庁で実施予定である。 

国の行政機関においては、パブリックコメント制度（行政手続法の意見公募手続等）で、

政令や府省令、処分の要件を定める告示、審査基準、処分基準、行政指導指針に対して、

意見を表明することができ、それに伴って命令等の案の公示を行うことになっている。行

政手続法の意見公募手続の他、任意の意見公募も実施されている。基本計画等に関しても、

中間案の作成や意見募集及び公聴会の開催が実施されている（例：第９次交通安全基本計

画の策定時）。 

情報提供施策の充実を検討する際には、パブリックコメント制度との整合性を確保しつ

つ、国が策定する基本計画等に関する中間段階の案を公表することは考慮に値すると思わ

れる。 

 

（２） 事業進捗状況 

 調査対象の地方公共団体においては、岩手県、秋田県、群馬県、東京都、三重県、徳島

県、宮崎県、多摩市、春日市で、主要な事務事業に関する進捗状況を公表・提供すると条

例や要綱等で定めている。また、調査対象の多くの地方公共団体で、行政評価等の結果も

情報提供することにしており、事業の中間段階と最終結果の両面において、事業進捗状況

についての情報提供が進んでいる。 

 国の行政機関においても、複数府省にまたがる政策や各府省の業務の実施状況を調査し、

改善方策等を勧告等として公表する総務省行政評価局の行政評価局調査が実施されている。
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事業官庁においても、国土交通省は、事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業

や事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業等を対象に、所管公共事業の再評価を

実施している。いわゆる「時のアセスメント」と言われる制度である。 

 「時のアセスメント」のように、途中段階にある事業に対する評価を伴わなくとも、事

業の進捗状況に関する情報は、国民に対する説明責任の観点から重要な情報だと思われる。 

 

（３） 研究・技術に関する情報 

 調査対象の地方公共団体において、特許権に関する情報を除く地方公共団体が保有する

研究や技術に関する情報を、公表・提供することを条例や要綱等に定めているのは、岩手

県、秋田県、東京都、宮崎県である。 

 国の行政機関においては、試験研究機関の多くは独立行政法人化されており、独立行政

法人評価の体系において、研究や技術に関する情報が公開されている。しかし、府省の附

属機関や特別の機関として設置されている試験研究機関もあり、国の行政機関が実施する

研究や技術に関する情報の公表・提供の制度化は、国が実施する研究開発や試験に対する

国民の信頼性の向上につながると考えられ、検討に値すると思われる。 

 

（４） 行事に関する情報 

 調査対象の地方公共機関において、地方公共機関が主催等をする行事に関する情報を提

供しているのは、岩手県、秋田県、東京都、宮崎県、多摩市、春日市である。 

 国の行政機関が関与する行事は多岐に渡り、その範囲を特定することは困難であること

が推測されるが、行事に関する情報は国民のニーズが高いものと考えられ、情報提供施策

の充実を検討する際には、提供すべき情報内容として候補の一つとなるものと思われる。 

 

（５） 事務手引き 

 大阪府では、府の基本的な事務に関する要領、要綱、手引書等を公表することを要領に

て定めており、春日市では条例、規則、告示その他の規程を提供することを規則に定めて

いる。 

 国の行政機関においても、行政事務に関する手引き等を公表することは、手続き等を行

う国民等の利便性を高めるだけでなく、行政手続全体の透明性を向上させると考えられる。 
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（６）議会に提出した資料 

 調査対象の地方公共団体では、秋田県が県議会の本会議及び常任委員会への提出資料を

提供すべき情報とガイドラインで定めている。首長部局等から議会に提出された資料は、

提出を受けた議会側が公表することも考えられるが、提出する首長部局等が公表しても差

し支えないと考えられる。 

 国の行政機関においても、国会での情報提供施策との整合性を取りつつ、国会への提出

資料について、行政機関側にて情報提供することも考えられる。国政調査権がある国会へ

の行政機関からの提出資料には、国の機密、秘密に関する事項の取扱い等、解決しなけれ

ばならない制度的課題も存在するが、国民に対する説明責任を果たすためにも、情報提供

することは検討に値すると思われる。 

 

 

３ 情報提供方法に関して 

 

（１） インターネット・ホームページの活用と文書での情報提供による補完 

 書面調査により、地方公共団体においては、情報公開条例等に基づく情報提供を、情報

公開コーナー等の窓口での書類の閲覧と、インターネット・ホームページへの掲載、そし

て、広報誌・広報紙への掲載を、情報提供の柱としていることが判明した。特に、窓口で

の閲覧、インターネット・ホームページでの提供について、その選択基準や、事務の現場

での運用の実際をヒアリング調査したところ、窓口での書類の閲覧は、各々の地方公共団

体において、情報公開制度の黎明期から歴史的に提供してきた情報を、現在も継続して提

供している傾向があった。しかし、近年は、インターネット・ホームページでの情報提供

量が飛躍的に増大しており、情報公開制度に依らない情報提供を含めると、地方公共団体

から提供される情報の多くは、インターネット・ホームページで提供されている。窓口で

の書類の閲覧での情報提供の情報量と比較すると、インターネット・ホームページでの情

報提供が多くなっていることがヒアリング調査にて明らかになった。 

 インターネット・ホームページでの情報提供は、行政情報を必要とする住民等にとって

は、都道府県庁や役所・役場に出向かなくても、自宅等で簡便に情報を入手できることや、

行政情報がデジタルデータで提供されることから、入手後の情報の加工等が容易なことも

あり、インターネット・ホームページでの情報提供を望む声が大きい。地方公共団体にと
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っても、インターネット・ホームページでの情報提供は、積極的に情報提供することで住

民等からの個別の問い合わせが必要なくなる可能性があり、また、住民等からの個別の問

い合わせ等があった場合でも、インターネット・ホームページで情報提供している旨を伝

えることで対応ができるようになる等、事務の効率化に繋がる側面もある。 

 国の行政機関においても、現在では、多くの情報提供はインターネット・ホームページ

で行われている。国の行政機関は、地方公共団体よりも、地理的に広範囲に情報提供する

必要があるが、国民等にとっては、国の行政機関の窓口まで閲覧に出向く必要がないため、

インターネット・ホームページでの情報提供は、行政情報を必要とする国民等にとって、

利便性はより高い。国の行政機関においては、各府省や、府省の地方機関が、それぞれに

情報提供をしているが、府省横断的に行政情報を収集する際や、全国的な行政情報を必要

とする際に、窓口での情報提供では、閲覧窓口まで個別に赴く必要がある。しかし、イン

ターネット・ホームページであれば、各府省や、府省の地方機関が、それぞれにインター

ネット・ホームページを開設している場合でも、行政情報の収集は簡便である。 

 事務の効率化の観点では、地方公共団体においては、インターネット・ホームページで

の情報提供に制約があることが明らかになった。特に、複数回開示決定した文書の情報提

供では、多くの地方公共団体がインターネット・ホームページではなく、窓口での閲覧で

情報提供を行っていた。これは、開示決定した文書については、インターネット・ホーム

ページに掲載する作業をすることなく、開示した文書のコピーをそのまま閲覧に供するこ

とで事務を簡素化しているためである。情報提供窓口で閲覧に供している文書は、開示請

求の対象外とする制度を制定したり、対象外とする運用を行っている団体もあった。地方

公共団体の事務の現場では、インターネット・ホームページに掲載する事務負担と、開示

請求に対応する事務負担とを比較検討し、事務負担が少ない方法を選択している様子が垣

間みられた。 

 インターネット・ホームページでの情報提供については、提供する情報量が膨大になり

過ぎ、住民の利便性を低下させているのではないか、という懸念もあった。例えば、県政

情報の公表を、主にインターネット・ホームページで実施している神奈川県では、「県政情

報の公表に関する要綱」を定めた目的の一つに、県のホームページで提供する情報量が増

大したため、県政に関する基礎的な情報を整理し、一元的に公表する目的があった。情報

公開法に基づく情報提供施策の充実を図る際には、現在、各府省でそれぞれ実施されてい

る情報提供の内容について、政府全体の統一性を確保し、国民にとって必要不可欠な基礎
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的な行政情報を整理し、分かりやすく提供するという視点も必要であろう。 

 また、神奈川県のホームページでは、トップページに「県政情報の公表・公開」へのリ

ンクが掲載され、少ないクリック数で県政に関する基礎的な情報を提供するホームページ

にたどり着けるように工夫している。「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方（指

針）」においても、各府省のホームページ上に共通のカテゴリーを設け提供する情報は、「各

府省の本省庁ホームページのトップページの画面の右側とする」とされているが、インタ

ーネット・ホームページにて情報公開制度に基づく情報提供を充実する場合は、各府省ホ

ームページのトップページからのリンクボタンを設置したり、そのリンクボタンの位置を

統一する等の工夫をする必要があると考えられる。 

 今後、国の行政機関において情報公開制度に基づく情報提供を充実する際には、インタ

ーネット・ホームページでの情報提供が主流となることが予測されるが、情報提供窓口等

での文書の閲覧が、必要なくなっている訳ではない。地方公共団体では、情報提供窓口等

を長年に渡って開設してきた。近年、インターネット・ホームページでの情報提供が飛躍

的に増加しているが、今後も、インターネット・ホームページを閲覧できない者を対象に、

その役割を果たしていくものと考えられる。ヒアリングに訪れた地方公共団体では、情報

提供窓口等に、インターネットに接続するコンピュータを設置し、インターネット・ホー

ムページの閲覧が可能になるようにしている。 

 国の行政機関においても、インターネット・ホームページを使えない国民を対象に、情

報提供窓口等での文書の閲覧による情報提供は、重要な役割を果たすと考えられる。また、

地方公共団体の情報提供窓口等には、行政情報の収集や保管の機能も果たしているものが

見られた。情報提供窓口等での閲覧に供される文書、資料等は、閲覧期限等が設けられて

いるので、情報提供窓口等にはアーカイブ機能（公文書館による歴史的な史料としての公

文書の保管・公開機能）はないが、公文書館と連携することにより、情報公開制度のみな

らず、情報提供窓口等が公文書管理機能の一翼を担う可能性もあるといえよう。 

 

（２） 文書管理システム（コンテンツ・マネジメント・システム（CMS））の活用 

 国の行政機関での情報提供施策の充実の際には、インターネット・ホームページでの情

報提供が主流になるものと考えられるが、その際に必要となるのは、政府全体に渡る文書

管理システム（コンテンツ・マネジメント・システム（CMS））2の導入であろう。地方公

共団体において、インターネット・ホームページでの情報提供に際し、セキュリティの確
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保策として導入されていたのが、コンテンツ・マネジメント・システムであった。コンテ

ンツ・マネジメント・システムでは、インターネット・ホームページで公表するファイル

に対して、管理職等、公開権限を持つ者の承認を必要とする等、不適切な文書ファイルを

誤って公開してしまうことを防止する機能が盛り込まれている。また、インターネット・

ホームページでの公開日時や公開期限の設定が可能で、公開期限が過ぎた文書が公開され

続けるといった事態を防ぐ事ができる。 

 セキュリティーの確保と同時に、コンテンツ・マネジメント・システムの導入には、利

便性の向上にもつながる。多くのコンテンツ・マネジメント・システムには、RSS3の配信

機能が盛り込まれている。RSS は、インターネット・ホームページの更新情報を配信する

ために用いられているが、複数のインターネット・ホームページから発信される RSS を収

集して、一つのホームページに集約する機能もある。RSS 機能を有効に活用すれば、各府

省インターネット・ホームページの更新情報を一元的に集約することが可能で、政府全体

の情報提供内容の一覧性を確保する事ができる。例えば、電子政府の総合窓口「e-Gov」

に、首相官邸や内閣府、総務省等が配信しているホームページの更新情報を集約し、一覧

表示することが可能である。地方公共団体では一元的にホームページを運営管理している

が、国の行政機関では、本府省や地方機関等が、独自にインターネット・ホームページを

開設し、情報を更新している。その更新情報を一元的に把握するのは現状では困難である

が、情報提供施策の充実の一環として、各府省が提供する行政情報について一元的に把握

できるシステムを構築することは、国民の利便性を高めることになると考えられる。 

 

 

４ 情報公開法に基づく情報提供施策に関する法体系について 

 

 「行政透明化検討チームとりまとめ」においては、情報提供施策に関する法体系につい

て、「行政組織・制度等に関する基礎的情報、行政活動の現状等に関する情報等については、

その項目を法定し、内容の詳細は、適時的な改善を可能とするべく、政令事項とする。」と

されている。 

 地方公共団体においては、情報公開条例では、提供する行政情報の大項目を定め、詳細

は、要綱等で定めている事例が多かった。一方、東京都では、情報公開条例によって公表

を義務付ける項目を定め、任意の情報提供は要綱で定める体系を構築している。地方公共
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団体の事例では、提供すべき情報提供内容の選定に際し、明確な基準や指針となるものは

確認できなかった。情報提供すべき内容は、以前から任意に情報提供されていた情報を、

整理した上で制度化したことや、住民ニーズの高い情報を提供していることが明らかにな

っている。 

 国の行政機関における情報提供施策を充実する際には、情報提供内容の選定が焦点の一

つになるであろう。しかし、本調査では、地方公共団体においては、歴史的な要因によっ

て情報提供内容が決定している実態が明らかになったように、国の行政機関において、情

報提供内容を選定するためには、各府省において従前から情報提供している内容について、

予め整理しておくことも有効であると思われる。 

 

 

５ 結びに 

 

 本調査研究では、地方公共団体 20 団体の情報公開条例等に基づく情報提供施策及び諸

外国８カ国の情報公開法等に基づく情報提供施策について調査研究を行うとともに、公益

企業等３法人の CSR に基づく情報提供について、調査を実施した。 

 本章では、国の行政機関における情報提供施策等の充実の検討の際に必要となるであろ

う、情報提供内容と情報提供方法、情報公開法に基づく情報提供施策に関する法体系につ

いて、地方公共団体、諸外国、公益企業等の情報提供施策を参考に、提言を取りまとめた。

今後の情報公開法に基づく情報提供施策等の充実に関する検討の際に、本調査研究が多少

なりとも貢献できれば幸いである。 

 

 

                                                  
1 「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」（平成 16 年 11 月 12 日 各府省

情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定）（各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議(第 12
回)資料）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai12/12siryou1.pdf 
2 文書管理システム（コンテンツ・マネジメント・システム）は、組織内の電子ファイル

やデータ等の作成や管理、公開、保存を行うシステム。特に、インターネット・ホームペ

ージの構築等に使われるものをコンテンツ・マネジメント・システムと呼ぶことが多い。

ページごとに公開日時や期間の設定ができ、ホームページへの公開を承認するワークフロ

ーが設けられており、多人数でホームページを作成、管理することが容易になっている。

コンテンツ・マネジメント・システムは、商用パッケージやソリューションが各社から発

売されている他、オープンソースの行政機関向けコンテンツ・マネジメント・システムの
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事例として、「島根県 CMS」（http://projects.netlab.jp/PrefShimaneCMS/）がある。島根

県が同県のインターネット・ホームページにて使用するために開発を委託したシステムを、

オープンソース・ライセンスで公開しているもの。「島根県 CMS」を導入した地方公共団

体としては、北海道小樽市や熊本県球磨村等がある。 
3 RSS とは、RDF Site Summary、Rich Site Summary、Really Simple Syndication の

略。見出しや要約などを記述するためのフォーマットで、インターネット・ホームページ

の更新情報等を配信するために用いられる。 
（例：首相官邸ホームページ新着情報配信 RSS(http://www.kantei.go.jp/index-j2.rdf) 、 
内閣府ホームページの RSS(http://www.cao.go.jp/rss/news.rdf)、 
総務省ホームページの RSS(http://www.soumu.go.jp/news.rdf)） 
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資料 
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１ 書面調査総括表 

 

（１）地方公共団体 

 

１ 情報提供施策 

（１） 情報提供施策の根拠規定（特に条例以下の要綱等）の把握 

① 条例  

□ あり（２０団体）岩手県、秋田県、宮城県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、

大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、

船橋市、多摩市、春日市、ニセコ町 

 

□ なし（ ０団体） 

 

② 要綱  

□ あり（１７団体）岩手県、宮城県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、

鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、

春日市 

 

□ なし（ １団体）多摩市 

 

公表 

□ あり（１４団体）岩手県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、鳥取県、

徳島県、大分県、宮崎県、福岡市、函館市、いわき市、春日市 

 

□ なし（ ３団体）札幌市、福岡市、船橋市 

 

ホームページでの公表 

□ あり（１２団体）岩手県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、鳥取県、

徳島県、大分県、宮崎県、函館市、いわき市 

 

□ なし（ ３団体）札幌市、船橋市、春日市 

 

➂ 条例、要綱以外の根拠規定 

□ あり（ ９団体）岩手県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、宮崎県、函館市、

いわき市、船橋市 
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□ なし（ ３団体）宮城県、大分県、多摩市 

 

公表 

□ あり（ ６団体）岩手県、東京都、三重県、大阪府、宮崎県、函館市 

 

□ なし（ ３団体）神奈川県、いわき市、船橋市 

 

ホームページでの公表 

□ あり（ ２団体）岩手県、大阪府 

 

□ なし（ ７団体）東京都、神奈川県、三重県、宮崎県、函館市、いわき市、船橋

市 

 

 

（２） 情報提供施策に関する制度導入の経緯・理由（特に要綱等を設定している場合） 

□ 首長のリーダーシップによって （１０団体）岩手県、群馬県、三重県、鳥取県、

徳島県、宮崎県、函館市、船橋市、多摩市、ニセコ町 

 

□ 議会の意向を受けて（ ４団体）群馬県、札幌市、函館市、多摩市 

 

□ 審議会等、第三者機関の意向を受けて（ ９団体）岩手県、秋田県、東京都、神奈

川県、三重県、大阪府、大分県、福岡市、春日市 

 

□ 住民の意向を受けて（ ４団体）群馬県、宮崎県、福岡市、函館市 

 

□ 国や都道府県の制度制定を受けて（ ５団体）大分県、宮崎県、函館市、船橋市、

多摩市 

 

□ いわゆる「先進自治体」の動向を受けて（ ２団体）岩手県（東京都）、神奈川県（岩

手県・大阪府）カッコ内は参照した地方公共団体名 

 

□ 周辺地方公共団体や人口規模等が同一の地方公共団体の動向を踏まえて（ １団体）

群馬県（不明）カッコ内は参照した地方公共団体名 

 

□ その他（ ４団体）宮城県（積極的な情報提供についてルール化する必要があった
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ため）、神奈川県（情報公開条例見直しの結果）、鳥取県（当然必要なことである）、

徳島県（県民への迅速な情報の提供など県民サービスの向上、情報公開請求に関す

る事務の簡素化） 

 

 

（３） 情報公開条例等に基づく情報提供内容の現状（情報提供施策に関する要綱等を添

付して返送する場合は当該項目に記入を求めなかった。本項は、記入がなかった

秋田県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、徳島県、春日市を除く１３団体を

母数とする。） 

① 施政方針・基本計画に関する情報 

□ 長期計画、基本構想、その他重要な基本計画等（１３団体）岩手県、宮城県、大

阪府、鳥取県、大分県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、

多摩市、ニセコ町 

 

□ 長期計画、基本計画を補完する主な個別計画・指針（１２団体）岩手県、宮城県、

大阪府、鳥取県、大分県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、

ニセコ町 

 

□ 公営企業体の経営改善計画、事業経営計画等（ ９団体）岩手県、宮城県、大阪

府、鳥取県、大分県、札幌市、函館市、いわき市、船橋市 

 

□ 知事・市長等の議会演説等（ ８団体）岩手県、大阪府、鳥取県、宮崎県、札幌

市、函館市、いわき市、多摩市 

 

□ その他（ １団体）鳥取県（知事定例記者会見録、知事挨拶集） 

 

② 組織や職員の定数、給与等、行政管理に関する情報 

□ 組織図・機構図（１３団体）岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、大分県、宮崎県、

札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、ニセコ町 

 

□ 職員の定数に関する情報（１２団体）岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、大分県、

宮崎県、札幌市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、ニセコ町 

 

□ 職員の給与に関する情報（１３団体）岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、大分県、

宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、ニセコ町 
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□ その他（ ０団体） 

 

➂ 予算に関する情報 

□ 予算見積書（ ７団体）岩手県、大阪府、鳥取県、札幌市、函館市、多摩市、ニ

セコ町 

 

□ 部局別の予算要求状況（ ７団体）岩手県、大阪府、鳥取県、大分県、宮崎県、

札幌市、多摩市 

 

□ 予算要求、査定等、予算編成過程の情報（ ６団体）大阪府、鳥取県、大分県、

宮崎県、札幌市、多摩市 

 

□ その他（ ３団体）宮城県（予算編成方針等）、函館市（財務書類、財政の状況）、

いわき市（予算書） 

 

④ 政策評価・事務事業評価結果・主要事業の進行状況 

□ 政策評価、事務事業評価結果（１２団体）岩手県、宮城県、鳥取県、大分県、宮

崎県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、ニセコ町 

 

□ 個別事務事業の評価書（ ８団体）岩手県、大阪府、鳥取県、大分県、札幌市、

函館市、船橋市、多摩市 

 

□ 主要事業の進行状況（ ７団体）岩手県、大阪府、鳥取県、大分県、札幌市、福

岡市、函館市 

 

□ その他（ ２団体） 大阪府（部局長マニフェスト）、鳥取県（政策戦略会議会議

録） 

 

⑤ 重要会議・審議会などの報告書、議事録、提出資料 

□ 重要会議・審議会等の報告書（１０団体）岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、大

分県、札幌市、福岡市、船橋市、多摩市、ニセコ町 

 

□ 重要会議・審議会等の議事録（１１団体）岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、大

分県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、船橋市、多摩市 

 

□ 重要会議・審議会等への提出資料（１０団体）岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、
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大分県、宮崎県、札幌市、船橋市、多摩市、ニセコ町 

 

□ その他（ １団体）鳥取県（会議等の開催案内、審議会一覧（設置根拠、委員名

簿等）） 

 

⑥ 試験の実施、行事に関する情報 

□ 地方公共団体が実施する試験等に関する情報（１３団体）岩手県、宮城県、大阪

府、鳥取県、大分県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多

摩市、ニセコ町 

 

□ 地方公共団体が主催する行事に関する情報（１２団体）岩手県、宮城県、大阪府、

鳥取県、大分県、宮崎県、札幌市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、ニセコ

町 

 

□ その他（ １団体）鳥取県（資格試験に関する情報） 

 

⑦ 外郭団体の事業概要、財務状況等 

□ 外郭団体の事業概要（１０団体）岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、大分県、宮

崎県、札幌市、いわき市、船橋市、多摩市 

 

□ 外郭団体の財務諸表等（１０団体）岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、宮崎県、

札幌市、いわき市、船橋市、多摩市、ニセコ町 

 

□ 外郭団体への地方公共団体職員の再就職の状況（ ９団体）岩手県、宮城県、大

阪府、鳥取県、大分県、宮崎県、札幌市、函館市、いわき市 

 

□ その他（ １団体）鳥取県（外郭団体の役員名簿、給与等の状況） 

 

⑧ その他、特徴的な情報提供内容 

□ 所管法人や団体、許認可を受けた者等の名簿情報（ ７団体）宮城県、大阪府、

鳥取県、大分県、宮崎県、札幌市、函館市 

 

□ 職員採用試験や学校入学試験等の試験問題等（ ６団体）宮城県、大阪府、鳥取

県、大分県、宮崎県、札幌市 

 

□ 交際費・食糧費等（ ８団体）岩手県、鳥取県、大分県、宮崎県、札幌市、福岡
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市、船橋市、多摩市 

 

□ 職員団体との交渉過程・交渉結果（ ３団体）大阪府、鳥取県、多摩市 

 

□ 退職者の再就職状況（ ８団体）岩手県、宮城県、大阪府、鳥取県、大分県、宮

崎県、札幌市、函館市 

 

□ その他（ ２団体）鳥取県（本会議各種委員会を動画で配信、県民の声及びそれ

への回答）、いわき市（市長交際費及び議長交際費） 

 

 

（４） 情報提供内容の検討･決定プロセス（ニーズ把握も含む） 

① 情報提供内容の検討･決定する際に内部で実施した検討 

□ いわゆる「先進自治体」や周辺、人口規模等が同一の地方公共団体の動向 

（ ６団体）岩手県（東京都）、群馬県（不明）、札幌市、函館市（中核市等）、船橋市

（中核市各市）、多摩市 

 

□ 国や都道府県の制度との整合性（ ８団体）宮城県、三重県、鳥取県、宮崎県、

札幌市、福岡市、函館市、船橋市 

 

□ 既存の条例等との整合性（ ９団体）秋田県、宮城県、神奈川県、鳥取県、宮崎

県、札幌市、福岡市、船橋市、多摩市 

 

□ その他（ ５団体）東京都（各主管課で決定しているため、特に把握していない）、

神奈川県（全国調査等）、大阪府（学識経験者等の意見を聞きながら、府として先

進的に取り組んできた）、徳島県（「情報提供思索の推進に関する要綱」で公表義

務情報、公表推進情報と規定するもの）、船橋市（主管課の判断による） 

 

② 情報提供内容の選択指針 

□ 情報提供内容の選択指針に関する要綱等を制定（１４団体）岩手県、秋田県、宮

城県、群馬県、東京都、神奈川県、大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、

札幌市、多摩市、春日市 

 

□ 情報提供内容の選択は主管課に委任（１２団体）群馬県、東京都、神奈川県、三

重県、大阪府、徳島県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市 
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□ その他（ ０団体） 

 

➂ 住民ニーズの把握方法 

□ 住民調査の実施（ ６団体）岩手県、鳥取県、札幌市、函館市、船橋市、多摩市 

 

□ 施政全般に関する調査の一部として実施（ ５団体）岩手県、鳥取県、函館市、

船橋市、多摩市 

 

 □ 特別調査を実施（ ４団体）鳥取県、函館市、船橋市、多摩市 

 

□ 審議会等の開催（ ９団体）岩手県、群馬県、大阪府、鳥取県、札幌市、函館市、

多摩市、春日市、ニセコ町 

 

□ 住民説明会の開催（ ７団体）岩手県、宮城県、鳥取県、札幌市、函館市、船橋

市、多摩市 

 

□ その他（ ６団体）岩手県（パブリック・コメントの実施）、群馬県（開示請求等

の状況から住民ニーズを推測している）、東京都（それぞれの主管課で実施してい

ると思われるが、特に把握していない）、神奈川県（県ホームページにおいて、県

政情報の公表に関する意見募集を実施）鳥取県（県民の声（広聴）、知事幹部職員

と県民との意見交換会（伸びのびトーク））、徳島県（情報公開窓口、各担当課の

業務において） 

 

④ 住民ニーズを受け付ける窓口 

□ 情報公開・情報提供窓口で受付（１５団体）秋田県、宮城県、群馬県、東京都、

三重県、大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、

いわき市、春日市 

 

□ 県政市政等の総合窓口で受付（ ３団体）東京都、鳥取県、札幌市 

 

□ 各部局で受付（１５団体）岩手県、宮城県、東京都、三重県、大阪府、鳥取県、

徳島県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、ニセコ町 

 

□ その他（ １団体）神奈川県（各担当課が日常の窓口業務等を通じて県民の要望

を的確に把握するよう努めることが重要であると考えている） 
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（５） 情報提供方法の検討・決定プロセス 

 

① 情報提供方法の選択 

□ 情報提供窓口（情報公開コーナー等）の設置・提供情報の配架（１９団体）岩手

県、秋田県、宮城県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、鳥取県、徳

島県、大分県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、

春日市 

 

□ インターネット・ホームページでの公表（１９団体）岩手県、秋田県、宮城県、

群馬県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、

札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、春日市 

 

□ 広報誌・広報紙等への掲載（１５団体）岩手県、秋田県、東京都、神奈川県、三

重県、大阪府、鳥取県、大分県、札幌市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市、

春日市、ニセコ町 

 

□ 報道発表（１２団体）岩手県、秋田県、宮城県、三重県、大阪府、鳥取県、大分

県、札幌市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市 

 

□ その他（ ０団体） 

 

② 情報提供方法の選択指針 

□ 情報提供方法の選択指針に関する要綱等を制定（１２団体）秋田県、宮城県、群

馬県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、徳島県、宮崎県、福岡市、多摩市、

春日市 

 

□ 情報提供方法の選択は主管課に委任（１０団体）岩手県、東京都、神奈川県、大

阪府、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市 

 

□ その他（ １団体）鳥取県（要綱はないが相手方の意向） 

 

➂ インターネット・ホームページの更新 

□ 情報公開担当部局が担当（ ８団体）宮城県、群馬県、神奈川県、大阪府、鳥取

県、宮崎県、札幌市、春日市 

□ 直営（ ７団体）宮城県、群馬県、神奈川県、大阪府、鳥取県、宮崎県、春日
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市 

□ 外部委託（ １団体）春日市 

 

□ 情報システム部局が担当（ ０団体） 

□ 直営（ ０団体） 

□ 外部委託（ ０団体） 

 

□ 各部局が担当（１８団体）岩手県、秋田県、宮城県、群馬県、神奈川県、三重県、

大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、

船橋市、多摩市、ニセコ町 

  □ 直営（１６団体）岩手県、秋田県、宮城県、群馬県、神奈川県、三重県、大阪

府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、福岡市、函館市、船橋市、多摩市、ニ

セコ町 

□ 外部委託（ ０団体） 

 

□ その他（ １団体）東京都（総合ホームページは、広報担当部局、各局ホームペ

ージは各局で（一部事務について外部委託しているところもある）） 

 

④ インターネット・セキュリティの確保 

□ コンテンツ・マネジメント・システム（CMS）の導入（１４団体）岩手県、秋田県、

群馬県、神奈川県、大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、札幌市、福岡市、

いわき市、多摩市、ニセコ町 

 

□ 外部委託に際してプライバシーマーク取得等の資格要件の付与（ １団体）大阪

府 

 

□ ホスティング・サービスやクラウド・サービスの利用（ １団体）多摩市 

 

□ その他（ ５団体）宮城県、東京都（サーバーのセキュリティ管理を徹底してい

る）、大阪府（ネットワーク機器等によるセキュリティの確保）、鳥取県（オンラ

イン照会を用いた個人情報の提供についての基準）、函館市（外部からの FTP を禁

止） 

 

⑤ 内部会議等の動画配信 

□ あり（ ７団体）宮城県、鳥取県、徳島県、宮崎県（知事定例記者会見）、札幌市

（市長記者会見）、函館市、ニセコ町 
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□ なし（１３団体）岩手県、秋田県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、大阪府、

大分県、福岡市、いわき市、船橋市、多摩市、春日市 

 

⑥ 地域 SNS や電子会議室等、住民と地方公共団体が双方向で情報提供を行う事例 

□ なし（１６団体）秋田県、宮城県、群馬県、東京都、三重県、大阪府、徳島県、

大分県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、いわき市、多摩市、春日市、ニセコ

町 

 

□ あり（ ４団体）岩手県、神奈川県、鳥取県、船橋市 

 □地域 SNS（ ０団体） 

 □電子会議室（ ２団体）神奈川県、船橋市 

□ブログ（ １団体）岩手県 

□その他（ １団体）鳥取県（ツイッター） 

  

1) 提供情報の内容  

・岩手県（「新しい長期計画」案の策定に伴う知事から県民への説明） 

・神奈川県（予算見積書、事業の目的・内容等を記載した評価シート、事業内容に

関する質問及び回答、評価参加者（県民）の意見） 

・鳥取県（鳥取県からのお知らせ、注目情報などを発信。鳥取県とのつながりを提

供。鳥取県の観光情報を紹介する「鳥取 AiRMap」のバージョンアップ情報や新着

情報を提供。子育て支援施策、イベント情報、ホームページ更新情報など子育て

に役立つ情報を提供。環境にやさしい活動の情報提供。全国豊かな海づくり大会

鳥取大会や、白うさぎ大使による新たな国造り運動を PRするために結成された「と

とリン」率いるキャラバン隊の活動を情報提供） 

・船橋市（まちづくり等に関するテーマや地域の話題について、市民や市民活動団

体、行政などがインターネット上で意見交換し、市民アイディアを市政に活かす

場。「ふなばし市民活動情報ネット」のホームページで、会議室に意見を書き込ん

だり、参加者が書き込んだ意見を自由に見ることができる） 

2) 成果 

・岩手県（「いわて県民計画」への反映） 

・神奈川県（評価参加者（県民）の利便性の向上） 

・鳥取県（気軽な情報交換を行うことで、県政へ関心を持ってもらえた。鳥取県の

ファンを増やすことに繋がった。ツイッターのフォロワーから提案を受け、改善

につながった） 

・船橋市（意見交換された内容で、実現性・必要性が高いものは、市民アンケート
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を実施したり、市の担当職員と協議したりするなどして、市の施策や事業改善に

活かしていく） 

 

⑦ 情報提供窓口（情報公開コーナー等）の設置 

□ 直営（１８団体）岩手県、秋田県、宮城県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、

大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、札幌市、函館市、いわき市、船橋市、

多摩市、春日市 

□ 常勤職員のみ配置（ ９団体）群馬県、東京都、徳島県、大分県、宮崎県、函

館市、いわき市、多摩市、春日市 

□ 非常勤職員のみ配置（ ４団体）大阪府、鳥取県、札幌市、船橋市 

□ 常勤職員及び非常勤職員を配置（ ４団体）岩手県、宮城県、神奈川県、三重

県 

 

□ 指定管理（ ０団体） 

 

□ 外部委託（ ３団体）群馬県、東京都（受付のみ）、福岡市 

 

 

（７） 情報提供の効果の把握 

①情報提供の効果（利用件数やアクセス数等）把握の有無 

□ 効果を把握している （ ７団体）宮城県、大阪府、鳥取県、宮崎県、札幌市、

福岡市、函館市 

 

□ 効果を把握していない（１３団体）岩手県、秋田県、群馬県、東京都、神奈川県、

三重県、徳島県、大分県、いわき市、船橋市、多摩市、春日市、ニセコ町 

 

①－２ 効果を把握しない理由 

□ 効果把握に費用が掛かるから（ ０団体） 

 

□ 効果把握が困難だから（１１団体）岩手県、秋田県、群馬県、三重県、徳島県、

大分県、いわき市、船橋市、多摩市、春日市、ニセコ町 

 

□ 効果把握の必要性がないから（ ０団体） 

 

□ 閲覧者等のプライバシーに触れるから（ １団体）多摩市 
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□ その他（ ２団体）東京都（各主管課の責任において情報提供を実施しているた

め、効果の把握についても各主管課の判断である）、神奈川県（各担当課が県民ニ

ーズが高いと判断したものについて、情報提供を実施していることや、事務の簡

素化、効率化を図る観点から利用件数等の調査を行っていない。なお、情報公開

請求のデータから情報提供に移行すべきものがないか検討している） 

 

② 効果把握の内容 

□ 閲覧記録・閲覧請求文書等の蓄積・分析（ ４団体）宮城県、大阪府、鳥取県、

函館市 

 

□ インターネット・アクセス記録の蓄積・分析（ ３団体）大阪府、鳥取県、福岡

市 

 

 □ 広報誌・広報紙等の普及等に関する調査の実施（ １団体）大阪府 

 

 □ 住民に対する意識調査等の実施（ ０団体） 

 

 □ その他（ ２団体）宮崎県（県民情報センターにおける閲覧利用件数、コピーし

た場合の枚数を把握している。なお、閲覧の際に請求等は不要のため、閲覧され

た文書について詳細に把握していない）、札幌市（情報提供窓口の利用人数の蓄積、

分析） 

 

➂ 提供文書数 

 宮城県 46,192 冊を常時配架（平成２０年度） 

 大阪府 1,956 文書を開架（平成２１年度） 

 大分県 141,560 文書（平成２１年） 

宮崎県  2,442 文書（平成２１年度） 

函館市  約 90 文書（平成２１年度） 

春日市  約 1,600 文書 

 

④ 提供情報に対する総利用件数・総アクセス件数 

 宮城県 年間 7,301 件・アクセス（平成２０年度） 

 大阪府 年間 4,325 件（平成２１年度） 

 大分県 年間 1,247 件（平成２１年） 

 宮崎県 年間 9,172 件・アクセス（平成２１年度） 

 函館市 204 件（平成２１年度） 
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 春日市 1,937 件 

 

概数の場合 

  □ 1 日数件程度（ ３団体）大分県、函館市、春日市 

  □ 1 日十数件から百件程度（ ４団体）宮城県、大阪府、宮崎県、札幌市（情報公

開コーナーに限る） 

  □ １日百件以上（ ０団体） 

  □ その他（ ０団体） 

  

⑤ 情報公開窓口・インターネットでの情報提供上位 20 件の内容 

大阪府（情報公開窓口） 

順位 文書名 件数 区域内・外 
公益・

営利 

1 大阪府教員採用試験問題 658   

2 大阪府建設業許可業者名簿 438   

3 建設工事積算基準 383   

4 公共工事設計労務単価・材料単価 113   

5 大阪府高等職業技術専門学校過去問題 70   

6 予算書 64   

7 大阪府公報 57   

8 大阪府水道部積算基準 49   

9 宅地建物取引業者名簿（大阪府知事免許） 48   

10 知事メール 32   

11 指定管理者公表資料 30   

12 大阪府職員録 29   

13 大阪府公立高等学校入学者選抜学力検査問題 27   

14 出資法人公表資料 16   

15 毒物劇物取扱者試験問題 16   

16 土地改良工事積算基準 15   

17 大阪府製菓衛生師試験問題 11   

18 夕陽丘高校入学者選抜実技検査内容 11   

19 市町村広報誌 10   

20 下水道設計指針 9   

 

札幌市（情報公開窓口） 
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順位 文書名 件数 区域内・外 
公益・

営利 

1 各種工事の積算要領等 20～30

件/日

区域内 営利 

2 食品営業の許可一覧等 10 件/月  営利 

 

函館市（情報公開窓口） 

順位 文書名 件数 区域内・外 
公益・

営利 

1 食品衛生法等に基づく営業許可施設一覧 101 内  

2 委員会提出資料 21 内  

3 市政概要 21 外  

4 美容所一覧 10 外  

5 病院・診療所・歯科一覧 9 内  

6 議会会議録 6 内  

7 統計資料 6 内  

8 市史・地域史 5 内  

9 要綱・要領等 5 内  

10 予算書 4 内  

11 理容所一覧 4 内  

12 公衆浴場一覧 1 内  

13 事業概要 1 内  

14 監査報告書 1 内  

15 決算書 1 内  

16 市の教育 1 外  

17 福祉計画 1 内  

18 附属機関会議録 1 内  

19 出資団体営業報告書 1 内  

20 退職職員再就職状況 1 内  

 

⑥ 情報提供の効果把握の活用 

□ 情報提供範囲の見直しに活用（ ５団体）大阪府、鳥取県、宮崎県、札幌市、函

館市 

 

  □ 情報提供方法の見直しに活用（ ４団体）宮城県、大阪府、鳥取県、札幌市 
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  □ 情報提供制度の見直しに活用（ １団体）鳥取県 

 

  □ 効果は把握しているが、特段活用していない（ １団体）福岡市 

 

  □ その他（ １団体）宮城県（口頭による開示の実施） 

 

⑦ ニーズの高い情報の提供方法の工夫 

□ 情報開示手続から情報提供への移行（ ９団体）東京都、神奈川県、大阪府、鳥

取県、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、春日市 

 

□ インターネットへの掲載（ ７団体）東京都、神奈川県、大阪府、鳥取県、福岡

市、いわき市、春日市 

 

□ 情報提供窓口（情報公開コーナー等）での閲覧（ ９団体）東京都、神奈川県、

大阪府、鳥取県、宮崎県、福岡市、函館市、いわき市、春日市 

 

□ 広報誌・広報紙等への掲載（ ５団体）東京都、大阪府、鳥取県、いわき市、春

日市 

 

□ その他（ １団体）鳥取県（県政テレビの放映、テレビ・ラジオのスポット広告） 

 

⑧ ニーズの高い情報の提供に関する予算措置 

□ なし（ ９団体）宮城県、東京都、大阪府、宮崎県、札幌市、福岡市、函館市、

いわき市、春日市 

□ あり（ １団体）鳥取県（広告委託料、広報紙の発行など） 

 

 

（７） 国から国民に情報提供してほしい情報提供内容や方法についての要望 

① 情報提供内容への要望 

住民からの要望 

札幌市（各種工事の積算書） 

 

 地方公共団体としての要望 

なし 

 



 

 - 86 -

 ② 情報提供方法への要望 

住民からの要望 

群馬県（決定までに要する期間の短縮、手数料の見直し（実費のみ））、 

 

 地方公共団体としての要望 

なし 
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２ 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供 

（１） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定の把握 

①条例  

□ あり（ ５団体）群馬県、東京都、神奈川県、福岡市、ニセコ町 

 

□ なし（ ８団体）岩手県、宮城県、鳥取県、札幌市、函館市、いわき市、船橋市、

多摩市 

 

ホームページでの公表 

□ あり（ ４団体）群馬県、東京都、神奈川県、福岡市 

 

□ なし（ ０団体） 

 

②要綱 

□ あり（ ８団体）東京都、神奈川県、三重県、大阪府、徳島県、大分県、宮崎県、

春日市 

 

□ なし（ ８団体）岩手県、宮城県、鳥取県、札幌市、函館市、いわき市、船橋市、

多摩市 

 

公表 

□ あり（ ８団体）東京都、神奈川県、三重県、大阪府、徳島県、大分県、宮崎県、

春日市 

 

□ なし（ ０団体） 

 

ホームページでの公表 

□ あり（ ７団体）東京都、神奈川県、三重県、大阪府、徳島県、宮崎県、春日市 

 

□ なし（ １団体）大分県 

 

➂条例、要綱以外の根拠規定 

□ あり（ ４団体）秋田県、三重県、大阪府、鳥取県 

 

□ なし（ ７団体）岩手県、宮城県、札幌市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市 
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公表 

□ あり（ ４団体）秋田県、三重県、大阪府、鳥取県 

 

□ なし（ ０団体） 

 

ホームページでの公表 

□ あり（ １団体）大阪府 

 

□ なし（ ３団体）秋田県、三重県、鳥取県 

 

 

（２） 制度導入の経緯・理由 

□ 首長のリーダーシップによって（ ７団体）群馬県、三重県、鳥取県、徳島県、

宮崎県、函館市、ニセコ町 

 

□ 議会の意向を受けて（ １団体）群馬県 

 

□ 審議会等、第三者機関の意向を受けて（ ７団体）東京都、神奈川県、三重県、

大阪府、大分県、福岡市、春日市 

 

□ 国や都道府県の制度制定を受けて（ ２団体）大分県、宮崎県 

 

□ いわゆる「先進自治体」の動向を受けて（ ０団体） 

 

□ 周辺地方公共団体や人口規模等が同一の地方公共団体の動向を踏まえて（ １団

体）群馬県（不明） 

 

□ 大量請求事例への対応として（ ０団体） 

 

□ その他（ ３団体）秋田県（住民の利便性及び事務の効率化のため）、鳥取県（迅

速に情報提供するため）、徳島県（県民への迅速な情報の提供など県民サービスの

向上、情報公開請求に関する事務の簡素化） 

 

 

（３） 提供すべき文書の選定基準 

① 根拠規定の体裁 
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□ 義務的規定（ ３団体）大阪府、多摩市、ニセコ町 

  □ 開示決定した文書は全て公開（ ３団体）大阪府、多摩市、ニセコ町 

 □   回以上請求された場合公開（ ０団体） 

  □ その他（ ０団体） 

 

□ 裁量的規定（１３団体）秋田県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、鳥取県、

徳島県、大分県、宮崎県、福岡市、函館市、船橋市、春日市 

 □ 開示決定した文書は原則公開（ ０団体） 

□    回以上請求された場合公開 （ ０団体） 

□ 部局ごとに判断（ ２団体）徳島県、福岡市 

□ 案件ごとに判断（ ９団体）秋田県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、大分

県、宮崎県、函館市、春日市 

□ その他（ ２団体）鳥取県（全部開示文書で、著作権法など他の法令により公文

書開示請求以外では公開できない文書以外は提供している）、船橋市（複数回開

示がなくとも情報公開制度に基づき開示決定した文書について、翌月から３ヶ

月のみは、当該決定に基づいた形式で当該文書を情報提供している） 

 

② 提供の範囲 

□ 全部開示文書のみ提供（ ９団体）秋田県、群馬県、神奈川県、三重県、鳥取県、

徳島県、大分県、宮崎県、函館市 

 

□ 一部開示文書も提供（ ６団体）東京都、大阪府、福岡市、船橋市、多摩市、春

日市 

 

➂ 一部開示文書を提供する場合の不開示情報の扱い 

□ 墨塗り等で対応（ ６団体）東京都、大阪府、福岡市、船橋市、多摩市、春日市 

 

□ 不開示情報等が含まれない形式に編集して提供（ ６団体）東京都、徳島県、宮崎

県、船橋市、春日市、ニセコ町 

 

 □ その他 （ １団体）群馬県（全部開示文書のみを想定） 

 

 

（４） 複数回開示請求があった文書の提供方法 

 □ インターネット（ ４団体）群馬県、東京都、大阪府、宮崎県 

セキュリティへの特段の配慮  
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□ あり（ ２団体）東京都、宮崎県 

□ なし（ １団体）群馬県 

 □ 情報提供（情報公開コーナー等）窓口での閲覧（１２団体）秋田県、群馬県、神

奈川県、三重県、大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、宮崎県、福岡市、函館市、

春日市 

 

□ 各部局窓口での閲覧（ ８団体）東京都、三重県、大阪府、鳥取県、徳島県、福

岡市、船橋市、ニセコ町 

 

 □ 広報誌・広報紙等への掲載（ １団体）東京都 

 

 □ 県政・市政等総合窓口（ １団体）東京都 

 

 □ その他（ １団体）多摩市（行政資料室） 

 

 

（５） 複数回開示請求があった文書の提供の効果 

①情報提供の効果（利用件数やアクセス数等）把握の有無 

□ 効果を把握している（ ２団体）鳥取県、函館市 

 

□ 効果を把握していない（１４団体）秋田県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、

大阪府、徳島県、大分県、宮崎県、福岡市、船橋市、多摩市、春日市、ニセコ町 

 

①－２ 効果を把握しない理由 

□ 効果把握に費用が掛かるから（ ０団体） 

 

□ 効果把握が困難だから（１３団体）秋田県、群馬県、東京都、神奈川県、三重県、

大阪府、徳島県、大分県、宮崎県、福岡市、船橋市、春日市、ニセコ町 

 

□ 効果把握の必要性がないから（ １団体）大阪府 

 

□ 閲覧者等のプライバシーに触れるから（ １団体）多摩市 

 

□ その他（ ２団体）神奈川県（行政資料コーナーに配架しており、貸し出し以外

の利用件数を把握できないため）、大阪府（既に開示請求（決定）があった文書は、

各所属が直ちに公開できる文書として提供するため） 
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② 効果把握の内容 

 □ 閲覧記録・閲覧請求文書等の蓄積・分析（ ２団体）鳥取県、函館市 

 

 □ インターネット・アクセス記録の蓄積・分析（ ０団体） 

 

 □ 広報誌・広報紙等の普及等に関する調査の実施（ ０団体） 

 

 □ 住民に対する意識調査等の実施（ ０団体） 

 

 □ その他（ ０団体） 

 

➂ 提供文書数 

 鳥取県 年間 ２５０文書（平成２１年度） 

函館市 年間  ３３文書（平成２１年度） 

 

④ 提供情報に対する総利用件数・総アクセス件数 

 鳥取県 年間  ２５０件（平成２１年度） 

函館市 年間  １２５件（平成２１年度） 

 

 

概数の場合 

  □ 1 日数件程度（ ２団体）鳥取県、函館市 

  □ 1 日十数件から百件程度（ ０団体） 

  □ １日百件以上（ ０団体） 

  □ その他（ ０団体） 

 

⑤ 情報公開窓口・インターネットでの情報提供上位 20 件の内容 

函館市（情報公開窓口） 

順位 文書名 件数 区域内・外 
公益・

営利 

1 食品衛生法等に基づく営業許可施設一覧 101 内  

2 美容所一覧 10 外  

3 病院、診療所、歯科一覧 9 内  

4 理容所一覧 4 内  

5 公衆浴場一覧 1 内  
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⑥ 情報提供の効果把握の活用 

 □ 情報提供範囲の見直しに活用（ ２団体）鳥取県、函館市 

 

 □ 情報提供方法の見直しに活用（ １団体）鳥取県 

 

 □ 情報提供制度の見直しに活用（ １団体）鳥取県 

 

 □ 効果は把握しているが、特段活用していない（ ０団体） 

 

 □ その他（ ０団体） 

 

⑦ 複数回開示請求があった文書の提供制度の創設時に大量請求問題に直面していたか

否か 

 □ 直面していた（ ８団体）東京都、神奈川県、三重県、大阪府、徳島県、大分県、

札幌市、函館市 

 

 □ 他地方公共団体等の事例を問題だと認識していたが、当該地方公共団体としては大

量請求問題に直面はしていなかった（ ５団体）秋田県、宮崎県、多摩市、春日市、

ニセコ町 

 

□ 大量請求はあったが、情報公開制度運用上の問題だと認識していなかった（ ０団

体） 

 

□ 大量請求問題に直面していなかった（ ３団体）群馬県、鳥取県、船橋市 

 

 □ その他（ １団体）宮城県 

 

⑧ 情報提供制度と大量請求問題との関係 

□ 情報提供制度の主目的は大量請求問題への対処（ ０団体） 

 

□ 大量請求問題は主目的ではないが、情報提供制度導入の目的の一つ（ ３団体）東

京都、宮崎県、札幌市 

 

□ 大量請求問題と情報提供制度は関係がない（１３団体）秋田県、宮城県、群馬県、

三重県、大阪府、鳥取県、徳島県、大分県、函館市、船橋市、多摩市、春日市、
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ニセコ町 

 

□ その他（ １団体）神奈川県（事務の簡素化の観点から関係がないとは言えないが、

大量請求で特に問題となる営利目的の大量請求問題については別途検討してい

る） 

 

⑨ 情報提供に移行した情報への利用件数・アクセス件数 

 □ 利用件数・アクセス件数が増えた（ ２団体）徳島県、函館市 

 

 □ 利用件数・アクセス件数は変わらず（ ３団体）大分県、宮崎県、札幌市 

 

 □ 利用件数・アクセス件数が減った（ ０団体） 

 

□ 利用件数・アクセス件数を把握していない（ ６団体）秋田県、宮城県、神奈川

県、鳥取県、福岡市、船橋市 

 

□ その他（ ２団体）群馬県（利用件数・アクセス数を把握していないが、当該情

報への開示請求は減少している）、東京都（情報公開請求は減少した） 

 

 

（６） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

① 「簡易な手続き」による情報提供の有無 

□ なし（１２団体）秋田県、宮城県、東京都、神奈川県、大阪府、大分県、宮崎県、

福岡市、函館市、いわき市、船橋市、多摩市 

 

□ あり（ ７団体）群馬県、鳥取県、三重県、徳島県、札幌市、春日市、ニセコ町 

 正規の開示制度との差異 

・群馬県（開示請求があった場合に、既に全部を公開することについて意思決定し

ているものや、法令等の規定により閲覧等が為されているもので、直ちに全部開

示決定ができる場合は、開示請求者に対して、開示通知を書面ではなく口頭で行

うことが可能） 

・三重県（決定通知書の作成が不要、請求日に開示が可能） 

・鳥取県（迅速な対応が可能。行政処分ではないので不服申立てができない。） 

・徳島県（個人情報開示請求書を記入する必要がなく、請求があれば直ちに保有個

人情報を開示することができる。） 
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（２）諸外国 

 

１ 情報提供施策 

 

情報公開法に基づく情報提供施策 

□ 実施している（２ヵ国）アイルランド、ノルウェー 

□ 実施していない（０ヵ国） 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定の把握 

① 法律  

□ あり（１ヵ国）アイルランド 

 

□ なし（０ヵ国） 

 

② 政令  

□ あり（０ヵ国） 

 

□ なし（０ヵ国） 

 

公表 

□ あり（０ヵ国） 

 

□ なし（０ヵ国） 

 

ホームページでの公表 

□ あり（０ヵ国） 

 

□ なし（０ヵ国） 

 

➂ 法律・政令以外の根拠規定（省令、規則等） 

□ あり（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ なし（０ヵ国） 

 

公表 

□ あり（１ヵ国）ノルウェー 
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□ なし（０ヵ国） 

 

ホームページでの公表 

□ あり（０ヵ国） 

 

□ なし（１ヵ国）ノルウェー 

 

 

（２） 情報提供施策に関する制度導入の経緯・理由 

□ 大統領・首相のリーダーシップによって （０ヵ国） 

 

□ 議会・与党の意向を受けて（２ヵ国）アイルランド、ノルウェー 

 

□ 審議会等、第三者機関の意向を受けて（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 国民の意向を受けて（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ ＥＵ等、国際機関の制度制定を受けて（０ヵ国） 

 

□ 先進的な他国の動向を受けて（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 周辺国や人口規模等が同一の国の動向を踏まえて（１ヵ国）ノルウェー（スウェー

デン）カッコ内は参照した国名 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

 

（３） 情報公開法等に基づく情報提供内容の現状 

① 施政方針・基本計画に関する情報 

□ 長期計画、基本構想、その他重要な基本計画等（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 長期計画、基本計画を補完する主な個別計画・指針（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 大統領・首相等の議会演説等（１ヵ国）ノルウェー 
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□ その他（０ヵ国）） 

 

② 組織や職員の定数、給与等、行政管理に関する情報 

□ 組織図・機構図（２ヵ国）アイルランド、ノルウェー 

 

□ 職員の定数に関する情報（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 職員の給与に関する情報（１ヵ国）ノルウェー（個別ではなくカテゴリー別） 

 

□ その他（１ヵ国）アイルランド 

 

➂ 予算に関する情報 

□ 予算見積書（事務事業単位の詳細な予算書）（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 府省別の概括的な予算に関する情報（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 予算要求、査定等、予算編成過程の情報（予算編成過程における詳細な情報）（０

ヵ国） 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

④ 政策評価・事務事業評価結果・主要事業の進行状況 

□ 政策評価、行政評価結果（０ヵ国） 

 

□ 個別事務事業の評価書（０ヵ国） 

 

□ 主要事業の進行状況（０ヵ国） 

 

□ その他（０ヵ国）  

 

⑤ 審議会などの報告書、議事録、提出資料 

□ 審議会等の報告書（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 審議会等の議事録（０ヵ国） 

 

□ 審議会等への府省提出資料（０ヵ国） 
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□ その他（０ヵ国） 

 

⑥ 試験の実施、行事に関する情報 

□ 国が実施する採用試験、資格試験、各種試験等に関する情報（１ヵ国）ノルウェ

ー 

 

□ 国が主催する各種行事（国民が参加する行事・催物）に関する情報（１ヵ国）ノ

ルウェー 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

⑦ 政府関係団体の事業概要、財務状況等 

□ エージェンシーや国有企業の事業概要（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ エージェンシーや国有企業の財務諸表等（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ エージェンシーや国有企業に転職した公務員に関する状況（０ヵ国） 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

⑧ その他、特徴的な情報提供内容 

□ 法人や団体、許認可を受けた者等の名簿情報（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 公務員採用試験や学校入学試験等の試験問題等（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 公務員の労働組合との交渉過程・交渉結果（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 公務員退職者の再就職状況（０ヵ国） 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

（４） 情報提供内容の検討･決定プロセス（ニーズ把握も含む） 

① 情報提供内容の検討･決定する際に内部で実施した検討 

□ 周辺国や人口規模等が同一の国の動向（０ヵ国） 
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□ 憲法や既存の法律等との整合性（０ヵ国） 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

② 情報提供内容の選択指針 

□ 情報提供内容の選択指針に関する法律等を制定（０ヵ国） 

 

□ 情報提供内容の選択は当該情報を扱う各府省に委任（２ヵ国）アイルランド、ノ

ルウェー 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

➂ 国民ニーズの把握方法 

□ 国民調査の実施（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 施政全般に関する調査の一部として実施（１ヵ国）ノルウェー 

 

 □ 特別調査を実施（０ヵ国） 

 

□ 審議会等の開催（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 国民に対する説明会の開催（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

④ 国民ニーズを受け付ける窓口 

□ 情報公開・情報提供専門の窓口で受付（０ヵ国） 

 

□ オンブズマンや行政相談等、国政全般を扱う総合窓口で受付（１ヵ国）ノルウェ

ー 

 

□ 当該情報を扱う各府省の窓口で受付（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

（５） 情報提供方法の検討・決定プロセス 



 

 - 99 -

 

① 情報提供方法の選択 

□ 政府・府省全体の情報提供窓口（情報公開コーナー等）の設置・提供情報の配架

（０ヵ国） 

 

□ 当該情報を扱う各府省の窓口での提供（２ヵ国）アイルランド、ノルウェー 

 

□ インターネット・ホームページでの公表（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 広報誌・広報紙等への掲載（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 報道発表（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

② 情報提供方法の選択指針 

□ 情報提供方法の選択指針に関する法律等を制定（０ヵ国） 

 

□ 情報提供方法の選択は当該情報を扱う各府省に委任（２ヵ国）アイルランド、ノ

ルウェー 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

➂ インターネット・ホームページの更新 

□ 情報公開担当部局が担当（０ヵ国） 

□ 直営（０ヵ国） 

□ 外部委託（０ヵ国） 

 

□ 情報システム部局が担当（０ヵ国） 

□ 直営（０ヵ国） 

□ 外部委託（０ヵ国） 

 

□ 当該情報を扱う各部局が担当（１ヵ国）ノルウェー 

  □ 直営（１ヵ国）ノルウェー 

□ 外部委託（０ヵ国） 
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□ その他（０ヵ国） 

 

④ インターネット・セキュリティの確保 

□ コンテンツ・マネジメント・システム（CMS）の導入（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ インターネット・セキュリティに関する技術要件を設定し、要件を満たす事業者

に委託（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 情報提供専用のホスティング・サービスやクラウド・サービスの利用（１ヵ国）

ノルウェー 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

⑤ 内部会議等の動画配信 

□ あり（２ヵ国）アイルランド、ノルウェー 

 

□ なし（０ヵ国） 

 

⑥ SNS や電子会議室等、国民と国が双方向で情報提供を行う事例 

□ なし（０ヵ国） 

 

□ あり（１ヵ国）ノルウェー 

 □SNS（１ヵ国）ノルウェー 

 □電子会議室（０ヵ国） 

□ブログ（１ヵ国）ノルウェー 

□その他（０ヵ国） 

  

1) 提供情報の内容  

・ 

2) 成果 

・ 

 

⑦ 情報提供窓口（情報公開コーナー等）の設置 

□ 直営（１ヵ国）ノルウェー 

□ 常勤職員のみ配置（０ヵ国） 

□ 非常勤職員のみ配置（０ヵ国） 
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□ 常勤職員及び非常勤職員を配置（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 外部委託（０ヵ国） 

 

（７） 情報提供の効果の把握 

②情報提供の効果（利用件数やアクセス数等）把握の有無 

□ 効果を把握している （１ヵ国）ノルウェー 

 

□ 効果を把握していない（０ヵ国） 

 

①－２ 効果を把握しない理由 

□ 効果把握に費用が掛かるから（０ヵ国） 

 

□ 効果把握が困難だから（０ヵ国） 

 

□ 効果把握の必要性がないから（０ヵ国） 

 

□ 閲覧者等のプライバシーに触れるから（０ヵ国） 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

② 効果把握の内容 

□ 閲覧記録・閲覧請求文書等の蓄積・分析（２ヵ国）アイルランド、ノルウェー 

 

□ インターネット・アクセス記録の蓄積・分析（１ヵ国）ノルウェー 

 

 □ 広報誌・広報紙等の普及等に関する調査の実施（０ヵ国） 

 

 □ 国民に対する意識調査等の実施（０ヵ国） 

 

 □ その他（０ヵ国） 

 

➂ 提供文書数 

  

④ 提供情報に対する総利用件数・総アクセス件数 

 アイルランド １４，２９０件（情報公開法の請求件数） 
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概数の場合 

  □ 1 日数件程度（０ヵ国） 

  □ 1 日十数件から百件程度（０ヵ国） 

  □ １日百件以上（０ヵ国） 

  □ その他（０ヵ国） 

  

⑥ 情報公開窓口・インターネットでの情報提供上位 20 件の内容 

 

⑥ 情報提供の効果把握の活用 

□ 情報提供範囲の見直しに活用（０ヵ国） 

 

  □ 情報提供方法の見直しに活用（０ヵ国） 

 

  □ 情報提供制度の見直しに活用（０ヵ国） 

 

  □ 効果は把握しているが、特段活用していない（０ヵ国） 

 

  □ その他（０ヵ国） 

 

⑦ ニーズの高い情報の提供方法の工夫 

□ 情報開示手続から情報提供への移行（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ インターネットへの掲載（２ヵ国）アイルランド、ノルウェー 

 

□ 情報提供窓口（情報公開コーナー等）での閲覧（０ヵ国） 

 

□ 広報誌・広報紙等への掲載（１ヵ国）ノルウェー 

 

□ その他（０ヵ国） 

 

⑧ ニーズの高い情報の提供に関する予算措置 

□ なし（１ヵ国）ノルウェー 

□ あり（０ヵ国） 

 

（７） 国から国民に情報提供してほしい情報提供内容や方法についての要望 
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① 情報提供内容への要望 

  

 

② 情報提供方法への要望 

 

 

２ 情報公開法に基づき複数回開示した文書に係る情報提供 

 

情報公開法に基づき、複数回開示決定した文書にかかわる情報提供 

□ 実施している（０ヵ国） 

□ 実施していない（２ヵ国）アイルランド、ノルウェー 

 

 

３ 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

「簡易な手続き」による情報提供の有無 

□ なし（１ヵ国）アイルランド 

 

□ あり（１ヵ国）ノルウェー 

 正規の開示制度との差異 

・開示請求書の記入及び、請求理由が不要。 
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（３）公益企業等  

 

① CSR 活動を積極的に行っている理由について 

□ 企業の社会的責任を果たすため 

  大阪ガス、パナソニック 

□ IR 活動の一環として 

 

□ ISO 等の認証基準の要件を満たすため 

 

□ ブランド等、自社イメージの向上策として 

 

□ その他（                         ） 

 

② CSR 活動の開始年度 

 大阪ガス 2006 年度（CSR 憲章の制定） 

 パナソニック 2003 年 （CSR 担当室の設立） 

 

③ CSR 活動により提供している情報内容（網羅的に把握） 

□ コーポレートガヴァナンスに関する情報 

大阪ガス 

□ 商品やサービスの安全に関する情報 

大阪ガス 

 □ 企業活動における環境問題に関する情報 

   大阪ガス 

 □ 調達活動に関する情報 

   大阪ガス 

 □ 人権や男女共同参画等に関する情報 

   大阪ガス 

□ その他 

大阪ガス（コンプライアンス関連、人材育成、安全衛生）、パナソニック（事業活動

そのものを CSR の実践として報告） 

 

④ ③の情報内容を提供することとした理由 

 □ 社内の検討を受けて 

   大阪ガス 

 □ 社外取締役や有識者等、社外の意見を反映して 
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   大阪ガス 

 □ 取引先や社員（従業員）等のステークホルダーの意見を反映して 

 

 □ 第三者機関等のガイドライン等に準拠 

   大阪ガス 

 □ 同業他社や CSR に積極的な企業の活動を参考にして 

   大阪ガス 

□ その他 

  パナソニック（説明責任を果たすため） 

 

⑤ ③の情報内容を提供している方法 

 □ 報告書の発行 

   パナソニック 

 □ ホームページの公開（報告書のホームページ掲載を含む） 

   大阪ガス、パナソニック 

 □ 自社窓口等での報告書等の閲覧 

 

 □ CSR 活動に関する報告会・説明会等の開催 

   大阪ガス 

□ その他（                           ） 

 

⑥ 提供情報の利用頻度 

□ ホームページのアクセス件数 

大阪ガス （    １年・月・日に        約 28,000 件） 

 

□ 情報公開窓口の利用者数   （     年・月・日に        件） 

 

□ 報告書や冊子類の発行頻度 

  大阪ガス  （     種類 年   １ 回発行） 

  パナソニック（   ３ 種類 年   １ 回発行） 

 

□ その他（                         ） 

 

⑦ CSR 活動により情報提供をした効果 

 □ ISO 等の認証基準の要件を達成 
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□ ブランド等、自社イメージの向上 

  大阪ガス、パナソニック 

 □ 顧客等のステークホルダーの満足度の向上 

   パナソニック 

 □ 取り組みに対する表彰等の受賞 

   大阪ガス（国連グローバル・コンパクト、Notable COP） 

 □ 業績の向上 

 

□ その他（                           ） 

 

⑧ CSR 活動により情報提供をした効果を把握したことによる見直しの内容 

 □ CSR 活動に関連する企業全般活動の見直し 

 

 □ CSR 活動の拡充 

大阪ガス 

 □ CSR 活動に関連する情報提供内容の見直し 

 

□ その他 

  パナソニック（企業活動全般の見直し） 

 

⑨ CSR 活動に関連する情報提供内容の見直しの内容 

□ 提供情報範囲の拡大 

 

□ 情報提供の拡充（公表媒体の強化等） 

   大阪ガス 

□ その他 

  パナソニック（時々刻々の、弊社及び社会にとっての重要性により見直し） 
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２ 地方公共団体における情報提供施策に関する例規（抄） 

 

１ 岩手県 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例  

名称 情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=2638&of=1&ik=1&pnp=2514&pnp=2638&cd=3

727） 

制定（改正）平成１０年１２月１１日 施行 平成１１年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

第 40 条 実施機関は、第２章に定める行政文書の開示と併せて、実施機関の保有す

る情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、実施機関の保

有する情報の提供に関する施策の推進に努めなければならない。 

イ 要綱  

名称 情報提供施策の総合的な推進に関する要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=2638&of=1&ik=1&pnp=2514&pnp=2638&cd=3

727） 

制定（改正）平成１１年 ３月２６日 施行 平成１１年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

（目的） 

第１ この要綱は、情報公開条例（平成 10 年条例第 49 号。以下「条例」という。）

第 40条に規定する情報の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本方針を定

めることにより、知事が保有する情報（以下「知事保有情報」という。）を条例に

基づく開示請求を待つことなく、県民にこれを公表し、又は提供するために必要

な事項を定めることにより、もって開かれた県政を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1)  情報の公表 知事保有情報を公表する責務を課すことにより、県民の利用に供

することをいう。 

(2)  情報の提供 知事保有情報を任意に県民の利用に供することをいう。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 
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名称 情報提供施策の総合的な推進に関係する要綱の運用について 

☑公開 □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（ http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=2638&of=1&ik=1&pnp=2514&pnp=2638&cd=3

727） 

制定（改正）平成１１年 ３月２６日、施行 平成１１年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

第２関係（定義） 

 １ 「情報の公表」とは、この要綱により知事保有情報を県民の利用に供するこ

との責務を課せられたもので、県民の利用に供するかどうかにつき知事の裁量が

働く余地のないものをいう。  

  これに対して、「情報の提供」とは、知事保有情報を県民の利用に供することが

知事の裁量に委ねられるものをいう。 

第３第１項関係（情報の公表） 

 １ 本項は、第１項各号に掲げる知事保有情報について、条例第７条各号で規定

する非開示情報に該当するものを除き、県民に公表する責務を課したものである。 

 ２ 「県の長期計画その他の県の重要な基本計画」とは、例えば、総合計画、環

境基本計画、商工労働観光振興計画、農業計画、林業基本計画等の計画をいう。

さらに、「中間段階の案」の趣旨は、これらの公表すべき計画について、原則とし

て中間段階の案を策定の上、公表するものとしたものである。 

  なお、中間段階の案を策定しがたいものについても、今後策定に努めるものと

する。 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例  

なし 

イ 要綱 

なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

制度名 文書提供制度 

 正規の開示制度との差異 

・ 開示手続によらずに文書の写しを交付 

・ 対象文書は、既に公表されている統計資料等、過去に開示請求があり全部開示した
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行政文書など、担当課等において非開示情報が含まれていないことが容易に分かる

文書 

・ 請求者が行政情報センター等や担当課等の事務室で行政文書の内容を直接確認で

きた場合に限り実施 

 

 

２ 秋田県 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例  

名称 秋田県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/au60000221.html） 

制定（改正）昭和６２年 ３月１３日 施行 昭和６２年１０月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

(情報の提供等) 

第二十八条 県は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政文書

の公開と併せて、県民がその必要とする情報を容易に得られ、かつ、それがわかり

やすいものであるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。 

イ 要綱 

なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例  

なし 

イ 要綱 

なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 情報提供の総合的推進に関するガイドライン 

☑公開 □非公開 

HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）    年   月   日、施行    年   月   日 

複数回開示した文書に関する主な規定 



 

 - 110 -

第２ 提供すべき情報 

２ １に掲げる情報のほか、定期又は複数回の公開請求により公開された情報で、

今後も定期に又は繰り返し公開請求かあると見込まれるものについては、県民の

利便性の向上及び行政運営の効率化に資すると認めるときは、県民に提供するよ

う務めるものとする。 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

 なし 

 

 

３ 宮城県 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例  

名称 情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.miyagi.jp/jyohokokai/reiki/jyohokokaijyorei.htm） 

制定（改正）平成１９年 ３月２０日 施行 平成１９年１０月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（情報公開の総合的推進） 

第 20 条 県は，第２章に定める行政文書の開示及び前章に定める会議の公開のほか，

県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう，情報提供施策及び情報

公表制度の充実を図り，情報の公開の総合的な推進に努めるものとする。 

（情報提供施策等の充実） 

第 21 条 県は，広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるととも

に，刊行物その他の行政資料を広く閲覧に供すること等により，その保有する情

報を県民に積極的に提供するよう努めるものとする。 

２ 県は，法令の規定により義務付けられた情報公表制度の内容の充実を図るとと

もに，県政に関する情報を公開する制度の整備に努めるものとする。 

イ 要綱  

名称 情報公開の総合的推進に関する要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.miyagi.jp/jyohokokai/reiki/jyoktebiki.pdf） 

制定（改正）平成１５年 ３月 ３日 施行 平成  年  月  日 

情報提供施策に関する主な規定 
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（情報提供施策の充実） 

第３条 知事は，情報提供施策の充実を図るため，別に定めるところにより行政運営

のため作成された印刷物，ビデオテープ及びＣＤ－ＲＯＭ等の資料（以下「行政

資料」という。）及び無償で広く配布するために作成されたパンフレット等の資料

（以下「配布資料」という。）の収集並びに管理を行うものとする。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 情報公開事務の手引き 

☑公開 □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.miyagi.jp/jyohokokai/reiki/jyoktebiki.pdf） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成  年  月  日 

情報提供施策に関する主な規定 

情報公開事務の手引きがあるが、「情報公開条例の解釈及び運用基準」と「情報公開

の総合的推進に関する要綱」、「県政情報センター及び県政情報コーナー設置要綱」

などの条例，規則等から構成され、情報提供に特化した手引きではない。 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例  

なし 

イ 要綱 

なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

 なし 

 

 

４ 群馬県 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 群馬県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_

ID=U000004&CONTENTS_ID=2269） 
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制定（改正）平成１２年 ６月１４日 施行 平成１３年 １月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

第３条 県は、情報の公表及び情報の提供の拡充を図るとともに、公文書の開示制

度の円滑な運用を図り、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、

情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

２ 県は、情報を公開する場合には、情報を分かりやすく伝えるための創意工夫に

努めるものとする。 

３ 県は、情報公開の効果的な推進を図るため、真に県民が必要とする情報をボラ

ンティア活動を行う県民又は団体との協力を得ながら、分かりやすく公開するよ

う努めるものとする。 

第４条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するもの

を公表しなければならない。ただし、当該情報を公表することについて法令等で

別段の定めがあるときは、この限りでない。 

(1) 県の長期計画その他の重要な基本計画の内容 

(2) 県の主な事業の内容 

(3) その他実施機関が定める事項 

イ 要綱  

名称 情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_

ID=U000004&CONTENTS_ID=2243） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成１３年 １月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、群馬県情報公開条例（平成１２

年群馬 県条例第８３号。以下「条例」という。）第２章の情報公開の総合的な推

進について、必要な事項を定めるものとする。 

（情報の提供） 

第７条 各担当所属の長は、条例上の義務として情報の公表を行うほか、県政に関

する情報の提供に努めるものとする。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例  
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名称 群馬県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（ http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_

ID=U000004&CONTENTS_ID=2269） 

制定（改正）平成１２年 ６月１４日、施行 平成１３年 ４月 １日 

複数回開示した文書に関する主な条文 

（情報の公表） 

第４条  

２ 実施機関は、同一の公文書につき第１１条の規定による開示の請求（以下「開示

請求」という。）を複数回受けてその都度開示をした場合等で、県民の利便の向上及び

行政運営の効率化に役立つと認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるも

のとする。 

イ 要綱 

なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

制度名 即日開示制度 

 正規の開示制度との差異 

開示請求があった場合に、既に全部を公開することについて意思決定しているもの

や、法令等の規定により閲覧等が為されているもので、直ちに全部開示決定ができ

る場合は、開示請求者に対して、開示通知を書面ではなく口頭で行うことが可能。 

 

 

５ 東京都 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 東京都情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10102141.html） 

制定（改正）平成１１年 ３月１９日 施行 平成１２年 １月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

(情報公表制度) 

第三十一条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有する
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ものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段

の定めがあるとき、又は当該情報が第七条各号に規定する非開示情報に該当する

ときはこの限りでない。 

一 都の長期計画その他都規則等で定める重要な基本計画 

二 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案 

三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に規定する

執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機

関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料 

四 実施機関が定める都の主要事業の進行状況 

五 その他実施機関が定める事項 

(情報提供施策の拡充) 

第三十二条 実施機関は、報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充

実に努めるとともに、その管理する資料室等都政又は事業に関する情報を提供す

る施設を一層都民の利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めるもの

とする。 

2 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収集機能を強化

し、都民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。 

イ 要綱  

名称 知事が行う情報公開事務に関する規則 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10102161.html） 

制定（改正）平成１１年１２月 １日 施行 平成１２年 １月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

(公表情報) 

第十二条 条例第三十一条第一項第一号に規定する都規則等で定める重要な基本計

画は、次に掲げるものとする。 

一 都政全般に係る総合的な計画 

二 東京都条例により策定を義務付けられている基本計画 

三 条例第三十一条第一項第三号の附属機関等の検討を経て策定する基本計画 

2 条例第三十一条第一項第二号に規定する計画で実施機関が定めるものは、都の長

期計画並びに前項第一号及び第二号に規定するもののうち計画期間が三年以上で、

かつ、策定に六月以上の期間を予定するものをいう。 

3 条例第三十一条第一項に規定する公表は、当該情報の記録された文書又は電磁的

記録を都民の声課等において閲覧に供し、かつ、当該情報の全部又は要旨をイン

ターネット等による自動送信をして行うものとする。 
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4 条例第三十一条第二項に規定する公表は、第九条に定める方法により行うものと

する。 

名称 情報公開の総合的推進に関する事務取扱要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 □公開 ☑非公開 

（http://www.metro.tokyo.jp/POLICY/JOHO/JOHO/SHOUSAI/e9ea1108.htm） 

制定（改正）平成１１年１２月 １日 施行 平成１２年 １月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

第２ 情報の公表事務 

条例第 31 条第１項に規定する情報公表の事務手続は、次のとおりとする。 

１ 公表する情報についての留意事項等 

(1) 知事が行う情報公開事務に関する規則（平成 11 年東京都規則第 230 号。以下「規

則」という。）第12条第１項第１号に規定する都政全般に係る総合的な計画とは、

全庁的に取り組むべき課題と施策を総合的・体系的に明らかにし、都政運営の基

本指針となる中・長期計画又は３か年程度の計画をいう。 

(2) 条例第 31 条第１項第２号ら規定する中間段階の案を公表した後、最終的な計画

を確定する際には、この間に都民等から提出された意見等を考慮するとともに、

提出された意見等及びこれに対する考え方を公にするよう努めるものとする。 

(3) 条例第31条第１項第３号及び規則第12条第１項第３号に規定する附属機関等と

は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３号に規定する執行機

関の附属機関及び都政の当面する基本問題や重要課題について、幅広く有識者等

の意見の表明または有識者等との意見交換を行う場として、要綱等に基づいて知

事が臨時に設置した懇談会等をいう。 

(4) 条例第 31 条第１項第４号に規定する主要な事業は、同条同項第１号に規定する

計画等に位置付けられている主要事業で、当該事業を所管する局（東京都組織規

程（昭和 27 年東京都規則第 164 号）第８条第１項に規定する本庁の局並びに青

少年・治安対策本部、病院経営本部及び中央卸売市場をいう。以下同じ。）の長

（以下「所管局長等」という。）が指定したものをいう。 

(5) 条例第 31 条第１項第５号に規定するその他実施機関が定める事項は、次のとお

りとする。 

ア 条例第 33 上に規定する出資等法人の事業概要、役員名簿、事業報告・決算書、

事業計画・予算書及び定款・寄付行為並びに出資等法人に対する経営評価の

実施結果 

イ 都民から寄せられたとせいに対する意見、提言、苦情、要望等及びそれらへ

の東京都（以下「都」という。）の対応状況を明らかにするために、生活文化

局長が作成する都民の声年次報告 
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ウ 庁議（東京都政策会議等の設置及び運営に関する規則（平成 11 年東京都規則

第 161 号）第８条に定める庁議をいう。以下同じ。）における審議時効及び報

告事項 

２ 公表の時期 

 条例第 31 条第１項に規定する情報（第４号に規定する情報を除く。）の公表は、

情報の発生の都度速やかに行うものとする。 

３ 公表を行う者 

 情報の公表は、次に掲げるものが行うものとする。 

(1) 条例第 31 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに規定する情報の公表は、所管局長等

が行う。 

(2) 条例第 31 条第１項第４号に規定する主要事業の進行状況は、毎年９月末尾及び

３月末尾を基準日として、所管局長等が作成した主要事業の進行状況報告書（別

記第１号様式）を、生活文化局長がとりまとめて公表する。 

 なお、条例第２条第１項に規定する知事以外の実施機関（以下「他の実施機関」

という。）において指定した主要事業の進行状況についても、都民の利便性を図

るため、生活文化局長がとりまとめて公表することができるものとする。 

(3) 第２ １（５）アに規定する出資等法人の事業概要等の公表は、当該出資等法人

の所管局長等が行う。 

 ただし、経営評価の実施結果の公表は、総務局長が行う。 

(4) 第２ １（５）イに規定する都民の声年次報告の公表は、生活文化局長が行う。 

(5) 第２ １（５）ウに規定する庁議における審議事項及び報告事項の公表は、各事

案の所管局長等が行う。 

４ 公表の方法 

 公表の方法は、当該情報が記録された文書又は電磁的記録（以下「文書等」と

いう。）を、都民の窓口（生活文化局広報広聴部都民の声課に置かれる都民情報ル

ーム（以下「都民情報ルーム」という。）及び各事務事業を所管する部署（以下「主

務課」という。）をいう。以下同じ。）において閲覧に供し、かつ、当該情報の全

部又は要旨をインターネット等による自動送信をして行うものとする。 

 ただし、条例第 31 条第 1項第 3号に規定する附属機関等への提出資料をインタ

ーネット等による自動送信により公表する場合は、当該提出資料の名称一覧でこ

れに代えることができるものとする。 

第３ 情報の提供事務 

１ 情報の提供 

 所管局長等は、条例上の義務として情報を公表するほか、次に掲げる事項その他

の都政に関する情報の提供に努めるものとする。 

(1) 東京都議会定例会等における知事発言等都の施政方針 
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(2) 都の組織並びに都の職員の定数及び給与に関する事項 

(3) 地域開発及び重要な施設整備 

(4) 環境、保健衛生、防災等都民生活の安全と密接な関係がある事項 

(5) 都民の意識、生活実態等に関する調査結果 

(6) 都の保有する研究及び技術（特許権等に係るものを除く。）並びに統計に関する

資料 

(7) 都が行う試験、行事に関する事項 

２ 提供の方法 

情報の提供は、次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。 

(1)都の窓口での閲覧 

(2)インターネット等による自動送信 

(3)東京都公報への登載 

(4)都の発行する広報紙又は広報誌への掲載 

(5)印刷物の配付又は有償刊行物の頒布 

(6)報道機関への資料提供 

(7)その他所管局長等が効果的と認める方法 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例  

名称 東京都情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10102141.html） 

制定（改正）平成１１年 ３月１９日 施行 平成１２年 １月 １日 

複数回開示した文書に関する主な条文 

 (情報公表制度) 

第三十一条  

2 実施機関は、同一の公文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場

合等で、都民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公

文書を公表するよう努めるものとする。 

イ 要綱 

名称 知事が行う情報公開事務に関する規則 

☑公開  □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10102161.html） 
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制定（改正）平成１１年１２月 １日 施行 平成１２年 １月 １日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

(公示方法) 

第 9 条 条例第 17 条第 3項に規定する不特定多数の者が知り得る方法で実施機関が

定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 

一 東京都公報への登載 

二 東京都の発行する広報紙又は広報誌への掲載 

三 生活文化局広報広聴部都民の声課又は各事務事業を所管する部署(以下「都民の

声課等」という。)での閲覧 

四 印刷物の配布 

五 インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により都民からの

求めに応じて自動的に送信することをいう。以下同じ。) 

（公表情報） 

第 12 条 

４ 条例第 31 条第２項に規定する公表は、第９条に定める方法により行うものとす

る。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

なし 

 

（３）情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

なし 

 

 

６ 神奈川県 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 神奈川県自治基本条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=-56

1445749&CALLTYPE=1&RESNO=1&UKEY=1292919327941） 

制定（改正）平成２１年 ３月２７日 施行 平成２１年 ３月２７日 

情報提供施策に関する主な条文 

（情報提供及び情報公開） 

第 14 条 県は、県政に関する正確で分かりやすい情報を、多様な媒体の活用等によ

り、県民に積極的に提供するよう努めなければならない。 
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名称 神奈川県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=-56

1445749&CALLTYPE=1&RESNO=3&UKEY=1292918614632） 

制定（改正）平成２２年 ３月３０日 施行 平成２２年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（情報の公表） 

第 22 条 実施機関は、県民が公開請求をすることなく、県政に関する主要な情報を

得られるよう、次に掲げる事項に関する情報で実施機関が保有するものを公表し

なければならない。ただし、当該情報の公表について法令等に別段の定めがある

とき又は当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。 

(１) 県の政策の基本的な方向を総合的に示す計画並びにその他の県の主な計画及

び指針 

(２) 県の予算編成の方針及び予算の内容 

(３) 県が実施した政策の評価の結果 

(４) 地方自治法第 138 条の４第３項に規定する執行機関の附属機関（以下「附属

機関」という。）の会議（公開するものに限る。）の資料、報告書及び議事録 

(５) その他実施機関が定める事項 

（情報の提供） 

第 23 条 実施機関は、前条に規定するもののほか、県政に関する情報を、多様な媒

体の活用等により、県民に積極的に提供するよう努めるとともに、県民の求めに

応じ、当該情報を迅速かつ簡易な手続により提供するよう努めなければならない。 

イ 要綱  

名称 県政情報の公表に関する要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/johokokai/kouhyou/0601yoko.doc） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成２２年 ６月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

（公表情報の内容） 

第３条 条例第 22 条第１項第１号に規定する県の政策の基本的な方向を総合的に示

す計画とは、神奈川力構想・基本構想及び神奈川力構想・実施計画をいう。 

２ 条例第 22 条第１項第１号に規定するその他の県の主な計画及び指針とは、次に

掲げるものとする。 

 （略） 

３ 条例第 22 条第１項第２号に規定する県の予算編成の方針及び予算の内容は、次
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に掲げるものとする。 

 （略） 

４ 条例第 22 条第１項第３号に規定する県が実施した政策の評価の結果とは、県の

行う政策・施策・事務事業について、事前・事後を問わず、県が実施主体（第三

者への委託等を含む。）となって、一定の基準や指標等により評価したもの（内部

評価及び外部評価を含む。）で別表４に掲げるものとする。 

 名称 県民の求めに応じた情報提供に関する要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/johokokai/kohyo-kokai/teikyou/youkou.p

df） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成２２年 ６月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

（対象文書） 

第３条 公開請求の手続によることなく、情報提供できる行政文書は、次に掲げるも

のとする。 

(1) 過去に公開請求があり全部を公開した行政文書で、求めを受けた時点において

も明らかに判断が変わらないもの 

(2) 既に公表されている情報のみが記載されている行政文書 

(3) その他条例第５条各号に規定する非公開情報が含まれていないことが明らかな

行政文書 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 「県民の求めに応じた情報提供制度」の事務の手引き 

□公開 ☑非公開 

HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成２２年 ６月 １日 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例  

名称 神奈川県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=-56

1445749&CALLTYPE=1&RESNO=3&UKEY=1292918614632） 

制定（改正）平成２２年 ３月３０日 施行 平成２２年 ４月 １日 

複数回開示した文書に関する主な条文 
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（情報の公表） 

第 22 条 

２ 実施機関は、同一の行政文書につき複数の者から公開請求があってその都度当

該行政文書の全部を公開する旨の決定をした場合その他の場合で、行政文書を公表

することが県民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すると認めるときは、こ

れを公表するよう努めなければならない。 

イ 要綱 

名称 県政情報の公表に関する要綱 

☑公開  □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/johokokai/kouhyou/0601yoko.doc） 

制定（改正）    年   月   日、施行平成２２年 ６月 １日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

（公開決定情報の内容） 

第６条 条例第 22 条第２項に規定するその他の場合とは、定例的に県に報告等があ

るものについて公開請求を受け、公開する旨の決定をした場合をいう。 

（公開決定情報の公表方法等） 

第７条 公開決定情報の公表は、担当課等の長が原則として県政情報センターに配

架することにより行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、担当課等の長が、県民の利便性が一層向上するなど

の合理的理由があると認めたときは、県政情報センターでの配架に代えて、県ホ

ームページへの掲載により行うことができる。 

 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

なし 

 

（３）情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

制度名 県民の求めに応じた情報提供制度 

正規の開示制度との差異 

情報公開請求がされた場合に明らかに全部公開となるような行政文書につい

て、情報公開請求の手続きによらず、簡易かつ迅速に、閲覧又は写しを入手

することができる 

 

 

７ 三重県 
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（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 三重県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.mie.jp/KOUKAI/syokitei/jourei.pdf） 

制定（改正）平成１１年１０月１５日 施行 平成１２年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

第三章 情報提供の総合的推進 

（ 情報提供施策の推進） 

第四十一条 実施機関は、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情

報提供に関する施策の推進に努めるものとする。 

２ 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、県民が必要とする情報を的確に

把握し、これを収集するよう努めるものとする。 

（ 情報公表義務制度） 

第四十二条 実施機関は、県民の県政への参加をより一層推進し、又は県民の福祉を

向上させるために必要な情報については、積極的に公表しなければならない。 

２ 実施機関は、前項に規定する公表のための制度の整備に努めるものとする。 

イ 要綱  

名称 三重県の情報提供施策の推進に関する要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.mie.jp/KOUKAI/syokitei/teikyoyouko.pdf） 

制定（改正）平成１３年 ３月 ５日 施行 平成１３年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

（目的） 

３ 公表義務情報 

公表義務情報は、以下に掲げるものとする。（略） 

５ 情報の提供 

(1) 県は、多様な媒体と手法により、県民が利用しやすい情報提供施策を推進する

とともに、情報格差に配慮した情報提供に努めるものとする。 

(2) 情報提供の方法（略） 

 

名称 旅費、食糧費等に関する開示基準規則 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.mie.jp/KOUKAI/syokitei/kaijikijun.pdf） 
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制定（改正）平成 ８年１０月 １日 施行 平成  年  月  日 

情報提供施策に関する主な規定 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三重県情報公開条例（平成 11 年三重県条例第 42 号。以下「条

例」という。）第 49 条の規定に基づき、知事が管理する旅費、食糧費、消耗品費

及び交際費（以下「旅費、食糧費等」という。）の支出に関する公文書の開示基準

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（適用する公文書） 

第２条 この規則は、旅費、食糧費等の支出に関する公文書で、次に掲げるものに適

用する。（略） 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 三重県の情報提供施策の推進に関する要綱運用方針 

☑公開 □非公開 

HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成２２年 ４月 １日 施行 平成２２年 ４月 １日 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱 

名称 三重県の情報提供施策の推進に関する要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.mie.jp/KOUKAI/syokitei/teikyoyouko.pdf） 

制定（改正）平成１３年 ３月 ５日 施行 平成１３年 ４月 １日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

４ 公表推進情報 

県は、３に定める公表義務情報のほか、条例に基づく開示請求を受けたうえで開示

した公文書等県民への情報提供を特に推進すべき情報を公表推進情報とし、積極的

な情報提供に努めるものとする。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 三重県の情報提供施策の推進に関する要綱運用方針 

☑公開 □非公開 

HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 
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制定（改正）平成２２年 ４月 １日 施行 平成２２年 ４月 １日 

 

（３）情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

あり 

正規の開示制度との差異 

決定通知書の作成が不要、請求日に開示が可能 

 

 

８ 大阪府 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 大阪府情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20100081.html） 

制定（改正）平成１１年１０月２９日 施行 平成１２年 ６月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

(総合的な情報の公開に関する施策の充実) 

第三十一条 知事は、府の諸活動を府民に説明する責務が全うされるようにするた

め、府政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で府民に明らかにされるよう、

総合的な情報の公開の推進に関する施策の充実に努めなければならない。 

 (情報の公表及び提供) 

第三十二条 実施機関及び実施法人は、府民の府政への参加をより一層推進し、府

政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るため、情報の

公表を積極的に行うとともに、府民の求めに応じ、わかりやすい情報を迅速に提

供するよう努めなければならない。 

イ 要綱  

名称 情報提供の実施に関する要領 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.osaka.jp/johokokai/jigyo1/kisoku2.html） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成１２年 ６月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

２ 府の責務 

（１）情報を所管する担当室課（所）等（以下「担当室等」という。）の長は、その

保有する情報について府民から提供の求め（以下「申出」という。）があったとき
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は、可能な限りわかりやすい形式により、迅速に提供するよう努めるものとする。 

 

名称  情報の公表制度の実施に関する要領 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.osaka.jp/johokokai/jigyo1/kisoku3.html） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成１２年 ６月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

２ 目的 

 この制度は、府の保有する情報を府民の求めを待つことなく、広く一般に公開す

ることにより、府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保

し、府民の生活の保護及び利便の増進を図り、もって府の諸活動を府民に説明す

る責務が全うされるようにすることを目的とする。 

 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 大阪府情報公開条例 解釈運用基準 

☑公開 □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.osaka.jp/attach/20/00014591/H22.UNYOU.pdf） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成  年  月  日 

情報提供施策に関する主な規定 

３ 「総合的な情報の公開の推進に関する施策」とは、直接には、本条例に基づく「行

政文書公開制度」（第２章）、「法人文書公開制度」（第２章の２）、「情報の公表制度」

（第３２条）、「情報提供制度」（第３２条）、「会議の公開制度」（第３３条）、「出資

法人の情報の公開」（第３４条）を意味するが、より広義には、様々な広報活動や報

道機関への資料提供など府の「説明する責務」を全うするために実施される全ての

施策・活動を含むものである。 

 

名称 会議の公開に関する指針 

☑公開 □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.osaka.jp/johokokai/jigyo1/kisoku5.html） 

制定（改正）昭和６０年１１月２６日 施行 平成  年  月  日 

情報提供施策に関する主な規定 

３ 会議の公開の基準 

 審議会の会議は、原則として公開するものとする。 
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 ただし、審議会の会議が次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しない

ことができる。 

（１）会議において大阪府情報公開条例第８条又は第９条の規定に該当する情報に

関し審議する場合 

（２）会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目

的が達成できないと認められる場合 

 

名称 出資法人の情報の公表に関する指導指針 

☑公開 □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.osaka.jp/johokokai/jigyo1/kisoku6.html） 

制定（改正）平成１２年 ６月 １日 施行 平成  年  月  日 

情報提供施策に関する主な規定 

３ 知事の責務 

知事は、府民が出資法人に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、出資法人の

性格及び業務内容に応じ、法令の規定に基づく権限を適切に行使して情報の収集に

努め、知事が管理する情報の提供と公表を推進するものとする。 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱 

名称 情報提供の実施に関する要領 

☑公開  □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.osaka.jp/johokokai/jigyo1/kisoku2.html） 

制定（改正）    年   月   日、施行 平成１２年 ６月 １日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

２ 府の責務 

（２）担当室等の長は、条例第１８条第１項の規定により公開した行政文書に記録

された情報について提供の求めがあった場合は、特に事情の変更がない限り、行

政文書公開請求の手続によることなく、当該情報を提供するものとする。 

 

名称  情報の公表制度の実施に関する要領 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 
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（http://www.pref.osaka.jp/johokokai/jigyo1/kisoku3.html） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成１２年 ６月 １日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

４ 公表する情報 

公表する情報は、次に掲げるものとする。ただし、条例第８条又は第９条の規定に

該当する情報を除く。 

 (略) 

ウ 公開実施情報 

個別の行政文書公開請求又は情報提供により既に公にされた情報のうち、繰り返し

公開請求又は情報提供の求めがあると見込まれるもの、府民への情報到達の均衡を

図る必要のあるもの等広く公表することが適当と認められる情報 

 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 大阪府情報公開条例 解釈運用基準 

☑公開 □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.osaka.jp/attach/20/00014591/H22.UNYOU.pdf） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成  年  月  日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

５ 本府の情報公開は、本条例の前文に規定されているように、府の保有する情報は、

「公開を原則」とし、府が自ら進んで情報の公開を推進することを基本的姿勢とし

ている。したがって、公開請求により既に公開した行政文書又は法人文書に記録さ

れた情報と同一の情報の求めがあった場合については、本条例に基づく公開等の判

断が既になされていることから、事情の変更のある場合や第三者に関する情報が記

録されているなど特段の事由のある場合を除き、原則として公開請求の手続をとる

ことなく、当該情報を提供し、公表するよう適切な措置を講じなければならない（本

条第２項）。 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

制度名 情報提供の実施に関する要領 

 正規の開示制度との差異 

 

 

９ 鳥取県 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 
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ア 条例 

名称 鳥取県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://reiki.pref.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/k500RG00001015.html） 

制定（改正）平成１２年 ３月２８日 施行 平成１２年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

(情報公開の一層の推進) 

第 34 条 実施機関は、この条例の目的にかんがみ、公文書の開示をするほか、県民

に対し、必要な情報を分かりやすく、積極的に提供するよう努め、情報公開の一

層の推進を図るものとする。 

 (情報提供施策の充実等) 

第 35 条 実施機関は、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広

報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を

活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努める

ものとする。 

 

イ 要綱  

名称 鳥取県情報公開条例の趣旨、解釈及び運用 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（ ） 

制定（改正）平成１２年 ４月 １日 施行 平成１２年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

 

 

 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱  

 なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 公文書の任意提供の取扱いについて 
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☑公開 □非公開 

HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成１９年 ９月２５日、施行 平成１９年 ９月２５日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

１ 概要 

本県は情報公開条例（以下「条例」という。）第３４条に基づき、公文書の内容等

を勘案し、開示請求によらなくても提供できると思われるものは、任意で提供し

ているが、この提供に関する考え方を整理し、実施期間内での取扱いを統一する

ものである。 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

制度名 任意提供 

 正規の開示制度との差異 

迅速な対応が可能。行政処分ではないので不服申立てができない。 

 

 

１０ 徳島県 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 徳島県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://kaigi.pref.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/ao00109911.html） 

制定（改正）平成１３年 ３月２７日 施行 平成  年  月  日 

情報提供施策に関する主な条文 

(情報提供施策の拡充) 

第二十九条 実施機関は、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう

情報の提供に関する施策の拡充に努めるものとする。 

2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、県民が必要とする情報を的確に把

握するよう努めるものとする。 

(情報の公表制度の拡充) 

第三十条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、県民

に必要な県政に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。 

イ 要綱  

名称 情報提供施策の推進に関する要綱 
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 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.tokushima.jp/doCS/2003112600074/files/teikyouyoukou.pdf） 

制定（改正）平成１６年 １月 １日 施行 平成１６年 １月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

（定義） 

第２条この要綱において「公表義務情報」とは、条例第２条第１項に規定する実施

機関（以下「実施機関」という。）が保有する情報であって、県民に公表しなけれ

ばならない情報をいう。 

２ この要綱において「公表推進情報」とは、実施機関が保有する情報であって、県

民への情報提供を推進する必要があると実施機関が認める情報をいう。 

 

➂ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱  

名称 情報提供施策の推進に関する要綱       ）  □なし 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.tokushima.jp/doCS/2003112600074/files/teikyouyoukou.pdf） 

制定（改正）平成１６年 １月 １日 施行 平成１６年 １月 １日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

(公表推進情報) 

(5)過去に公開請求があった情報のうち、今後も県民のニーズがあると思われるもの 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

制度名 保有個人情報の口頭による開示請求 

 正規の開示制度との差異 

個人情報開示請求書を記入する必要がなく、請求があれば直ちに保有個人情報を開

示することができる。 
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１１ 大分県 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

大分県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/8430_12329_misc.pdf） 

制定（改正）平成１２年１２月２２日 施行 平成１３年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（情報提供の推進） 

第２８条 実施機関は、公文書の公開を実施するほか、県民が必要とする情報を的

確に把握し、その適切かつ有効な利用がより一層促進されるよう、積極的な情報

提供の推進に努めるものとする。 

イ 要綱  

名称 大分県情報提供推進要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss0

0003ABE\GUEST&TID=1&SYSID=4662） 

制定（改正）平成１８年 ４月 １日 施行 平成１８年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

(情報提供の実施) 

第三条 実施機関(公安委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法

人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社を除く。以下同じ。)は、

次の各号に掲げる情報について、目録を整備し、当該各号に定めるところにより、

情報センター等で県民等に提供するものとする。 

 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱  

名称 大分県情報提供推進要綱 
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 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss0

0003ABE\GUEST&TID=1&SYSID=4662） 

制定（改正）平成１８年 ４月 １日 施行 平成１８年 ４月 １日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

(情報提供の実施) 

第三条 

3 実施機関は、第一項各号に掲げる情報のほか、次に掲げる情報については、県民等

の求めに応じて提供できるものとする。 

（略） 

二 既に公にされている情報 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

なし 

 

 

１２ 宮崎県 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 宮崎県情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www3.e-reikinet.jp/miyazaki-ken/d1w_reiki/411901010036000000MH/4119

01010036000000MH/411901010036000000MH.html） 

制定（改正）平成１９年 ７月 ４日 施行 平成１９年１０月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（情報公開の総合的な推進） 

第 23 条 県は、第２章に定める公文書の開示のほか、県民が必要とする情報を的確

に把握し、収集するとともに、県民が県政に関する正確で分かりやすい情報を迅

速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

（情報提供施策の充実） 

第 24 条 県は、効果的な情報提供を実施するため、広報及び広聴の活動の充実、刊

行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情
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報提供の推進等により情報提供の施策の充実に努めるものとする。 

イ 要綱  

名称 県政情報の公表及び提供の推進に関する要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/somu/joho/johoteikyo_yoko

.html） 

制定（改正）平成１８年 ３月 １日 施行 平成１８年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

（情報の公表） 

第２条 実施機関（条例第２条第１項に規定する実施機関をいう。以下同じ。）は、

実施機関が保有する次に掲げる情報について、条例第７条各号に規定する不開示

情報に該当するものを除き、これを県民に公表するものとする。 

（情報の提供） 

第３条 実施機関は、実施機関が保有する次に掲げる情報について、条例第７条各

号に規定する不開示情報に該当するものを除き、県民への情報の提供に努めるも

のとする。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 情報公開事務の手引 

☑公開 □非公開 

HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成１８年 ６月  日 施行 平成  年  月  日 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱 

名称 県政情報の公表及び提供の推進に関する要綱 

☑公開  □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（ http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/somu/joho/johoteikyo_yoko

.html） 

制定（改正）平成１８年 ３月 １日、施行    年   月   日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

（情報の提供） 
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第３条 

２  前項に掲げる情報のほか、同一の公文書につき複数回条例に基づく開示請求を

受けてその都度当該公文書の全部を開示した場合で、県民の利便及び行政運営の

効率化に資すると実施機関が認めるときは、当該公文書を県民情報センター又は

警察本部県民情報室（以下「県民情報室」という。）において閲覧に供するよう努

めるものとする。ただし、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 18 条及び第 42

条の２の規定に基づき開示した公文書については、この限りでない。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

なし 

 

 

１３ 札幌市 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 札幌市自治基本条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/kihon/jichikihonjorei.pdf） 

制定（改正）平成１８年１０月 ３日 施行 平成１２年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（市政の情報を知る権利） 

第７条 すべての市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることが

できる。 

（情報提供） 

第２６条 市長等は、まちづくりに必要な情報について、速やかに、かつ、分かりや

すく市民に提供するよう努めるものとする。この場合において、市長等は、まち

づくりに必要な情報の収集及び適切な管理に努めなければならない。 

２ 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、適切な情報伝達

手段により、市民に積極的に提供するものとする。 

 

名称 札幌市情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.sapporo.jp/somu/kokai/jojourei.html） 
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制定（改正）平成１１年１２月１４日 施行 平成１２年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（情報提供及び情報公表） 

第２０条 市は、市民の必要とする情報を的確に把握して、市政に関する正確で分

かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公

表施策の充実に努めなければならない。この場合においては、市が作成する諸計

画の中間段階における案その他の政策形成過程にある情報について、積極的に市

民に対して提供し、又は公表するよう配慮するものとする。 

イ 要綱  

名称 札幌市情報提供推進要綱 

 □公開  ☑非公開  

 HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成１６年 ３月１８日 施行 平成１６年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

（情報提供の責務） 

第２条 行政情報課は、市民の利便を図るため、この要綱に定めるところにより、

札幌市市政等資料管理要綱（昭和６３年５月１９日総務局長決済。以下「管理要

綱」という。）第２条に規定する市政等資料（以下「市政等資料」という。）等に

よる情報提供を行うものとする。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

名称 札幌市情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.sapporo.jp/somu/kokai/jojourei.html） 

制定（改正）平成１１年１２月１４日、施行 平成１２年 ４月 １日 

複数回開示した文書に関する主な条文 

（情報提供及び情報公表） 

第２０条  

２ 実施機関は、公開請求のあった公文書について、これを公開することが通例と

なっている場合等で、市民の利便の向上に資すると認められるときは、当該公文

書を公表するよう努めるものとする。 

イ 要綱 
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 なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

制度名 市長の資産公開等 

 

 

１４ 福岡市 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 福岡市情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/2893/1/johokokaijyorei220401

.doc） 

制定（改正）平成１４年 ３月２８日 施行 平成１４年 ７月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（情報公表施策） 

第３６条 実施機関は，法令等の規定により義務付けられた情報の公表に関する制

度において，情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るよう努めるものとす

る。 

２ 実施機関は，次に掲げる情報で当該実施機関が保有するものを公表するものと

する。ただし，当該情報が非公開情報に該当するときは，この限りでない。 

（情報提供施策） 

第３７条 実施機関は，その有する広報手段を充実させ，及び広報媒体を積極的に

活用するとともに，市民の福祉の増進に資する情報その他市政に関し市民に説明

する市の責務を全うするために必要な情報を市民へ提供するよう努めるものとす

る。 

 

イ 要綱  

名称 福岡市情報の公表・提供施策の推進に関する要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/2894/1/johoteikyoyoko220512.

doc） 
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制定（改正）平成２２年 ５月１２日 施行 平成２２年 ５月１２日 

情報提供施策に関する主な規定 

（情報提供施策の推進） 

第７条 所管局等の長は，条例第 37 条に規定する情報の提供に関する施策を効果的

に推進するため，市民が必要とする情報を的確に把握し，これを収集するよう努

めるものとする。 

２ 情報の提供は，所管局等の長が，適当と認められる情報の内容，方法，期間等

を定めて行うものとする。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

名称 福岡市情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/2893/1/johokokaijyorei220401

.doc） 

制定（改正）平成１４年 ３月２８日 施行 平成１４年 ７月 １日 

複数回開示した文書に関する主な条文 

（情報公表施策） 

第３６条 実施機関は，法令等の規定により義務付けられた情報の公表に関する制度

において，情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るよう努めるものとする。 

２ 実施機関は，次に掲げる情報で当該実施機関が保有するものを公表するものとす

る。ただし，当該情報が非公開情報に該当するときは，この限りでない。 

  （略） 

 (5) 実施機関が同一の公文書につき複数回公開請求を受けてその都度公開した情報

であって，市民の利便又は行政運営の効率化に資すると認められるもの 

イ 要綱 

 なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

 なし 
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１５ 函館市 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 函館市情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://210.175.74.81/reiki/reiki_int/reiki_honbun/ar37601321.html） 

制定（改正）平成１３年 ３月２８日 施行 平成１３年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

(情報の提供) 

第 25 条 実施機関は，市民が市政に関する情報を容易に得られるよう情報の公開に

関する施策の総合的な推進を図るため，この条例による公文書の公開のほか，市

政に関する情報が適時に，かつ，適切な方法で市民に明らかにされるよう，その

保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。 

イ 要綱  

名称 函館市情報公開コーナーの設置および管理運営に関する要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunsyohosei/johokokai/youkouyouryou/s

oumubu/bunshohosei/bunshohouseika4.pdf） 

制定（改正）平成 ３年 ６月 １日 施行 平成 ３年 ６月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 

(事務) 

第 4 条 公開コーナーは,次に掲げる事務を行う。 

(3) 情報提供に関する事務 

ア 情報提供についての案内および相談に関すること。  

イ 行政資料の収集および管理に関すること。 

ウ 行政資料の閲覧および視聴ならびに写しの交付に関すること。  

エ その他情報提供の連絡調整に関すること。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 函館市情報公開条例の解釈運用の手引 

☑公開 □非公開 

HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成１７年 ４月 １日 施行 平成１７年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な規定 
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３ この条例による公文書の公開は、原則として市の保有している公文書そのもの

を閲覧等に供するものであり、請求者にとっては内容が分かりやすいものとは限ら

ず、また、知りたいと思っているもの、求めているものが公文書だけからは十分に

把握できなかったり、場合によっては公文書という形になっていないことも考えら

れる。このような場合、実施機関に置いては、資料を加工するなどして積極的に請

求者（市民）のニーズに応じていかなければならない。また、同一の公文書につい

て繰り返し公開請求がある場合などで、当該公文書を積極的に公表することが、市

民の利便の向上に資する場合には、積極的に情報の公表を行う必要がある。 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱 

 なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

 なし 

 

 

１６ いわき市 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 いわき市情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/iwaki/D1W_resdata.exe?PROCID=36397282&C

ALLTYPE=1&RESNO=1&UKEY=1293516438150） 

制定（改正）平成１０年 ３月３１日 施行 平成１０年 ７月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（実施機関の情報提供の推進） 

第 18 条 実施機関は、前章に定める行政情報の開示のほか、その保有する情報を積

極的に市民に提供するように努めなければならない。 

２ 実施機関は、市政に関する情報を市民が迅速かつ容易に得ることができるよう

にするため、広報活動の充実その他の情報の提供に関する施策の推進に努めなけ
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ればならない。 

イ 要綱  

名称 いわき市行政情報事務取扱要綱 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（ ） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成  年  月  日 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 情報公開事務の手引 

□公開 ☑非公開 

HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成１９年 ４月  日 施行 平成１９年 ４月  日 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱 

 なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

 なし 

 

 

１７ 船橋市 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 船橋市情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.funabashi.chiba.jp/gyosei/reiki_int/reiki_honbun/ag0050717

1.html） 

制定（改正）平成１４年 ３月２９日 施行 平成１４年 ７月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 
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(情報公開の総合的な推進) 

第 23 条 市は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報提供施策の充実を図り、

市政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情

報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

(情報提供施策の拡充) 

第 24 条 実施機関は、その保有する情報を公表する制度の整備に努めるとともに、

市民が必要とする情報を的確に把握し、刊行物その他の資料の積極的な提供、情

報通信技術を活用した広報媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の拡

充に努めるものとする。 

イ 要綱  

名称 附属機関等の会議の公開実施要綱 

 □公開  ☑非公開  

 HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成  年  月  日 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

名称 食糧費公開要領 

□公開 ☑非公開 

HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成  年  月  日 施行 平成  年  月  日 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱 

 なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

  正規の開示制度との差異 

複数回開示がなくとも情報公開制度に基づき開示決定した文書について、翌月から

３ヶ月のみは、当該決定に基づいた形式で当該文書を情報提供 
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１８ 多摩市 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 多摩市情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.tama.lg.jp/dbps_data/_material_/localhost/03soumu/40bunsho

housei/joho_open.pdf） 

制定（改正）平成１６年１２月２８日 施行 平成１７年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（情報公開の総合的な推進） 

第 28 条 市は、第２章に規定する市政情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提

供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容

易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。（略） 

（情報公表・閲覧制度） 

第 29 条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で、当該実施機関が保有するも

のを公表し、又は閲覧に供さなければならない。ただし、当該情報の公表若しく

は閲覧について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第７条各号に規

定する非公開情報に該当するときは、この限りでない。 

イ 要綱  

名称 多摩市長が定める多摩市自治基本条例の施行に関する規則 

 □公開  □非公開  

 HP での公開 □公開 ☑非公開 

（ ） 

制定（改正）平成２１年 ６月 １日 施行 平成  年  月  日 

情報提供施策に関する主な規定 

（情報の公表） 

第３条 市長は、市民の参画及び協働を進めるため、次に掲げる情報については、

これを公表しなければなりません。（略） 

２ 市長は、前項各号に掲げる情報のうち決定過程にあるものについても、随時公

表に努めるものとします。 

（情報の提供） 

第４条 市長は、次に掲げる情報については、市民への情報提供に特に努めるもの

とします。 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 
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（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

名称 多摩市情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（ http://www.city.tama.lg.jp/dbps_data/_material_/localhost/03soumu/40bunsho

housei/joho_open.pdf） 

制定（改正）    年   月   日、施行    年   月   日 

複数回開示した文書に関する主な条文 

（情報公表・閲覧制度） 

第 29 条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で、当該実施機関が保有するも

のを公表し、又は閲覧に供さなければならない。ただし、当該情報の公表若しく

は閲覧について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第７条各号に規

定する非公開情報に該当するときは、この限りでない。 

（略） 

(3) この条例の規定に基づく公開請求に基づき公開をした市政情報 

イ 要綱 

 なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

 なし 

 

 

１９ 春日市 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 春日市情報基本条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/reiki/mywebstart.cgi/document|1|guest06|

|0|0|0|1018|1|12|0,4,0|4196,1|4144,10|4196,1?Template=Document） 

制定（改正）平成１２年 ６月２９日 施行 平成１２年１０月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

（情報提供） 
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第５条 市は、次に掲げる事項その他の説明責任を全うするために必要な事項につ

いて、前条の請求を待つことなく、広く積極的に保有情報の提供（公表を含む。

以下「情報提供」という。）を行うものとする。 

(1) 市政運営の基本方針に関する事項 

(2) 基本的な行政計画に関する事項 

(3) 主要な事務事業に関する事項 

(4) その他規則で定める事項 

２ 前項に規定する事項のうち、市民生活に対する影響が大きいと認められるもの

については、規則で定めるところにより事前に計画案等を公表するものとする。 

３ 市は、情報提供を行うに当たっては、分かりやすく伝えるとともに、市民が情

報を迅速かつ容易に得られるよう配慮しなければならない。 

４ 情報提供の方法その他情報提供に関し必要な事項は、規則で定める。 

イ 要綱  

名称 春日市情報提供に関する規則 

 ☑公開  □非公開  

 HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/reiki/mywebstart.cgi/document|1|guest06|

|0|0|0|1018|1|12|0,4,0|4196,1|4144,10|6457,2?Template=Document） 

制定（改正）平成１２年 ９月２８日 施行 平成  年  月  日 

情報提供施策に関する主な規定 

（情報提供） 

第２条 次の各号に掲げる事項については、春日市情報公開条例（平成 12 年条例第

40 号。以下「情報公開条例」という。）第４条第１項に規定する不開示情報が含ま

れているものを除き、基本条例第５条第１項の規定に基づき情報提供するものと

する。 

➂ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

 なし 

イ 要綱 

春日市情報提供に関する規則 

☑公開  □非公開 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（ http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/reiki/mywebstart.cgi/document|1|guest06|
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|0|0|0|1018|1|12|0,4,0|4196,1|4144,10|6457,2?Template=Document） 

制定（改正）平成１２年 ９月２８日、施行 平成１２年１０月 １日 

複数回開示した文書に関する主な規定 

（情報提供） 

第２条 次の各号に掲げる事項については、春日市情報公開条例（平成 12 年条例第

40 号。以下「情報公開条例」という。）第４条第１項に規定する不開示情報が含ま

れているものを除き、基本条例第５条第１項の規定に基づき情報提供するものと

する。 

(8) その他 

カ 情報公開条例第 22 条の規定に基づく複数回開示文書 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

 あり 

 

 

２０ ニセコ町 

 

（１） 情報提供施策の根拠規定 

ア 条例 

名称 ニセコ町まちづくり基本条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss0

0003D3D\GUEST&TID=1&SYSID=276）http://www1.g-reiki.net/reiki26d/からアクセス 

制定（改正）平成１２年１２月２７日 施行 平成１３年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

(情報共有の原則) 

第 2 条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わ

たしたち町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければな

らない。 

(情報への権利) 

第 3 条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得

する権利を有する。 

(情報共有のための制度) 

第 7 条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が
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総合的な体系をなすように努めるものとする。 

(1) 町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度 

(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度 

(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度 

(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度 

 

名称 ニセコ町情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss0

0003D3D\GUEST&TID=1&SYSID=50）http://www1.g-reiki.net/reiki26d/からアクセス 

制定（改正）平成１０年 ９月２５日 施行 平成１１年 ４月 １日 

情報提供施策に関する主な条文 

(情報の共有化に関する基本方針) 

第 37 条 実施機関は、町政を進める上で町民が必要とする情報の作成及び取得に努

め、町政情報を正確で分かりやすく町民に提供し、町民がこれを的確かつ容易に

利用できるよう、情報の共有化のための施策の拡充に努めなければならない。 

イ 要綱 

 なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（２） 情報公開条例に基づき複数回開示した文書に係る情報提供の根拠規定 

ア 条例 

名称 ニセコ町情報公開条例 

HP での公開 ☑公開 □非公開 

（http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss0

0003D3D\GUEST&TID=1&SYSID=50）http://www1.g-reiki.net/reiki26d/からアクセス 

制定（改正）平成１０年 ９月２５日 施行 平成１１年 ４月 １日 

複数回開示した文書に関する主な条文 

(開示情報に係る公開請求の特例) 

第 18 条 開示情報に係る公開請求については、第 10 条の規定にかかわらず、同条

の請求書の提出を省略することができる。 

2 前項の場合において、公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、第 10 条

各号に掲げる事項を告げなければならない。 

3 実施機関は、開示情報の公開請求があったときは、第 11 条第 1 項及び第 2 項並

びに第 16 条第 1項の規定にかかわらず、速やかに当該開示情報について公開決定
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をするとともに、当該開示情報の公開を行うものとする。 

イ 要綱 

 なし 

ウ 条例、要綱以外の根拠規定 

 なし 

 

（３） 情報開示制度に依らない「簡易な手続き」による情報提供 

制度名 開示情報に係る公開請求の特例 

 正規の開示制度との差異 

非開示情報に該当しない情報であって、公開することが通常明らかな情報を開示情

報とし、開示請求書の提出を省略することができる。 



 

 - 148 -

３ 地方公共団体における情報提供条例等に基づく情報提供内容 

 

岩手県 

「情報提供施策の総合的な推進に関する要綱」 

（情報の公表） 

第３ 知事は、次に掲げる事項に関する知事保有情報のうち、条例第７条第１項各号に

規定するものを除き、これを県民に公表するものとする。 

(1)  県の長期計画その他の県の重要な基本計画及びこれらに係る中間段階の案 

(2)  庁議における決定事項 

(3)  審議会等の附属機関及びこれに類するものの会議の公開並びに会議資料及び会議録 

(4)  県の重点事業及びこれに類するものの進捗状況 

(5)  その他知事が特に必要と認める事項 

 

（情報の提供） 

第４ 知事は、次に掲げる事項その他の県政に関する知事保有情報の提供に努めるもの

とする。 

(1)  第３の規定に基づき公表した事項に関し、さらに周知が必要なもの 

(2)  県議会定例会等における知事発言等県の施政方針 

(3)  環境、保健衛生、防災等県民生活の安全と密接な関係があるもの 

(4)  県の予算に関するもの 

(5)  県の組織並びに県の職員の定数及び給与に関するもの 

(6)  地域開発及び重要な施設整備に関するもの 

(7)  県民の意識、生活実態等に関する調査結果に関するもの 

(8)  県の保有する研究及び技術（特許権等に係るものを除く。）並びに統計に関する資料 

(9)  県が行う試験、行事に関する事項 

 

秋田県 

「情報提供の総合的推進に関するガイドライン」 

第２ 提供すべき情報 

１ 知事は、その保有する次に掲げる情報（条例第６条各号に規定するものは除く。）を、

県民に提供するものとする。 

(1) 県の長期計画その他の県の重要な基本計画及びこれらに係る中間段階の案 

(2) 庁議に関する決定事項 

(3) 審議会等の附属機関及びこれに類するものの会議資料及び会議録又は会議結果の概

要 

(4) 県の財政状況並びに予算及び決算に関する情報 
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(5) 県の組織並びに職員の定数及び給与に関する情報 

(6) 県の主要な事業の進捗状況 

(7) 県の事務事業の評価 

(8) 県が出資金、資本金等の４分の１以上を出資する法人の業務及び財務に関する情報 

(9) 県議会定例会等における知事発言等県の施政方針 

(10) 県議会の本会議及び常任委員会への提出資料 

(11) 環境、医療、福祉、保健衛生、防災その他県民生活と密接な関係がある情報 

(12) 地域開発及び重要な施設整備に関する情報 

(13) 県民の意識、生活実態等の関する調査結果に関する情報 

(14) 県が行う試験及び行事に関する情報 

(15) 県が行う研究開発の成果及び保有する技術に関する情報 

(16) 県の統計に関する情報 

(17) その他県民に提供する必要があると認める情報 

 

宮城県 

「情報公開の総合的推進に関する要綱」 

（情報提供施策の充実） 

第４条 

３ 主務課等の長は、次の各号に掲げる県政に関する重要な情報を公表しなければなら

ない。 

(1) 県民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定及び改廃の趣旨並びに目的 

(2) 県政上重要な長期計画又は基本計画等に関する策定の趣旨及びスケジュール 

(3) 行政評価の結果 

４ 前項に掲げる情報については、主務課等の長は、意思決定過程であっても中間案等

の形式により、その公表に努めるものとする。 

 

群馬県 

「情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱」の規定 

（情報の公表の内容） 

第２条 条例第４条第１項第１号の内容は、県の長期計画、県の総合計画、法令等によ

り策定を義務づけられている基本計画及び附属機関等（地方自治法第１３８条の４第

３項の規定に基づき設置されている附属機関のほか、計画策定のために臨時的に設置

するものを含む。）の検討を経て策定する基本計画の全文又は概要とする。 

２ 条例第４条第１項第２号の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 県予算における主要事業のうち各部長、会計管理者及び各県民局長（以下「部長

等」という。）が指定する公共工事に関しては実施目的、規模、発注状況、進行状況、
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完成時期及び効果。 

(2) 県予算における主要事業のうち部長等が指定する公共工事以外の事業に関しては、

公共工事に準ずるもの。 

３ 条例第４条第１項第３号の実施機関が定める事項及び内容は、次に掲げるとおりと

する。 

(1) 条例第４１条に定める出資等法人のうち県が資本金、基本金その他これらに準ず

るものの４分の１以上を出資している法人の定款又は寄附行為、役員名簿、社員名

簿（社団法人の場合に限る。）、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸

借対照表、財産目録、事業計画書、収支予算書 

(2) 社会福祉法人に係る監査結果の概要 

(3) 公共工事の再評価に係る検討結果 

(4) 地方自治法第１３８条の４第３項に基づき設置されている附属機関の会議結果の

概要 

(5) 県民意見提出制度を実施した結果原案を変更した条例、規則又は行政計画（変更

した部分が分かるもの） 

 

東京都 

「東京都情報公開条例」の規定 

(情報公表制度) 

第三十一条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するも

のを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定

めがあるとき、又は当該情報が第七条各号に規定する非開示情報に該当するときは

この限りでない。 

一 都の長期計画その他都規則等で定める重要な基本計画 

二 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案 

三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に規定する

執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機

関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料 

四 実施機関が定める都の主要事業の進行状況 

五 その他実施機関が定める事項 

 

「知事が行う情報公開事務に関する規則」の規定 

(公表情報) 

第十二条 条例第三十一条第一項第一号に規定する都規則等で定める重要な基本計画

は、次に掲げるものとする。 

一 都政全般に係る総合的な計画 
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二 東京都条例により策定を義務付けられている基本計画 

三 条例第三十一条第一項第三号の附属機関等の検討を経て策定する基本計画 

2 条例第三十一条第一項第二号に規定する計画で実施機関が定めるものは、都の長期

計画並びに前項第一号及び第二号に規定するもののうち計画期間が三年以上で、か

つ、策定に六月以上の期間を予定するものをいう。 

 

「東京都情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱」の規定 

第３ 情報の提供事務 

１ 情報の提供 

所管局長等は、条例上の義務として情報を公表するほか、次に掲げる事項その他の

都政に関する情報の提供に努めるものとする。 

(1) 東京都議会定例会等における知事発言等都の施政方針 

(2) 都の組織並びに都の職員の定数及び給与に関する事項 

(3) 地域開発及び重要な施設整備 

(4) 環境、保健衛生、防災等都民の生活と密接な関係がある事項 

(5) 都民の意識、生活実態等に関する調査結果 

(6) 都の保有する研究および技術（特許権等に係るものを除く。）並びに統計に関す

る資料 

(7) 都が行う試験、行事に関する事項 

 

神奈川県 

「県政情報の公表に関する要綱」第３条に定められている項目 

１ 県の政策の基本的な方向を総合的に示す計画 

・ 神奈川力構想・基本構想 

・ 神奈川力構想・実施計画 

２ その他の県の主な計画及び指針 

(1) 県の行政運営全般に係る指針 

・地域主権実現のための基本方針 

・県庁改革基本方針 

(2) 県の政策の基本的な方向を総合的に示す計画を補完する主な個別計画・指針 

・ 神奈川県科学技術政策大綱 

・ 地域づくり推進プラン 

・ 行政情報化指針 

・ かながわ人権施策推進指針 

・ かながわ文化芸術振興計画 

・ かながわ国際施策推進指針 



 

 - 152 -

・ かながわ消費者施策推進指針 

・ かながわ青少年育成指針 

・ かながわ新エネルギービジョン 

・ 神奈川みどり計画 

・ かながわ水源環境保全・再生施策大綱 

・ かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画 

・ かながわ水産業活性化指針 

・ かながわ高齢者保健福祉計画 

・ かながわツーリズム推進指針 

・ 第８次神奈川県職業能力開発計画 

・ かながわ都市マスタープラン 

・ かながわ交通計画 

・ かながわ教育ビジョン 

・ 神奈川県スポーツ振興指針「アクティブかながわ・スポーツビジョン」 

(3) 各実施機関の運営全般に係る主な計画・指針 

・ 企業庁経営改善計画 

・ 神奈川県営水道事業経営計画 

・ 神奈川県営電気事業経営計画 

３ 県の予算編成の方針及び予算の内容 

(1) 予算編成方針 

(2) 予算議案 

(3) 予算に関する説明書 

(4) 予算見積書（当初予算に係る予算査定後のもの） 

４ 県が実施した政策の評価の結果 

・ 部局政策宣言 

・ 神奈川力構想・白書 

・ 県試験研究機関の機関評価 

・ 事務事業評価 

・ 犯罪被害者等支援施策の検証 

・ かながわ文化芸術振興計画の進行管理等に伴う評価 

・ 環境農政局所管公共事業の再評価 

・ 環境農政局所管公共事業の事後評価 

・ 神奈川県環境基本計画の進行管理等に伴う評価 

・ 神奈川県環境科学センター研究推進委員会による研究計画評価 

・ 「水源環境保全・再生かながわ県民会議」による施策の評価 

・ 神奈川県中山間地域等振興対策検討委員会における評価 
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・ 神奈川県地域福祉支援計画進行管理台帳における評価 

・ 県施設に係る福祉サービス第三者評価 

・ 神奈川県ホームレスの自立の支援等に関する実施計画の評価 

・  児童福祉施設サービス評価事業 

・ かながわ高齢者保健福祉計画の評価 

・ 神奈川県中小企業活性化推進計画の進行管理等に伴う評価 

・ 県土整備局所管公共事業の再評価 

・ 県土整備局所管公共事業の事後評価 

・ 神奈川県立保健福祉大学に係る大学機関別認証評価 

・ 教育委員会の点検・評価 

・ 神奈川県スポーツ振興指針「アクティブかながわ・スポーツビジョン」進行状

況管理表における評価 

・ 神奈川県立図書館の活動評価 

・ 神奈川県立川崎図書館の活動評価 

 

三重県 

「三重県の情報提供施策の推進に関する要綱」の規定（公表義務情報） 

(1) 複数の郡市にまたがる、又はそれに相当する地域の県民に影響を及ぼす県の長期

（総合）計画及び基本計画等（目標年次の設定がないもの及び目標年次を策定の日

から１年を超える将来に設定しているものに限る。）で別表１に掲げるもの並びにこ

れについての中間まとめ、策定スケジュール及び達成状況･進捗状況 

ただし、本要綱施行の日において策定済みの計画等については、中間まとめ及び策

定スケジュールを除く。 

(2) 県の重要施策にかかる会議（別表２）の決定事項 

(3) 事務事業の評価に関する情報 

(4) 予算見積書（知事査定後）に関する情報 

(5) 審議会等附属機関及びこれに類するものの会議資料（会議を非公開で開催する場

合を除く。）及び会議録又は会議結果の概要 

 

別表１ 

政策部 総合計画「県民しあわせプラン」／総合計画「県民しあわせプラン」第

二次戦略計画／三重県新エネルギービジョン／宮川流域ルネッサンス基本計画及び

第３次実施計画／三重県国土利用計画（第四次）／三重県土地利用基本計画／「美

し国おこし・三重」基本計画 

生活・文化部 男女共同参画基本計画／三重の文化振興方策／国際化推進プラ

ン／歴史街道構想／人権施策基本方針／第８次三重県交通安全計画／三重県生涯学
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習振興基本計画／三重県消費者施策基本方針進 

健康福祉部 三重県保健医療計画／三重の健康づくり総合計画（ヘルシーピープルみ

え２１）／三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画／みえメディカルバ

レー第２期実施計画／三重県動物愛護管理推進計画／三重がん対策戦略プラン（改

訂版）／三重県自殺対策行動計画／みえ高齢者元気・かがやきプラン（改訂版）／

みえ障がい者福祉プラン（第２期計画）／三重県次世代育成支援行動計画／三重県

DV 防止及び被害者保護・支援基本計画／三重県ひとり親家庭等自立促進計画／健や

か親子いきいきプランみえ 

環境森林部 三重県環境基本計画／三重県廃棄物処理計画／三重県地球温暖化対策推

進計画／生活排水処理施設整備計画／水道整備基本構想／鳥獣保護事業計画／地域

森林計画／三重県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画／

四日市地域公害防止計画 

農水商工部 協同農業普及事業の実施にかかる方針／農業改良普及活動計画基本構想

／三重県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針／三重県の農山漁村における

パートナーシップ指標／三重県における特定高性能農業機械の導入に関する計画／

三重県食育推進計画／三重県卸売市場整備計画（第８次）／みえの安全・安心農業

生産推進方針／三重県食の安全・安心確保基本方針／三重県果樹農業振興計画／三

重県酪農・肉用牛生産近代化計画／三重県茶業振興指針／新たな三重の米（水田農

業）戦略／三重県栽培漁業基本計画／特定漁港漁場整備計画／三重県企業誘致基本

計画／三重県科学技術振興ビジョン／三重県観光振興プラン第２期戦略計画 

県土整備部 公共工事コスト構造改善に関する第４次行動計画／三重県版 CALS/EC 整

備基本構想／三重県 CALS/EC アクションプログラム／新道路整備戦略／海岸整備ア

クションプログラム／三重県住生活基本計画／三重県都市マスタープラン／三重県

景観計画／三重県河川整備戦略 

企業庁 三重県企業庁長期経営ビジョン 

病院事業庁 第２次三重県病院事業経営健全化計画 

教育委員会 三重県教育振興ビジョン／同推進計画／県立高等学校再編活性化基本計

画／第４次三重県スポーツ振興計画／三重県人権教育基本方針 

 

別表２ 

政策部 部長会議／県政戦略会議（情報公開・個人情報総合窓口にて閲覧できま

す。）／三重県雇用・経済危機対策会議／三重県緊急雇用・経済対策会議／ＩＴ利活

用推進本部／「美し国おこし・三重」推進本部員会議 

生活･文化部 三重県男女共同参画推進会議／三重県文化行政推進委員会 

健康福祉部 三重県次世代育成支援推進懇話会／三重県ユニバーサルデザインのまち

づくり推進本部／三重県こども・青少年施策総合推進本部 
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環境森林部 環境保全・地球温暖化対策推進委員会 

農水商工部 三重県企業立地推進本部／三重県地産地消推進本部 

県土整備部 三重県公共事業総合推進本部 

 

大阪府 

「情報の公表制度の実施に関する要領」 

４ 公表する情報 

公表する情報は、次に掲げるものとする。ただし、条例第８条又は第９条の規定に該当

する情報を除く。 

ア 府政に関する基礎情報（条例第３７条第１項に規定する措置として公表するもの

を含む。） 

 府政に関する基礎的な情報として次に掲げるもの  

（ア）府が保有している情報の検索に資する資料 

（イ）府の施策、計画、指針等の概要 

（ウ）府の事務事業の概要（各室・課（所）等毎） 

（エ）府の事務事業の評価の結果又はその概要 

（オ）府の基本的な事務に関する要領、要綱、手引書等 

（カ）府政に関する主要な調査の結果又はその概要 

（キ）府の出資法人の組織、事業及び決算等の概要（条例第２条第４項に規定する

実施法人及び条例第３４条第２項の規定に基づき実施機関が定める出資法人

に係るもの） 

（ク）府の施設の管理に関する指定管理者との基本協定等 

イ 政策形成過程情報 

府の政策形成過程の各段階における情報のうち次に掲げるもの（迅速性又は緊急性を

要するもの及び軽微なもの等を除く。） 

（ア）府の基本的な施策、計画、指針等の策定及びこれらの重要な改廃等に係る案

又は主要な検討資料 

（イ）府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例、規則等の制

定又は改廃に係る案の内容又はその概要 

（ウ）府の重要な政策決定等に関する部長会議等の協議又は報告の概要及びこれら

に提出された資料 

（エ）府の審議会等（会議の公開に関する指針（昭和６０年１１月２６日知事決定）

２に規定する「審議会」をいう。）の概要及び委員名簿 

（オ）府政に関する意見募集の結果又はその概要 

ウ 公開実施情報 

個別の行政文書公開請求又は情報提供により既に公にされた情報のうち、繰り返し
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公開請求又は情報提供の求めがあると見込まれるもの、府民への情報到達の均衡を

図る必要のあるもの等広く公表することが適当と認められる情報 

エ その他 

アからウに掲げる情報以外の情報のうち、公表することが適当なものとして、担当

室課（所）等の長が決定するもの 

 

鳥取県 

「鳥取県情報公開条例の趣旨、解釈及び運用」 

第 35 条（情報提供施策の充実）関係 

第１ 趣旨 

本条は、情報公開の一層の推進を図るため、実施機関の保有する情報提供施策の充実に

ついて定めたものである。 

第２ 解釈・運用 

１ 「広報及び広聴活動の充実」とは、県政だより等を通じて、広報・広聴活動の量的

充実、質的向上に努めることをいう。 

２ 「刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様の媒体による

情報提供の推進等」とは、事業概要、統計書、調査・報告書等の行政資料を県民

室、中部・西部の各地域県民室、公文書館等に配架し、県民の閲覧に供するほか、

写しの交付等の情報提供を行うとともに、テレビ、ラジオ、インターネット等の

媒体を利用し、情報提供施策の推進を図ることをいう。 

３ 「情報提供」とは、県民からの請求を待つことなく、県が自主的に情報を公にする

ことをいう。 

４ 第２項は、公社は、その業務内容、財務等に関する資料を事務所に備え置き、県民

の閲覧に供することを明らかにしたものである。 

 

徳島県 

「情報提供施策の推進に関する要綱」の規定 

(公表義務情報) 

(1) 県の各部局が策定した計画、構想及びこれらの達成状況又は見直し状況 

(2) 審議会等の会議資料(会議を非公開で開催する場合を除く。)及び会議録及び会

議の結果の概要 

(3) 事務事業の評価に関する情報 

(4) 県の財政状況、予算及び決算に関する情報 

(5) 公益法人の定款、事業報告書、財務諸表等に関する情報 

(6) 庁議の会議概要及び決定事項 

(公表推進情報) 
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(1) 過去に公開請求があった情報のうち、今後も県民のニーズがあると思われるも

の 

(2) 社会動向等から緊急性を有するもの 

(3) 普及啓発の必要性があるもの 

(4) その他実施機関が必要と認めるもの 

 

大分県 

「大分県情報提供推進要綱」 

(情報提供の実施) 

第三条 実施機関(公安委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人、地

方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社を除く。以下同じ。)は、次の各号に掲

げる情報について、目録を整備し、当該各号に定めるところにより、情報センター等で

県民等に提供するものとする。 

一 行政資料情報 

イ 刊行物情報 県が作成し、又は収集した統計資料、白書、業務概要書、県報、

広報誌紙等の刊行物情報を分類・整備し、展示して別表第一に定める閲覧期間中、

閲覧に供し、写しの交付及び貸出しを行う。 

ロ 生活・文化・イベント情報 観光情報、各種イベント情報等に関するパンフレ

ット、リーフレット類を展示し、及び配布する。 

二 映像情報 県が作成し、又は収集したビデオテープ等映像情報を機器を操作して、

視聴に供し、及び貸出しを行う。 

三 インターネット情報 県庁ホームページに掲載している各種情報をパーソナルコ

ンピュータにより県民等に提供する。 

 

宮崎県 

「県政情報の公表及び提供の推進に関する要綱」 

（情報の公表） 

第２条 実施機関（条例第２条第１項に規定する実施機関をいう。以下同じ。）は、実施

機関が保有する次に掲げる情報について、条例第７条各号に規定する不開示情報に該当

するものを除き、これを県民に公表するものとする。 

(1) 県の長期計画その他県の重要な基本計画 

(2) 庁議の概要 

(3) 県の主要な施策及び事業の進捗状況 

(4) 県の財政状況、予算及び決算に関する情報 

(5) 県の職員の給与等に関する情報 

(6) その他県民に公表する必要があると実施機関が認める情報 
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（情報の提供） 

第３条 実施機関は、実施機関が保有する次に掲げる情報について、条例第７条各号に

規定する不開示情報に該当するものを除き、県民への情報の提供に努めるものとする。 

(1) 環境、保健衛生、防災その他県民生活の安全と密接に関係がある情報 

(2) 県民の意識、生活実態等に関する調査結果及び統計調査に関する情報 

(3) 県が保有する研究及び技術（特許に係るものを除く。）に関する情報 

(4) 県が行う試験、行事に関する情報 

(5) 附属機関等の会議資料、議事録又は会議概要 

(6) 県議会定例会等における知事の施政方針、提案理由説明 

(7) 県が出資金、基本金等の４分の１以上を出資する法人に関する情報（「公益法人の

設立許可及び指導監督基準（平成８年９月２０日付け会議決定）に定める業務及

び財務に関する資料」） 

(8) 県が所管する公益法人に関する情報（公益法人の設立許可及び指導監督基準の

運用指針（平成８年１２月１９日付け公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚

会議幹事会申合せ）に定める所管公益法人に関する一覧表） 

(9) その他県民に提供する必要があると実施機関が認める情報 

 

福岡市 

「福岡市情報の公表・提供施策の推進に関する要綱」 

（市が行う主要な事務又は事業の実施状況に関する情報） 

第２条 条例第３６条第２項第６号に掲げる情報については、当該事務又は事業を所管

する局、室等の長が、毎年度３月末を基準として、別途定める様式で調書を作成するも

のとする。 

（その他実施機関が定める市政に関する情報） 

第３条 条例第３６条第２項第６号に規定する実施機関が定める市政に関する情報は、

次に掲げるものとする。 

(1) 市民から寄せられた市政に対する意見、提言、要望等及びこれらに対する市の回

答（本市の広聴部門において所管するものに限る。） 

(2) 庁議の資料 

(3) 市長会見の発表資料 

(4) 市政運営会議の議事概要 

(5) 市が資本金、基本金その他これらに準じるものの４分の１以上を出資している法

人の組織の概要、財務状況、事業の概況及び計画等 

(6) 市の例規 

(7) 市の行政改革に関する情報 
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函館市 

「函館市情報公開コーナーの設置および管理運営に関する要綱」 

（行政資料の範囲） 

第５条 公開コーナーが収集及び管理する行政資料は、次に掲げる刊行物等で一般の利

用に供することを目的とするものをいう。 

(1) 本市において作成した統計書、調査書、報告書、計画書、広報刊行物、地図、図表

その他の文献等 

(2) 国、他の地方公共団体その他公共的団体等が作成し、本市が取得した統計書、調

査書、報告書、計画書、広報刊行物、地図、図表その他の文献等 

(3) その他市政の運営上参考になる図書、雑誌類 

(4) 前３号の資料の内容についての電磁的記録で視聴可能なもの 

 

多摩市 

「多摩市長が定める多摩市自治基本条例の施行に関する規則」 

（情報の公表） 

第３条 市長は、市民の参画及び協働を進めるため、次に掲げる情報については、これ

を公表しなければなりません。 

(1) 市の長期計画及び重要な基本計画 

(2) 市の主要の施策及び事業の進捗状況 

(3) 予算及び決算に関する情報 

(4) 行政評価に関する情報 

(5) 監査委員の監査結果 

(6) 審議会、懇談会等からの答申、報告、提言等 

２ 市長は、前項各号に掲げる情報のうち決定過程にあるものについても、随時公表に

務めるものとします。 

（情報の提供） 

第４条市長は、次に掲げる情報については、市民への情報提供に努めるものとします。 

(1) 環境、保健衛生、防災等市民生活と密接な関係がある情報 

(2) 統計に関する情報 

(3) 行事に関する情報 

(4) 市民生活への影響及び緊急性のある情報 

(5) その他自治の推進に資する情報 

 

春日市 

「春日市情報提供に関する規則」の規定 

第２条 次の各号に掲げる事項については、春日市情報公開条例（平成 12 年条例第 
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40 号。以下「情報公開条例」という。）第４条第１項に規定する不開示情報が含 

まれているものを除き、基本条例第５条第１項の規定に基づき情報提供するもの 

とする。 

(1) 市政運営の基本方針に関する事項 

ア 市長の施政方針 

イ 市の条例、規則、告示その他の規程 

ウ 市議会に提案した議案及び議案関係資料（条例新旧対照表） 

(2) 基本的な行政計画に関する事項 

ア 市の基本構想、基本計画及び実施計画 

イ 重要な部門別計画 

(3) 主要な事務事業に関する事項 

ア 市の主要事業の進捗状況報告書 

イ 個別事業計画に係る調査結果報告書 

ウ 主要な施策の成果に関する報告書 

(4) 主要な会議に関する事項 

ア 市議会会議録 

イ 合議制機関の会議結果報告書 

(5) 市の財務に関する事項 

ア 予算書、決算書その他の財政状況に関する資料 

イ 監査委員から提出された監査結果報告書 

ウ 契約に係る入札結果 

(6) 関係団体に関する事項 

ア 市が構成団体となっている一部事務組合等の予算書及び決算書 

イ 春日市土地開発公社の事業計画書、予算書、決算書及び事業報告書 

ウ 市の公の施設の管理を行う指定管理者が作成した事業報告書の写し 

エ 補助団体等（春日市補助団体等の情報公開に関する規則（平成 13 年規則第 

１号）第２条第１号に規定する補助団体等をいう。）の予算書及び決算書又 

はこれらに相当する書類の写し 

(7) 市の組織等に関する事項 

ア 市の組織に関する資料 

イ 市職員の定数及び給与に関する資料 

(8) その他 

ア 市民の意識、生活実態等の調査結果報告書 

イ 市が作成又は取得した統計書 

ウ 記者会見資料 

エ 行政手続に関する資料 
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オ 市が保有する行政文書の情報目録 

カ 情報公開条例第 22 条の規定に基づく複数回開示文書 

キ 市の主催行事に関する事項その他市民に対し周知を図ることが必要な情報 
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４ 公益企業等の CSR 報告書の章立て 

 

大阪ガス『CSR レポート 2010』 

大阪ガスグループの概要 

トップコミットメント 

大阪ガスグループの経営と CSR 

２００９年度の主な取り組み（一覧） 

特集 

継続的に社会全体の CO2 排出量を削減していきます。 

エネルギー需要のあるところで発電する分散型発電 

ガスと再生可能エネルギーを併用して 

次世代エネルギーシステムの開発 

都市ガス製造工程における創エネ、天然ガス発電の高効率化を推進 

CO2 排出量削減効果の適切な評価方法について 

CSR 憲章Ⅰ お客様価値の創造 

CSR 指標 

お客様の安心・安全を守るために 

「お客様の声」を商品・サービスに活かす 

新しい価値を感じて頂く提案 

CSR 憲章Ⅱ 環境との調和と持続可能な社会への貢献 

CSR 指標 

中期環境目標と２００９年度実績 

環境マネジメント 

事業活動の環境負荷 

温室効果ガス排出量の削減 

お客様先での CO2 排出量抑制 

資源消費の低減と再生資源の利用促進 

環境リスク対策と化学物質管理／グリーン購買、グリーン配送／環境情報の発信 

環境技術開発 

再生可能エネルギー 

生物多様性の保全 

環境会計 

CSR 憲章Ⅲ 社会とのコミュニケーションと社会貢献 

CSR 指標 

“小さな灯火”運動 

地域貢献・社会とのコミュニケーション 
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関連財団の活動 

CSR 憲章Ⅳ コンプライアンスの推進と人権の尊重 

CSR 指標 

コンプライアンスの推進 

人権啓発の取り組み 

サプライチェーンでの取り組み 

CSR 憲章Ⅴ 人間成長を目指した企業経営 

CSR 指標 

雇用の維持と多様性の確保 

ワーク・ライフ・バランス 

社員と会社のコミュニケーション 

人材育成 

労働安全衛生 

CSR マネジメント 

CSR 推進体制、コーポレート・ガバナンス 

リスクマネジメント 

本報告書での話題選定について 

環境パフォーマンス・データ集 

第三者意見 

第三者検証 

 

パナソニック『サスティナビリティレポート 2010（社会性報告）』 

トップメッセージ 

パナソニックの CSR 経営 

従業員とともに 

多様性の尊重 

人材育成 

労働安全衛生 

健全な労使関係 

購入先様とともに 

役員メッセージ「調達部材の再資源化でエコとコスト力の両立をめざします」 

取り組み・購入先様からのご意見 

CSR 調達の考え方・方針 

地域社会とともに ―企業市民活動― 

基本的な考え方 

重点分野 
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企業市民活動の推進方法 

CSR 経営を支えるガバナンス 

コーポレートガバナンス 

役員一覧 

行動基準 

製品安全に関する自主行動計画に係る基本方針 

グローバルコンプライアンス 

Ｇ＆Ｇリスクマネジメント活動 

情報セキュリティの徹底 

適正な宣伝活動 

製品安全性問題のご報告 

私たちのお伝えしたいこと 

会社概要 

GRI ガイドライン対照表 

 

パナソニック『エコアイディアレポート 2010（環境報告）』 

トップメッセージ 

ビジョンと戦略 

くらしのエコアイディア 

グリーンプロダクツ 

グリーンプロダクツの取り組み 

製品の省エネルギー 

創エネルギー／蓄エネルギー 

家まるごと「CO2±０（ゼロ）」 

製品の省資源／包装材の取り組み 

製品環境法令対応とラベリング 

製品の化学物質管理 

ビジネススタイルのエコアイディア 

工場 

グリーンファクトリーの取り組み 

工場省エネルギー・温暖化防止 

工場の化学物質管理 

工場の廃棄物削減 

工場の水資源有効利用／土壌・地下水汚染への対応 

工場の順法管理／ＰＣＢ問題への対応 

オフィス 
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オフィスの省エネルギー 

リサイクル 

使用済み製品のリサイクル 

物流 

グリーンロジスティクス 

環境ソリューション事業 

生物多様性保全 

グローバルエコプロジェクト 

アジア 

中国／欧州 

アメリカ／中南米／中近東・アフリカ 

日本 

環境マネジメント 

事業活動における環境負荷の全体像 

環境行動計画グリーンプラン 2010 

環境ガバナンス／環境教育 

環境マネジメントシステム／環境会計 

第三者意見 

ＫＰＭＧあずさサステナビリティ株式会社による独立保証報告書 

環境コミュニケーション 

環境活動のあゆみ 

 

 

JR 西日本『企業考動報告書 2010 JR 西日本 CSR レポート』 

社長メッセージ 

福知山線列車事故について 

企業再生に向けて 

特集 安全性の向上 

「企業理念」「安全憲章」 

JR 西日本グループ中期経営計画 2008 ‒2012 見直し 

CSR（企業の社会的責任）の考え方、11 分野の平成 21 年度重点取り組み事項・実績及び

平成 22 年度重点取り組み計画 

コーポレート・ガバナンス 

安全 

基本的な考え方／安全管理体制 

安全基本計画 



 

 - 166 -

社員の安全性向上に取り組む姿 

安全の現状と対策 

CS（お客様満足） 

基本的な考え方／ CS 推進体制／ 

お客様との双方向コミュニケーションの充実 

CS マインドの醸成 

高品質な輸送サービスを提供するための取り組み 

お客様に安心してご利用いただくための取り組み／ 

より快適にご利用いただくための取り組み 

お客様に優しいバリアフリーの取り組み 

地球環境 

地球環境保護活動の推進体制／環境管理の推進 

環境負荷／環境目標 

一人ひとりが取り組む考動エコ 

鉄道の優位性と地球温暖化防止の取り組み 

「資源」循環の取り組み 

地域とともに進める環境保全の取り組み／法令順守の取り組み 

データ編 

人材・ES（働きがい） 

多様な人材の確保／自ら考え行動する社員の育成 

働きがいの向上／働きやすい環境づくり 

コミュニケーションの促進／社員の安全と健康 

地域との共生 

事業活動を通じた西日本地域の活性化 

社会貢献活動の推進 

経営を支える基盤の取り組み 

コンプライアンス 

危機管理 

ディスクロージャー 

情報セキュリティ 

人権啓発 

資材調達 

第三者意見 
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、
行

政
機

関
の

保
有

す
る

情
報

の
提

供
に

関
す

る
施

策
の

充
実

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
」

と
規
定
し
て
お
り
、
行
政
刷
新
担
当
大
臣
を
座
長
と
す
る
「
行
政
透
明
化
検
討
チ
ー
ム
」
は
、
国
の
情
報
公
開
制
度
の

見
直
し
を
検
討
し
、
そ
の
と
り
ま
と
め
結
果
に
お
い
て
も
情
報
提
供
施
策
の
充
実
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 ２
 
こ
の
書
面
調
査
は
、
国
の
情
報
公
開
制
度
の
企
画
・
立
案
を
所
掌
す
る
総
務
省
行
政
管
理
局
か
ら
受
託
し
た
「
地
方

公
共
団
体
、
諸
外
国
等
に
お
け
る
情
報
提
供
施
策
等
に
関
す
る
調
査
研
究
」
の
一
環
と
し
て
（
財
）
行
政
管
理
研
究
セ

ン
タ
ー
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
事
例
を
把
握
・
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
情
報

公
開
制
度
の
見
直
し
に
際
し
、
先
進
的
な
事
例
を
検
討
す
る
際
の
素
材
と
な
る
も
の
で
す
。

 

 ３
 
設
問
へ
の
ご
回
答
は
、
選
択
肢
が
あ
る
場
合
は
□
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
適
宜
ご
記

入
く
だ
さ
い
。
な
お
、
ご
回
答
い
た
だ
く
時
点
は
、
平
成

2
2
年

12
月

1
日
現
在

で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

 ４
 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
調
査
し
、
当
方
に
て
把
握
し
て
い
る
事
項
は
、
予
め
記
入
し
て
あ
り
ま
す
が
、
記
入
事
項
が
誤

っ
て
い
る
場
合
は
、
訂
正
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

 ５
 
調
査
表
へ
の
ご
記
入
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
よ
り
、
平
成

23
年

1
月

1
4
日
（
金
）
ま
で
に

郵
便
ポ
ス
ト
に
ご
投
函
、
も
し
く
は
下
記
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
ま
で
ご
送
信
く
だ
さ
い
。
ご
多
用
の
こ
と
と
存
じ
ま
す

が
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

 ６
 
本
調
査
研
究
の
調
査
結
果
は
、
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。

 

 ７
 
そ
の
他
ご
記
入
に
当
た
っ
て
の
不
明
な
点
等
は
、
次
の
担
当
者
ま
で
御
照
会
く
だ
さ
い
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
照
会
先
：
（
財
）
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主
任
研
究
員
 
武
藤
 
 
研
究
員
 
上
田
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 貴
団

体
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 １
 

情
報
公
開

制
度

に
基
づ

く
情

報
提
供

施
策

に
つ
い

て
 

 Ⅰ
 
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
情
報
提
供
施
策

の
根
拠
規
定
（
特
に
条
例
以
下
の
要
綱
等
）
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
貴
団
体
で
、
情
報
公
開
制
度
に

基

づ
く
情
報
提
供
施
策
に
関
す
る
条
例
や
要
綱
、
そ
の
他
の
根
拠
規
定
を
制
定
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
詳
細
を
ご
記
入
く

だ
さ
い
。
条
例
や
要
綱
等
を
公
表
し
て
い
る
場
合
は
、
本
調
査
票
に
添
付
し
て
御
返
送
く
だ
さ
い
。

 

 ①
 条

例
 

□
あ

り
（

名
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

 
□

な
し

 

 
 

 
H

P
で

の
公

開
 

□
公

開
 

□
非

公
開

 

制
定

（
改

正
）

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
、

施
行

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

②
 要

綱
 

□
あ

り
（

名
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

 
□

な
し

 

 
 

 
□

公
開

 
 

□
非

公
開

 

 
 

 
H

P
で

の
公

開
 

□
公

開
 

□
非

公
開

 

制
定

（
改

正
）

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
、

施
行

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

➂
 条

例
、

要
綱

以
外

の
根

拠
規

定
（

手
引

等
）

 

 
□

あ
り

（
名

称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  
 

□
な

し
 

 
 

 
□

公
開

 
□

非
公

開
 

 
 

 
H

P
で

の
公

開
 

□
公

開
 

□
非

公
開

 

制
定

（
改

正
）

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
、

施
行

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

Ⅱ
 
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
情
報
提
供
施
策
に
関
す
る
制
度
導
入
の
経
緯
・
理
由
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
該
当
す

る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

□
 

首
長

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

に
よ

っ
て

 

□
 

議
会

の
意

向
を

受
け

て
 

□
 

審
議

会
等

、
第

三
者

機
関

の
意

向
を

受
け

て
 

□
 

住
民

の
意

向
を

受
け

て
 

□
 

国
や

都
道

府
県

の
制

度
制

定
を

受
け

て
 

□
 

い
わ

ゆ
る

「
先

進
自

治
体

」
の

動
向

を
受

け
て

 

（
先

進
事

例
と

し
て

参
考

に
し

た
地

方
公

共
団

体
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

□
 

周
辺

地
方

公
共

団
体

や
人

口
規

模
等

が
同

一
の

地
方

公
共

団
体

の
動

向
を

踏
ま

え
て

 
 

（
比

較
対

象
と

し
て

参
照

し
た

地
方

公
共

団
体

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
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Ⅲ
 
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
情
報
提
供
内
容
の
現
状
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
団
体
で
情
報
公
開
条
例
等
に
基
づ

き
提
供
し
て
い
る
行
政
情
報

に
つ
き
、
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ

さ
い
。
情
報
提
供
内
容
を
規
定
す
る
要
綱
等
を
制
定
、
公
表
し
て
い
る
場
合
は
、
本
欄
に
記
入
せ
ず
、
本
調
査
票
に

要

綱
等
を
添
付
し
て
御
返
送
く
だ
さ
い
。

 

 ①
 
施
政
方
針
・
基
本
計
画
に
関
す
る
情
報
等
 

□
 

長
期

計
画

、
基

本
構

想
、

そ
の

他
重

要
な

基
本

計
画

等
 

□
 

長
期

計
画

、
基

本
計

画
を

補
完

す
る

主
な

個
別

計
画

・
指

針
 

□
 

公
営

企
業

体
の

経
営

改
善

計
画

、
事

業
経

営
計

画
等

 

□
 

知
事

・
市

長
等

の
議

会
演

説
等

 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

②
 
組
織
や
職
員
の
定
数
、
給
与
等
、
行
政
管
理
に
関
す
る
情
報
等
 

□
 

組
織

図
・

機
構

図
 

□
 

職
員

の
定

数
に

関
す

る
情

報
 

□
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
情

報
 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

➂
 
予
算
に
関
す
る
情
報
等
 

□
 

予
算

見
積

書
 

□
 

部
局

別
の

予
算

要
求

状
況

 

□
 

予
算

要
求

、
査

定
等

、
予

算
編

成
過

程
の

情
報

 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

④
 
政
策
評
価
・
事
務
事
業
評
価
結
果
・
主
要
事
業
の
進
行
状
況
等
 

□
 

政
策

評
価

、
事

務
事

業
評

価
結

果
 

□
 

個
別

事
務

事
業

の
評

価
書

 

□
 

主
要

事
業

の
進

行
状

況
 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

⑤
 
重
要
会
議
・
審
議
会
な
ど
の
報
告
書
、
議
事
録
、
提
出
資
料
等
 

□
 

重
要

会
議

・
審

議
会

等
の

報
告

書
 

□
 

重
要

会
議

・
審

議
会

等
の

議
事

録
 

□
 

重
要

会
議

・
審

議
会

等
へ

の
提

出
資

料
 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

⑥
 
試
験
の
実
施
、
行
事
に
関
す
る
情
報
等
 

□
 

地
方

公
共

団
体

が
実

施
す

る
試

験
等

に
関

す
る

情
報

 

□
 

地
方

公
共

団
体

が
主

催
す

る
行

事
に

関
す

る
情

報
 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
4

⑦
 
外
郭
団
体
の
事
業
概
要
、
財
務
状
況
等
 

□
 

外
郭

団
体

の
事

業
概

要
 

□
 

外
郭

団
体

の
財

務
諸

表
等

 

□
 

外
郭

団
体

へ
の

地
方

公
共

団
体

職
員

の
再

就
職

の
状

況
 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

⑧
 
そ

の
他

、
貴

団
体

に
特

徴
的

な
情

報
公

開
制

度
に

基
づ

く
情

報
提

供
内

容
が

あ
り

ま
し

た
ら

、
チ

ェ
ッ

ク
マ

ー
ク

✔

を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
ご
記
入
く
だ
さ
い
。（

複
数
回
答
可
）
 

□
 

所
管

法
人

や
団

体
、

許
認

可
を

受
け

た
者

等
の

名
簿

情
報

 

□
 

職
員

採
用

試
験

や
学

校
入

学
試

験
等

の
試

験
問

題
等

 

□
 

交
際

費
・

食
糧

費
等

 

□
 

職
員

団
体

と
の

交
渉

過
程

・
交

渉
結

果
 

□
 

退
職

者
の

再
就

職
状

況
 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 Ⅳ
 
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
情
報
提
供
内
容
の
検
討
･
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
 

 ①
 

情
報

提
供

内
容

の
検

討
･
決

定
す

る
際

に
、

貴
団

体
内

部
で

実
施

し
た

検
討

が
あ

り
ま

し
た

ら
、

チ
ェ

ッ
ク

マ
ー

ク

✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

□
 

い
わ

ゆ
る

「
先

進
自

治
体

」
や

周
辺

、
人

口
規

模
等

が
同

一
の

地
方

公
共

団
体

の
動

向
 

（
比

較
対

象
と

し
て

参
照

し
た

地
方

公
共

団
体

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
 

国
や

都
道

府
県

の
制

度
と

の
整

合
性

 

□
 

既
存

の
条

例
等

と
の

整
合

性
 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

②
 
情

報
公

開
制

度
に

基
づ

く
情

報
提

供
内

容
の

選
択

指
針

と
し

て
、

貴
団

体
に

該
当

す
る

も
の

が
あ

り
ま

し
た

ら
、

チ

ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

□
 

情
報

提
供

内
容

の
選

択
指

針
に

関
す

る
要

綱
等

を
制

定
（

要
綱

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
 
（
→
要
綱
等
を
送
付
願
い
ま
す

）
 

□
 

情
報

提
供

内
容

の
選

択
は

主
管

課
に

委
任

 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

➂
 
貴
団
体
で
実
施
し
て
い
る
住
民
ニ
ー
ズ
の
把
握
方
法
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内

に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

□
 

住
民

調
査

の
実

施
（

□
 

施
政

全
般

に
関

す
る

調
査

の
一

部
と

し
て

 
□

 
特

別
に

調
査

を
実

施
）

 

□
 

審
議

会
等

の
開

催
 

□
 

住
民

説
明

会
の

開
催

 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
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④
 
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
情
報
提
供
に
関
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
を
受
け
付
け
る
窓
口
と
し
て
、
該
当
す
る
も
の
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

□
 

情
報

公
開

・
情

報
提

供
窓

口
で

受
付

 

□
 

県
政

市
政

等
の

総
合

窓
口

で
受

付
 

□
 

各
部

局
で

受
付

 

□
 

そ
の

他
 

（
  

 
  

  
  

 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

  
  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
）

 

 Ⅴ
 
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
情
報
提
供
方
法
の
検
討
・
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
 

 ①
 
情

報
公

開
制

度
に

基
づ

く
情

報
提

供
の

方
法

と
し

て
採

用
し

て
い

る
該

当
す

る
も

の
が

あ
り

ま
し

た
ら

、
チ

ェ
ッ

ク

マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。（

複
数
回
答
可
）
 

□
 

情
報

提
供

窓
口

（
情

報
公

開
コ

ー
ナ

ー
等

）
の

設
置

・
提

供
情

報
の

配
架

 

□
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
・

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
の

公
表

 

□
 

広
報

誌
・

広
報

紙
等

へ
の

掲
載

 

□
 

報
道

発
表

 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

②
 
情

報
公

開
制

度
に

基
づ

く
情

報
提

供
方

法
の

選
択

指
針

と
し

て
、

貴
団

体
に

該
当

す
る

も
の

が
あ

り
ま

し
た

ら
、

チ

ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

□
 

情
報

提
供

方
法

の
選

択
指

針
に

関
す

る
要

綱
等

を
制

定
（

要
綱

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
 
（
→
要
綱
等
を
送
付
願
い
ま
す

）
 

□
 

情
報

提
供

方
法

の
選

択
は

主
管

課
に

委
任

 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

➂
 
情

報
公

開
制

度
に

基
づ

く
情

報
提

供
方

法
と

し
て

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

更
新

作
業

の
ご

担
当

部

署
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
団
体
に
該
当
す
る
も
の
に
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く

だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

□
 

情
報

公
開

担
当

部
局

が
担

当
（

□
直

営
 

□
外

部
委

託
）

 

□
 

情
報

シ
ス

テ
ム

部
局

が
担

当
（

□
直

営
 

□
外

部
委

託
）

 

□
 

各
部

局
が

担
当

 
 

 
 

 
（

□
直

営
 

□
外

部
委

託
）

 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

④
 
情

報
公

開
制

度
に

基
づ

く
情

報
提

供
方

法
と

し
て

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

・
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

確
保

策
と

し
て

、
貴

団

体
が
採
用
し
て
い
る
も
の
に
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

□
 

コ
ン

テ
ン

ツ
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

・
シ

ス
テ

ム
（

C
M

S
）

の
導

入
 

□
 

外
部

委
託

に
際

し
て

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

マ
ー

ク
取

得
等

の
資

格
要

件
の

付
与

 

□
 

情
報

提
供

専
用

の
ホ

ス
テ

ィ
ン

グ
・

サ
ー

ビ
ス

や
ク

ラ
ウ

ド
・

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

⑤
 
内
部
会
議
等
の
動
画
配
信
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
等
）
の
実
施
の
有
無
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

 
6

内
部
会
議
等
の
動
画
配
信
を
実
施
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
て
く
だ
さ

い
。
(
本
項
目
は
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
い
て
い
な
い
事
例
で
も
可
) 

□
 

実
施

し
て

い
る

 

□
 

実
施

し
て

い
な

い
 

 

⑥
地
域

S
N
S
や
電
子
会
議
室
等
、
住
民
と
地
方
公
共
団
体
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
い
双
方
向
で
情
報
提
供
を
行
う
事
例

が
貴

団
体

に
あ

り
ま

し
た

ら
、

チ
ェ

ッ
ク

マ
ー

ク
✔

を
付

し
、

カ
ッ

コ
内

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
(
本

項
目

は
情

報
公

開
制
度
に
基
づ
い
て
い
な
い
事
例
で
も
可

)
（
実
施
事
例
は
複
数
回
答
可
）
 

□
 

な
し

 

□
 

あ
り

 
（

□
地

域
S

N
S

 
□

電
子

会
議

室
 

□
ブ

ロ
グ

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
）

 

 
 1

) 
名

称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ｕ
Ｒ

Ｌ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2
) 

提
供

情
報

の
内

容
 

 

3
) 

成
果

 

 

 

⑦
 
情

報
提

供
窓

口
（

情
報

公
開

コ
ー

ナ
ー

等
）

の
設

置
形

態
に

つ
い

て
お

伺
い

し
ま

す
。

貴
団

体
に

該
当

す
る

も
の

に

チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

□
 

直
営

（
□

常
勤

職
員

配
置

 
□

非
常

勤
職

員
の

み
配

置
）

 

□
 

指
定

管
理

 

□
 

外
部

委
託

 

 Ⅵ
 
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
情
報
提
供
の
効
果
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
 

 ①
 
情
報
提
供
の
効
果
（
利
用
件
数
や
ア
ク
セ
ス
数
等
）
を
把
握
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク

マ
ー
ク
✔
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

□
 

効
果

を
把

握
し

て
い

る
 

 
（

→
 

②
へ

）
 

□
 

効
果

を
把

握
し

て
い

な
い

 
（

→
 

①
－

２
へ

）
 

 

①
－
２
 
効
果
を
把
握
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
団
体
に
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付

し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 
（
→
 
Ⅶ
へ
）
 

□
 

効
果

把
握

に
費

用
が

掛
か

る
か

ら
 

□
 

効
果

把
握

が
困

難
だ

か
ら

 

□
 

効
果

把
握

の
必

要
性

が
な

い
か

ら
 

□
 

閲
覧

者
等

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

触
れ

る
か

ら
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

②
 
貴
団
体
で
実
施
し
て
い
る
情
報
提
供
の
効
果
把
握
の
内
容
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
団
体
に
該
当
す
る
も
の
に
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7

チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

 
□

 
閲

覧
記

録
・

閲
覧

請
求

文
書

等
の

蓄
積

・
分

析
 

 
□

 
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

・
ア

ク
セ

ス
記

録
の

蓄
積

・
分

析
 

 
□

 
広

報
誌

・
広

報
紙

等
の

普
及

等
に

関
す

る
調

査
の

実
施

 

 
□

 
住

民
に

対
す

る
意

識
調

査
等

の
実

施
 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  

➂
 
貴
団
体
に
お
い
て
、
一
年
間
に
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
き
情
報
提
供
し
た
総
文
書
数
を
お
伺
い
し
ま
す
。
カ
ッ
コ
内

に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。（

例
：
毎
月
、
提
供
し
て
い
る
文
書
は

1
2
と
カ
ウ
ン
ト
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
に
把
握
し
て
い

な
い
場
合
は
概
数
で
も
可
。）

 

 
 

提
供

文
書

数
 

 
 

 
 

 
 

 
文

書
 （

平
成

 
 

 
年

・
年

度
）

 

 

④
 

提
供

情
報

に
対

す
る

年
間

総
利

用
件

数
を

お
伺

い
し

ま
す

。
カ

ッ
コ

内
に

ご
記

入
く

だ
さ

い
。
（

詳
細

に
把

握
し

て

い
な
い
場
合
は
概
数
で
も
可
。
）
 

総
利

用
件

数
 

 
 

 
 

 
 

 
件

 （
平

成
 

 
 

年
・

年
度

）
 

 

④
－

２
 
一

日
あ

た
り

の
概

数
を

把
握

し
て

い
る

場
合

は
、

貴
団

体
に

該
当

す
る

も
の

に
チ

ェ
ッ

ク
マ

ー
ク

✔
を

付
し

、

カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

 
□

 
1

日
数

件
程

度
 

 
□

 
1

日
十

数
件

か
ら

百
件

程
度

 

 
□

 
１

日
百

件
以

上
 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  

⑤
 
提
供
情
報
に
対
す
る
利
用
件
数
・
ア
ク
セ
ス
件
数
に
つ
い
て
、
詳
細
を
把
握
し
て
い
る
場
合
に
お
伺
い
し
ま
す
。
利

用
件

数
の

多
い

文
書

名
や

利
用

件
数

、
ア

ク
セ

ス
数

等
を

、
上

位
2
0
位

ま
で

、
情

報
公

開
窓

口
と

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

ア
ク
セ
ス
と
に
分
け
、
把
握
し
て
い
る
範
囲
内
で
ご
回
答
く
だ
さ
い
。
 

 

「
区
域
内
・
外
」
欄
は
、
当
該
文
書
の
公
開
請
求
の
多
く
が
、
貴
団
体
の
区
域
内
の
住
民
・
事
業
者
等
で
あ
る
の
か
、
区

域
外
で
あ
る
の
か
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
把
握
し
て
い
な
い
場
合
は
空
欄
の
ま
ま
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

「
公
益
・
営
利
」
欄
は

、
当
該
文
書
の
請
求
や
ア
ク
セ
ス
の
多
く
が
、
公
益
目
的
な
の
か
、
営
利
目
的
な
の
か
を
ご
記
入

く
だ
さ
い
。
把
握
し
て
い
な
い
場
合
は
空
欄
の
ま
ま
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 情
報

公
開

窓
口

と
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

ア
ク

セ
ス

の
合

計
 

□
 

 

（
情

報
公

開
窓

口
と

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
ア

ク
セ

ス
を

合
計

し
て

の
数

値
の

場
合

は
上

の
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
に

チ
ェ

ッ

ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
情
報
公
開
窓
口
の
表
だ
け
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
 

 情
報

公
開

窓
口

 

順
位

 
文

書
名

 
件

数
 

区
域

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

1
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

 
8

2
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

3
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

4
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

5
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

6
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

7
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

8
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

9
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

1
0

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
1

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
2

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
3

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
4

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
5

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
6

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
7

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
8

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
9

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

2
0

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

 イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
 

順
位

 
文

書
名

 
件

数
 

公
益

・
営

利
 

1
 

 
 

公
益

・
営

利
 

2
 

 
 

公
益

・
営

利
 

3
 

 
 

公
益

・
営

利
 

4
 

 
 

公
益

・
営

利
 

5
 

 
 

公
益

・
営

利
 

6
 

 
 

公
益

・
営

利
 

7
 

 
 

公
益

・
営

利
 

8
 

 
 

公
益

・
営

利
 

9
 

 
 

公
益

・
営

利
 

1
0

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
1

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
2

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
3

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
4

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
5

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
6

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
7

 
 

 
公

益
・

営
利
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9

1
8

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
9

 
 

 
公

益
・

営
利

 

2
0

 
 

 
公

益
・

営
利

 

 Ⅵ
―
⑥
 
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
く
情
報
提
供
に
関
す
る
見
直
し
に
、
情
報
提
供
の
効
果
を
把
握
し
た
結
果
を
活
用
し
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。
貴
団
体
に
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

 
□

 
情

報
提

供
範

囲
の

見
直

し
に

活
用

 

 
□

 
情

報
提

供
方

法
の

見
直

し
に

活
用

 

 
□

 
情

報
提

供
制

度
の

見
直

し
に

活
用

 

 
□

 
効

果
は

把
握

し
て

い
る

が
、

特
段

活
用

し
て

い
な

い
 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  

⑦
 
ニ
ー
ズ
の
高
い
情
報
の
提
供
方
法
の
工
夫
と
し
て
、
貴
団
体
で
実
施
し
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
も
の
に

チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

□
 

情
報

開
示

手
続

か
ら

情
報

提
供

へ
の

移
行

 

□
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
へ

の
掲

載
 

□
 

情
報

提
供

窓
口

（
情

報
公

開
コ

ー
ナ

ー
等

）
で

の
閲

覧
 

□
 

広
報

紙
・

広
報

紙
等

へ
の

掲
載

 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  

⑧
 
ニ
ー
ズ
の
高
い
情
報
の
提
供
に
関
す
る
予
算
措
置
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク

✔
を
付
し
、
特
段
の
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

 
□

 
予

算
措

置
な

し
 

 
□

 
予

算
措

置
あ

り
 

 
 

予
算

の
内

容
 

  Ⅶ
 
国
か
ら
国
民
に
情
報
提
供
し
て
ほ
し
い
情
報
提
供
内
容
や
方
法
に
つ
い
て
の
要
望
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
住
民

か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
要
望
と
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
要
望
を
分
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

 ①
 情

報
提

供
内

容
へ

の
要

望
 

住
民

か
ら

の
要

望
 

    
地

方
公

共
団

体
と

し
て

の
要

望
 

   

 
1

0

②
 情

報
提

供
方

法
へ

の
要

望
 

住
民

か
ら

の
要

望
 

  

地
方

公
共

団
体

と
し

て
の

要
望

 

    ２
 

情
報
公
開

条
例

に
基
づ

き
複

数
回
開

示
し

た
文
書

に
係

る
情
報

提
供

に
つ
い

て
 

 Ⅰ
 
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
き
複
数
回
開
示
し
た
文
書
に
係
る
情
報
提
供

の
根
拠
規
定
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
団

体
で
、
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
き
複
数
回
開
示
し
た
文
書
に
係
る
情
報
提
供
に
関
す
る
条
例
や
要
綱
、
そ
の
他
の
根
拠
規

定
を
制
定
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
詳
細
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ

ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
条
例
や
要
綱
等
を
公
表
し
て
い
る
場
合
は
、
本
調
査
票
に
添
付
し
て
御
返
送
く
だ
さ
い
。
 

 ①
 条

例
 
□

あ
り

（
名

称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  
 

□
な

し
 

 
 

 
H

P
で

の
公

開
 

□
公

開
 

□
非

公
開

 

制
定

（
改

正
）

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
、

施
行

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

②
 要

綱
 

□
あ

り
（

名
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

 
□

な
し

 

 
 

 
□

公
開

 
 

□
非

公
開

 

 
 

 
H

P
で

の
公

開
 

□
公

開
 

□
非

公
開

 

制
定

（
改

正
）

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
、

施
行

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

➂
 
条

例
、

要
綱

以
外

の
根

拠
規

定
（

手
引

等
）

 

 
□

あ
り

（
名

称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  
 

□
な

し
 

 
 

 
□

公
開

 
□

非
公

開
 

 
 

 
H

P
で

の
公

開
 

□
公

開
 

□
非

公
開

 

制
定

（
改

正
）

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
、

施
行

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 Ⅱ
 
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
き
複
数
回
開
示
し
た
文
書
に
係
る
情
報
提
供
制
度
導
入
の
経
緯
・
理
由
に
つ
い
て
お
伺
い
し

ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。（

複
数
回
答
可
）
 

□
 

首
長

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

に
よ

っ
て

 

□
 

議
会

の
意

向
を

受
け

て
 

□
 

審
議

会
等

、
第

三
者

機
関

の
意

向
を

受
け

て
 

□
 

国
や

都
道

府
県

の
制

度
制

定
を

受
け

て
 

□
 

い
わ

ゆ
る

「
先

進
自

治
体

」
の

動
向

を
受

け
て

 

（
先

進
事

例
と

し
て

参
考

に
し

た
地

方
公

共
団

体
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
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1

1

□
 

周
辺

地
方

公
共

団
体

や
人

口
規

模
等

が
同

一
の

地
方

公
共

団
体

の
動

向
を

踏
ま

え
て

 
 

（
比

較
対

象
と

し
て

参
照

し
た

地
方

公
共

団
体

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
 

大
量

請
求

事
例

へ
の

対
応

と
し

て
 

□
 

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 Ⅲ
 

提
供

す
べ

き
文

書
の

選
定

基
準

に
つ

い
て

お
伺

い
し

ま
す

。
（

何
回

請
求

が
あ

れ
ば

情
報

提
供

を
行

う
か

の
基

準
。

全
部
開
示
文
書
の
み
開
示
し
て
い
る
の
か
。
一
部
開
示
文
書
を
開
示
す
る
場
合
の
不
開
示
情
報
の
取
扱
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
）
 

 ①
 
複

数
回

開
示

請
求

が
あ

っ
た

文
書

の
提

供
に

関
す

る
根

拠
規

定
の

体
裁

に
つ

い
て

お
伺

い
し

ま
す

。
該

当
す

る
場

合

は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

□
義

務
的

規
定

（
開

示
決

定
し

た
文

書
は

自
動

的
に

開
示

す
る

場
合

）
 

 
 

□
開

示
決

定
し

た
文

書
は

全
て

公
開

 
□

 
 

 
回

以
上

請
求

さ
れ

た
場

合
公

開
 

 
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
 □

裁
量

的
規

定
（

開
示

決
定

し
た

場
合

で
も

当
局

に
裁

量
の

余
地

が
あ

る
場

合
）

 

 
 

□
開

示
決

定
し

た
文

書
は

全
て

公
開

 
□

 
 

 
回

以
上

請
求

さ
れ

た
場

合
公

開
 

 
 

□
部

局
ご

と
に

判
断

 
 

 
 

 
 

 
□

案
件

ご
と

に
判

断
 

 
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  

②
 
数

回
開

示
請

求
が

あ
っ

た
文

書
の

提
供

の
範

囲
に

つ
い

て
お

伺
い

し
ま

す
。

該
当

す
る

も
の

に
チ

ェ
ッ

ク
マ

ー
ク

✔

を
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
□

全
部

開
示

文
書

の
み

提
供

 
□

一
部

開
示

文
書

も
提

供
 

 

➂
 
一

部
開

示
文

書
を

提
供

す
る

場
合

の
不

開
示

情
報

の
扱

い
に

つ
い

て
お

伺
い

し
ま

す
。

該
当

す
る

場
合

は
、

チ
ェ

ッ

ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

 
□

 墨
塗

り
等

で
対

応
 

 
□

 不
開

示
情

報
等

が
含

ま
れ

な
い

形
式

に
編

集
し

て
提

供
 

 
□

 そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 Ⅳ
 
複
数
回
開
示
請
求
が
あ
っ
た
文
書
の
情
報
提
供
方
法
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ

ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）

 

 
□

 
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

（
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
へ

の
特

段
の

配
慮

 
□

あ
り

 
□

な
し

）
 

 
□

 
情

報
公

開
窓

口
 

 
□

 
各

部
局

窓
口

 

 
□

 
県

政
・

市
政

等
総

合
窓

口
 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

  

 
1

2

Ⅴ
 
複
数
回
開
示
請
求
が
あ
っ
た
文
書
を
情
報
提
供
す
る
効
果
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
 

 ①
 
情
報
提
供
の
効
果
（
利
用
件
数
や
ア
ク
セ
ス
数
等
）
を
把
握
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク

マ
ー
ク
✔
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

□
 

効
果

を
把

握
し

て
い

る
 

（
→

 
②

へ
）

 

□
 

効
果

を
把

握
し

て
い

な
い

（
→

 
①

－
２

へ
）

 

 

①
－
２
 
効
果
を
把
握
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
団
体
に
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付

し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

（
→

 
Ⅵ

へ
）
 

□
 

効
果

把
握

に
費

用
が

掛
か

る
か

ら
 

□
 

効
果

把
握

が
困

難
だ

か
ら

 

□
 

効
果

把
握

の
必

要
性

が
な

い
か

ら
 

□
 

閲
覧

者
等

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

触
れ

る
か

ら
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
  

②
 

貴
団

体
で

実
施

し
て

い
る

複
数

回
開

示
請

求
が

あ
っ

た
文

書
に

関
す

る
情

報
提

供
の

効
果

と
し

て
把

握
し

て
い

る

内
容
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
団
体
に
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く

だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

 
□

 
閲

覧
記

録
・

閲
覧

請
求

文
書

等
の

蓄
積

・
分

析
 

 
□

 
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

・
ア

ク
セ

ス
記

録
の

蓄
積

・
分

析
 

 
□

 
広

報
誌

・
広

報
紙

等
の

普
及

等
に

関
す

る
調

査
の

実
施

 

 
□

 
住

民
に

対
す

る
意

識
調

査
等

の
実

施
 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  

➂
 
貴
団
体
に
お
い
て
、
一
年
間
に
複
数
回
開
示
請
求
が
あ
っ
た
文
書
に
関
し
て
情
報
提
供
し
た
総
文
書
数
を
お
伺
い
し

ま
す
。
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。（

例
：
毎
月
、
提
供
し
て
い
る
文
書
は

1
2
と
カ
ウ
ン
ト
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

細
に
把
握
し
て
い
な
い
場
合
は
概
数
で
も
可
。
）
 

 
 

提
供

文
書

数
 

 
 

 
 

 
 

 
文

書
 （

平
成

 
 

 
年

・
年

度
）

 

 

④
 
複
数
回
開
示
請
求
が
あ
っ
た
文
書
の
提
供
情
報
に
対
す
る
年
間
総
利
用
件
数
を
お
伺
い
し
ま
す
。
カ
ッ
コ
内
に
ご
記

入
く
だ
さ
い
。（

詳
細
に
把
握
し
て
い
な
い
場
合
は
概
数
で
も
可
。
）
 

総
利

用
件

数
 

 
 

 
 

 
 

 
件

 （
平

成
 

 
 

年
・

年
度

）
 

 

④
－

２
 
一

日
あ

た
り

の
概

数
を

把
握

し
て

い
る

場
合

は
、

貴
団

体
に

該
当

す
る

も
の

に
チ

ェ
ッ

ク
マ

ー
ク

✔
を

付
し

、

カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

 
□

 
1

日
数

件
程

度
 

 
□

 
1

日
十

数
件

か
ら

百
件

程
度

 

 
□

 
１

日
百

件
以

上
 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
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1

3

⑤
 
提
供
情
報
に
対
す
る
利
用
件
数
・
ア
ク
セ
ス
件
数
に
つ
い
て
、
詳
細
を
把
握
し
て
い
る
場
合
に
お
伺
い
し
ま
す
。
利

用
件

数
の

多
い

文
書

名
や

利
用

件
数

、
ア

ク
セ

ス
数

等
を

、
上

位
2
0
位

ま
で

、
情

報
公

開
窓

口
と

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

ア
ク
セ
ス
と
を
分
け
、
把
握
し
て
い
る
範
囲
内
で
ご
回
答
く
だ
さ
い
。
 

 

「
区
域
内
・
外
」
欄
は
、
当
該
文
書
の
公
開
請
求
の
多
く
が
、
貴
団
体
の
区
域
内
の
住
民
・
事
業
者
等
で
あ
る
の
か
、
区

域
外
で
あ
る
の
か
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
把
握
し
て
い
な
い
場
合
は
空
欄
の
ま
ま
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

「
公
益
・
営
利
」
欄
は

、
当
該
文
書
の
請
求
や
ア
ク
セ
ス
の
多
く
が
、
公
益
目
的
な
の
か
、
営
利
目
的
な
の
か
を
ご
記
入

く
だ
さ
い
。
把
握
し
て
い
な
い
場
合
は
空
欄
の
ま
ま
に
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 情
報

公
開

窓
口

と
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

ア
ク

セ
ス

の
合

計
 

□
 

 

（
情

報
公

開
窓

口
と

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
ア

ク
セ

ス
を

合
計

し
て

の
数

値
の

場
合

は
上

の
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
に

チ
ェ

ッ

ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
情
報
公
開
窓
口
の
表
だ
け
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
）
 

 情
報

公
開

窓
口

 

順
位

 
文

書
名

 
件

数
 

区
域

内
・

外
 

公
益

・
営

利

1
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

2
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

3
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

4
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

5
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

6
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

7
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

8
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

9
 

 
 

内
・

外
 

公
益

・
営

利
 

1
0

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
1

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
2

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
3

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
4

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
5

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
6

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
7

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
8

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

1
9

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

2
0

 
 

 
内

・
外

 
公

益
・

営
利

 

 イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
 

順
位

 
文

書
名

 
件

数
 

公
益

・
営

利

1
 

 
 

公
益

・
営

利
 

 
1

4

2
 

 
 

公
益

・
営

利
 

3
 

 
 

公
益

・
営

利
 

4
 

 
 

公
益

・
営

利
 

5
 

 
 

公
益

・
営

利
 

6
 

 
 

公
益

・
営

利
 

7
 

 
 

公
益

・
営

利
 

8
 

 
 

公
益

・
営

利
 

9
 

 
 

公
益

・
営

利
 

1
0

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
1

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
2

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
3

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
4

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
5

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
6

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
7

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
8

 
 

 
公

益
・

営
利

 

1
9

 
 

 
公

益
・

営
利

 

2
0

 
 

 
公

益
・

営
利

 

 Ⅴ
―
⑥
 
複
数
回
開
示
請
求
が
あ
っ
た
文
書
を
情
報
提
供
し
た
効
果
を
把
握
し
た
際
に
、
そ
の
結
果
を
情
報
提
供
制
度
の

改
善
の
た
め
に
活
用
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、

カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

 
□

 
情

報
提

供
範

囲
の

見
直

し
に

活
用

 

 
□

 
情

報
提

供
方

法
の

見
直

し
に

活
用

 

 
□

 
情

報
提

供
制

度
の

見
直

し
に

活
用

 

 
□

 
効

果
は

把
握

し
て

い
る

が
、

特
段

活
用

し
て

い
な

い
 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 Ⅵ
 
大
量
請
求
問
題
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
 

 ①
 
貴

団
体

が
大

量
請

求
問

題
に

直
面

し
て

い
た

か
否

か
に

つ
い

て
お

伺
い

し
ま

す
。

該
当

す
る

場
合

は
、

チ
ェ

ッ
ク

マ

ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

 
□

 
大

量
請

求
問

題
に

直
面

し
て

い
た

 

 
□

 
他

の
地

方
公

共
団

体
で

は
問

題
だ

と
認

識
し

て
い

た
が

、
当

地
方

公
共

団
体

で
は

直
面

は
し

て
い

な
か

っ
た

 

 
□

 
大

量
請

求
は

あ
っ

た
が

、
情

報
公

開
制

度
上

の
問

題
だ

と
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

 

 
□

 
大

量
請

求
問

題
に

直
面

し
て

い
な

か
っ

た
 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
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1

5

②
 
情

報
提

供
制

度
と

大
量

請
求

問
題

と
の

関
係

に
つ

い
て

お
伺

い
し

ま
す

。
該

当
す

る
場

合
は

、
チ

ェ
ッ

ク
マ

ー
ク

✔

を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

 
□

 
情

報
提

供
制

度
の

主
目

的
は

大
量

請
求

問
題

へ
の

対
処

 

 
□

 
大

量
請

求
問

題
は

主
目

的
で

は
な

い
が

、
情

報
提

供
制

度
導

入
の

目
的

の
一

つ
 

 
□

 
大

量
請

求
問

題
と

情
報

提
供

制
度

は
関

係
が

な
い

 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

  

➂
 
情

報
提

供
に

移
行

し
た

情
報

の
利

用
件

数
、

ア
ク

セ
ス

数
の

増
減

に
つ

い
て

お
伺

い
し

ま
す

。
該

当
す

る
場

合
は

、

チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
（
複
数
回
答
可
）
 

 
□

 
利

用
件

数
・

ア
ク

セ
ス

数
が

増
え

た
 

 
□

 
利

用
件

数
・

ア
ク

セ
ス

数
は

変
わ

ら
ず

 

 
□

 
利

用
件

数
・

ア
ク

セ
ス

数
が

減
っ

た
 

 
□

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 Ⅶ
 
情
報
開
示
制
度
に
依
ら
な
い
、
口
頭
で
の
開
示
請
求
等
「
簡
易
な
手
続
き
」
に
よ
る
情
報
開
示
に
つ
い
て
お
伺
い
し

ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。（

複
数
回
答
可
）
 

 
□

 
「

簡
易

な
手

続
き

」
に

よ
る

情
報

開
示

制
度

は
な

い
 

 
□

 
「

簡
易

な
手

続
き

」
に

よ
る

情
報

開
示

制
度

が
あ

る
 

（
制

度
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

 
正

規
の

開
示

制
度

と
の

差
異

 

 （
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

    ご
協
力
あ

り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た

。
今
後
、
記

載
事
項
に
つ

い
て
ご
照
会

を
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
る
か
と
思
わ

れ
ま
す
の
で
、
恐
縮
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
貴
団
体
に
お
け
る
連
絡
担
当
者
の
御
氏
名
、
御
連
絡
先
を
ご
記
入
願
い
ま
す
。

 

 御
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 御
所
属
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 電
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ｅ
メ
ー
ル
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 6.
 

(f
) 

Is
 y

ou
r 

g
o

ve
rn

m
en

t 
w

o
rk

in
g 

on
 a

 r
e

vi
ew

 o
f 

in
fo

rm
at

io
n 

se
rv

ic
e 

un
de

r 
th

e
 i

nf
or

m
at

io
n 

di
sc

lo
su

re
 

sy
st

em
 b

as
ed

 o
n 

su
rv

e
y 

re
su

lts
 t

ha
t 

sh
ow

 t
he

 e
ffe

ct
s 

of
 in

fo
rm

at
io

n 
se

rv
ic

e?
 C

he
ck

 t
he

 a
pp

ro
pr

ia
te

 

bo
xe

s 
an

d 
fil

l i
n 

th
e 

bl
an

k.
 

□
 T

he
 r

es
ul

ts
 a

re
 u

se
d 

fo
r 

re
vi

ew
 o

f i
nf

or
m

at
io

n 
se

rv
ic

e 
co

ve
ra

ge
 (

co
nt

en
ts

).
 

□
 T

he
 r

es
ul

ts
 a

re
 u

se
d 

fo
r 

re
vi

ew
 o

f 
in

fo
rm

at
io

n 
se

rv
ic

e 
m

ea
n

s 
(m

ed
ia

).
 

□
 T

he
 r

es
ul

ts
 a

re
 u

se
d 

fo
r 

re
vi

ew
 o

f 
th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
se

rv
ic

e 
sy

st
em

. 

□
 T

he
 k

no
w

le
dg

e 
ac

qu
ir

ed
 a

bo
ut

 a
cc

es
s 

st
at

us
 is

 n
ot

 u
se

d 
fo

r 
an

y 
pa

rt
ic

ul
a

r 
pu

rp
os

e.
 

□
 O

th
er

: 

 

(g
) 

W
ha

t 
is

 y
ou

r 
go

ve
rn

m
en

t 
do

in
g 

to
 p

ro
vi

d
e 

m
uc

h-
ne

e
de

d 
in

fo
rm

at
io

n 
to

 t
he

 p
ub

lic
? 

C
he

ck
 t

h
e

 

ap
pr

op
ria

te
 b

ox
es

 a
n

d 
fil

l i
n 

th
e 

bl
an

k.
 

□
 T

ra
ns

iti
on

 f
ro

m
 p

ro
ce

du
re

s 
in

 w
hi

ch
 in

fo
rm

at
io

n
 is

 d
is

cl
os

ed
 o

n 
re

q
ue

st
 to

 a
 s

ys
te

m
 in

 w
hi

ch
 

in
fo

rm
at

io
n 

is
 p

ro
vi

de
d 

p
ri

or
 to

 r
eq

ue
st

. 

□
 P

os
tin

g 
on

 t
he

 I
nt

er
ne

t 

□
 I

ns
pe

ct
io

n 
by

 in
fo

rm
at

io
n 

se
rv

ic
e 

au
th

or
iti

es
 (

in
fo

rm
at

io
n 

di
sc

lo
su

re
 s

ec
tio

n,
 e

tc
.)

 

□
 P

ub
lic

at
io

n 
in

 p
ub

lic
 r

el
at

io
ns

 m
ag

az
in

es
, 

et
c.

 

□
 O

th
er

: 

 

(h
) 

R
eg

a
rd

in
g 

th
e 

pr
o

vi
si

on
 

of
 

m
uc

h-
ne

ed
e

d 
in

fo
rm

at
io

n,
 

is
 

yo
ur

 
go

ve
rn

m
en

t 
ta

ki
ng

 
an

y 
sp

ec
ifi

c 

bu
dg

et
ar

y 
m

ea
su

re
s 

to
 p

ro
vi

de
 s

uc
h 

in
fo

rm
at

io
n 

to
 th

e 
pu

bl
ic

, i
nc

lu
di

ng
 th

e 
es

ta
bl

is
hm

en
t o

f 
sp

ec
ia

l 

in
fo

rm
at

io
n 

se
rv

ic
e 

au
th

or
iti

es
 o

r 
se

tti
ng

 u
p 

a 
de

di
ca

te
d 

In
te

rn
et

 s
ys

te
m

? 
C

he
ck

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 b

ox
, 

an
d 

if 
su

ch
 m

ea
su

re
s 

ar
e 

ta
ke

n,
 d

es
cr

ib
e 

th
e 

co
nt

en
t. 

□
 N

o 

□
 Y

es
; 

co
nt

en
t 

of
 t

he
 b

ud
ge

t: 

 7.
 

Te
ll 

us
 a

bo
ut

 t
he

 r
eq

ue
st

s 
fr

om
 t

he
 p

ub
lic

 f
or

 i
nf

or
m

at
io

n 
se

rv
ic

e 
co

nt
en

ts
 o

r 
m

ea
ns

 (
m

ed
ia

).
 

D
es

cr
ib

e 
ty

pi
ca

l o
pi

ni
on

s 
of

 th
em

. 

 (a
) 

R
eq

u
es

ts
 fo

r 
in

fo
rm

at
io

n 
se

rv
ic

e 
co

nt
en

ts
: 

   (b
) 

R
eq

u
es

ts
 fo

r 
in

fo
rm

at
io

n 
se

rv
ic

e 
m

ea
ns

 (
m

ed
ia

):
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 B
. 

In
fo

rm
at

io
n

 s
er

vi
ce

 r
el

at
ed

 t
o

 d
o

cu
m

en
ts

 t
h

at
 h

av
e 

b
ee

n
 d

is
cl

o
se

d
 m

o
re

 t
h

an
 o

n
ce

 u
n

d
er

 t
h

e 

in
fo

rm
at

io
n

 d
is

cl
o

su
re

 o
rd

in
an

ce
 

 1.
 

Te
ll 

us
 a

bo
ut

 i
nf

or
m

at
io

n 
se

rv
ic

e 
re

la
te

d 
to

 d
oc

um
en

ts
 t

ha
t 

ha
ve

 b
ee

n 
di

sc
lo

se
d 

m
or

e 
th

an
 o

nc
e 

un
de

r 
th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
di

sc
lo

su
re

 la
w

. 
D

oe
s 

yo
ur

 c
ou

nt
ry

 h
a

ve
 a

ny
 la

w
s,

 g
ov

er
nm

en
t 

or
di

na
nc

es
, 

o
r 

ot
he

r 
go

ve
rn

in
g 

pr
o

vi
si

on
s 

th
at

 a
llo

w
 t

he
 p

u
bl

ic
 t

o 
ob

ta
in

 in
fo

rm
at

io
n 

fr
om

 t
he

se
 d

oc
um

e
nt

s 
w

ith
ou

t 

fu
rt

he
r 

re
qu

es
ts

? 
If 

so
, 

en
te

r 
th

e 
de

ta
ils

. 
C

he
ck

 t
he

 a
pp

ro
pr

ia
te

 b
ox

es
 a

nd
 f

ill
 in

 t
he

 b
la

nk
s.

 I
f 

th
es

e
 

la
w

s 
or

 o
rd

in
an

ce
s 

ar
e 

pu
bl

ic
ly

 k
no

w
n,

 p
le

as
e 

se
nd

 u
s 

th
e 

re
le

va
nt

 d
at

a 
al

on
g 

w
ith

 t
he

se
 s

ur
ve

y 

fo
rm

s.
 

 

D
oc

um
en

ts
 t

ha
t 

ha
ve

 b
e

en
 s

ub
je

ct
 t

o 
di

sc
lo

su
re

 r
eq

ue
st

s 
m

or
e 

th
an

 o
nc

e 
un

de
r 

th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

di
sc

lo
su

re
 s

ys
te

m
 a

re
 r

el
ea

se
d 

w
ith

ou
t 

fu
rt

he
r 

re
qu

es
ts

. 

□
 Y

es
: g

o 
to

 (
a)

  
□

 N
o:

 g
o 

to
 p

ag
e 

17
 

 

(a
) 

La
w

s:
 □

 Y
es

 (
N

am
e:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 
 □

 N
o

 

D
is

cl
os

ed
 o

n 
th

e 
W

eb
: 

□
 Y

es
  

□
 N

o 

E
na

ct
ed

 (
R

e
vi

se
d)

: Y
ea

r 
 

 
 

M
on

th
 

 
 

D
a

y 
 

 
 

C
am

e 
in

to
 e

ffe
ct

: Y
ea

r 
 

 
 

M
on

th
 

 
 

D
ay

 
 

 
 

 

(b
) 

G
ov

e
rn

m
en

t 
or

di
na

nc
es

: 
□

 Y
es

 (
N

am
e:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 
 □

 N
o

 

D
is

cl
os

ed
 o

n 
th

e 
W

eb
: 

□
 Y

es
  

□
 N

o 

E
na

ct
ed

 (
R

e
vi

se
d)

: Y
ea

r 
 

 
 

M
on

th
 

 
 

D
a

y 
 

 
 

C
am

e 
in

to
 e

ffe
ct

: Y
ea

r 
 

 
 

M
on

th
 

 
 

D
ay

 
 

 
 

 

(c
) 

G
ov

e
rn

in
g 

p
ro

vi
si

on
s 

ot
he

r 
th

an
 la

w
s 

an
d 

or
di

n
an

ce
s 

(g
ui

de
bo

ok
s,

 e
tc

.)
 

□
 Y

es
 (

N
am

e:
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

 □
 N

o
 

□
 D

is
cl

os
ed

  
□

 N
ot

 d
is

cl
os

ed
 

D
is

cl
os

ed
 o

n 
th

e 
W

eb
: 

□
 Y

es
  

□
 N

o 

E
na

ct
ed

 (
R

e
vi

se
d)

: Y
ea

r 
 

 
 

M
on

th
 

 
 

D
a

y 
 

 
 

C
am

e 
in

to
 e

ffe
ct

: Y
ea

r 
 

 
 

M
on

th
 

 
 

D
ay
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 2.
 

Te
ll 

us
 a

bo
ut

 t
he

 b
ac

kg
ro

un
d/

re
as

on
 f

or
 t

he
 in

tr
od

uc
tio

n 
of

 t
he

 in
fo

rm
at

io
n 

se
rv

ic
e 

sy
st

em
 r

el
at

ed
 t

o 

do
cu

m
en

ts
 t

ha
t 

ha
ve

 b
e

en
 d

is
cl

os
ed

 m
or

e 
th

an
 o

nc
e 

un
de

r 
th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
di

sc
lo

su
re

 l
aw

. 
C

he
ck

 

th
e 

ap
pr

op
ri

at
e 

bo
xe

s 
an

d 
fil

l i
n 

th
e 

bl
an

ks
 (

ch
ec

k 
al

l t
ha

t 
ap

pl
y)

. 

□
 U

nd
er

 th
e 

le
ad

er
sh

ip
 o

f t
he

 p
re

si
de

nt
/p

re
m

ie
r 

□
 R

ef
le

ct
in

g 
th

e 
po

lic
y 

of
 t

he
 le

gi
sl

at
ur

e/
ru

lin
g 

pa
rt

y 

□
 R

ef
le

ct
in

g 
th

e 
po

lic
y 

of
 in

de
pe

n
de

nt
 o

rg
an

iz
at

io
ns

 s
uc

h 
as

 a
dv

is
or

y 
bo

d
ie

s 

□
 F

ol
lo

w
in

g
 t

he
 e

na
ct

m
en

t 
of

 a
 s

ys
te

m
 in

 in
te

rn
at

io
na

l o
rg

an
iz

at
io

ns
 s

uc
h 

as
 t

he
 E

U
 

□
 R

ef
le

ct
in

g 
tr

en
ds

 in
 o

th
er

 p
ro

gr
es

si
ve

 c
ou

nt
rie

s 

E
xa

m
pl

e 
co

u
nt

rie
s:

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 I

n 
lig

ht
 o

f t
re

nd
s 

in
 n

ei
gh

bo
rin

g 
co

u
nt

rie
s 

or
 c

ou
nt

rie
s 

w
ith

 a
 s

im
ila

r 
po

pu
la

tio
n 

si
ze

, 
et

c.
  

E
xa

m
pl

e 
co

u
nt

rie
s:

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 A

s 
co

un
te

rm
ea

su
re

s 
ag

ai
ns

t m
as

si
ve

 in
fo

rm
at

io
n 

re
qu

es
ts

  

□
 O

th
er

: 

 3.
 

Te
ll 

us
 a

bo
ut

 th
e 

se
le

ct
io

n 
st

an
da

rd
s 

fo
r 

do
cu

m
en

ts
 to

 b
e 

di
sc

lo
se

d.
 H

ow
 m

a
ny

 r
e

qu
es

ts
 a

re
 n

e
ed

e
d

 

be
fo

re
 d

is
cl

os
ur

e?
 Is

 d
is

cl
os

ur
e 

lim
ite

d 
to

 fu
ll 

do
cu

m
en

ts
? 

H
ow

 is
 n

on
di

sc
lo

su
re

 in
fo

rm
at

io
n 

ha
nd

le
d

 

in
 th

e 
re

le
as

e 
of

 p
ar

tia
l d

is
cl

os
ur

e 
do

cu
m

en
ts

? 

 (a
) 

Te
ll 

us
 a

bo
ut

 t
he

 s
ty

le
 o

f 
th

e 
go

ve
rn

in
g

 r
ul

e 
on

 t
he

 p
ro

vi
si

on
 o

f 
do

cu
m

en
ts

 t
ha

t 
ha

ve
 b

ee
n 

su
bj

ec
t 

to
 

di
sc

lo
su

re
 r

eq
ue

st
s 

m
or

e 
th

an
 o

nc
e.

 C
he

ck
 th

e 
ap

pr
op

ria
te

 b
ox

 a
nd

 fi
ll 

in
 th

e 
bl

an
k.

 

□
 M

an
da

to
ry

 r
ul

e 
(d

oc
u

m
en

ts
 u

nd
er

 th
e 

di
sc

lo
su

re
 d

ec
is

io
n 

ar
e 

di
sc

lo
se

d 
au

to
m

at
ic

al
ly

.)
 

□
 A

ll 
do

cu
m

en
ts

 u
nd

er
 t

he
 d

is
cl

os
ur

e 
de

ci
si

on
 a

re
 r

el
ea

se
d.

 

□
 D

oc
um

en
ts

 a
re

 d
is

cl
os

ed
 fo

llo
w

in
g 

m
or

e 
th

an
  

 
 

 r
eq

u
es

ts
. 

□
 O

th
er

: 

□
 D

is
cr

et
io

na
ry

 r
ul

e 
(a

u
th

or
iti

es
 h

av
e 

di
sc

re
tio

n 
ev

en
 a

fte
r 

th
e 

di
sc

lo
su

re
 d

ec
is

io
n 

is
 m

ad
e.

) 

□
 U

p 
to

 th
e 

ju
dg

m
en

t o
f t

he
 o

ffi
ce

s 
an

d 
m

in
is

tr
ie

s 

□
 D

ep
en

ds
 o

n 
th

e 
ca

se
 

□
 O

th
er

: 

 

(b
) 

Te
ll 

us
 a

bo
ut

 th
e 

de
gr

ee
 o

f r
el

ea
se

 o
f d

oc
um

en
ts

 th
at

 h
av

e 
be

en
 s

ub
je

ct
 to

 d
is

cl
os

ur
e 

re
qu

es
ts

 m
or

e
 

th
an

 o
nc

e.
 C

he
ck

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 b

ox
e

s.
 

□
 R

el
ea

se
 to

ta
l-d

is
cl

os
ur

e 
do

cu
m

en
ts

 o
nl

y 
 □

 R
el

ea
se

 p
ar

tia
l-d

is
cl

os
ur

e 
do

cu
m

en
ts

 a
s 

w
el

l 

 

(c
) 

Te
ll 

us
 a

bo
u

t 
th

e 
ha

nd
lin

g 
of

 n
on

di
sc

lo
su

re
 i

nf
o

rm
at

io
n 

w
h

en
 p

ar
tia

l-d
is

cl
os

ur
e 

do
cu

m
en

ts
 a

re
 

re
le

as
ed

. 
C

he
ck

 t
he

 a
pp

ro
pr

ia
te

 b
ox

es
 a

nd
 f

ill
 in

 t
he

 b
la

nk
s 

(c
he

ck
 a

ll 
th

at
 a

pp
ly

).
 

□
 R

ed
ac

te
d

 w
ith

 e
le

m
en

ts
 b

lo
tte

d 
ou

t i
n 

bl
ac

k 

□
 E

xc
lu

de
d 

fr
om

 th
e 

do
cu

m
en

t i
n 

th
e 

co
m

pi
la

tio
n 

pr
oc

es
s 

□
 O

th
er

: 
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 4.
 

Te
ll 

us
 

ab
ou

t 
th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
se

rv
ic

e 
m

ea
ns

 
re

la
te

d 
to

 
do

cu
m

en
ts

 
th

at
 

ha
ve

 
be

en
 

su
bj

ec
t 

to
 

di
sc

lo
su

re
 r

eq
ue

st
s 

m
or

e 
th

an
 o

nc
e.

 C
he

ck
 t

he
 a

pp
ro

pr
ia

te
 b

ox
es

 a
nd

 f
ill

 i
n 

th
e 

bl
an

ks
 (

ch
ec

k 
al

l 

th
at

 a
pp

ly
).

 

□
 D

is
cl

os
ur

e 
on

 th
e 

In
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la
nk

s 
(c

he
ck

 a
ll 

th
at

 a
pp

ly
).

 

□
 T

he
 m

ai
n 

pu
rp

os
e 

of
 th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
se

rv
ic

e 
sy

st
em

 is
 to

 h
an

dl
e 

m
as

si
ve

 in
fo

rm
at

io
n 

re
qu

es
ts

. 

□
 T

he
 h

an
d

lin
g 

of
 m

as
si

ve
 in

fo
rm

at
io

n 
re

qu
es

ts
 is

 n
ot

 th
e 

m
ai

n 
pu

rp
os

e 
of

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

se
rv

ic
e 

sy
st

em
, b

ut
 it

 w
as

 o
ne

 o
f t

he
 p

ur
po

se
s 

of
 it

s 
in

tr
od

uc
tio

n.
 

□
 T

he
re

 is
 n

o 
re

la
tio

ns
h

ip
 b

et
w

ee
n 

th
e 

pr
o

bl
e

m
 o

f m
as

si
ve

 in
fo

rm
at

io
n 

re
q

ue
st

s 
an

d 
th

e 

in
fo

rm
at

io
n 

se
rv

ic
e 

sy
st

em
. 

□
 O

th
er

: 

 

(c
) 

H
as

 th
er

e 
be

en
 a

n 
in

cr
ea

se
 o

r 
de

cr
ea

se
 in

 u
sa

ge
 o

r 
ac

ce
ss

 r
eg

ar
di

n
g 

in
fo

rm
at

io
n 

th
at

 h
as

 m
ad

e 
th

e
 

sh
ift

 f
ro

m
 t

he
 d

is
cl

os
ur

e 
re

qu
es

t 
sy

st
em

 t
o 

th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

se
rv

ic
e 

sy
st

em
? 

C
he

ck
 t

he
 a

pp
ro

pr
ia

te
 

bo
xe

s 
an

d 
fil

l i
n 

th
e 

bl
an

ks
 (

ch
ec

k 
al

l t
ha

t a
pp

ly
).

 

□
 U

sa
ge

 o
r 

ac
ce

ss
 n

um
be

rs
 h

av
e 

in
cr

ea
se

d.
 

□
 U

sa
ge

 o
r 

ac
ce

ss
 n

um
be

rs
 a

re
 u

nc
ha

ng
ed

. 

□
 U

sa
ge

 o
r 

ac
ce

ss
 n

um
be

rs
 h

av
e 

de
cr

ea
se

d.
 

□
 O

th
er

: 
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 7.
 

D
oe

s 
yo

ur
 c

ou
nt

ry
 h

a
ve

 a
ny

 in
fo

rm
at

io
n 

di
sc

lo
su

re
 s

ys
te

m
 b

as
ed

 o
n 

a 
si

m
pl

e 
pr

oc
es

s,
 s

uc
h 

as
 a

n
 

or
al

 d
is

cl
os

ur
e 

re
qu

es
t?

 C
he

ck
 th

e 
ap

pr
op

ria
te

 b
ox

es
 a

nd
 fi

ll 
in

 t
he

 b
la

nk
s 

(c
he

ck
 a

ll 
th

at
 a

pp
ly

).
 

□
 N

o 

□
 Y

es
: N

am
e 

of
 th

e 
sy

st
em

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D
iff

er
en

ce
 fr

om
 th

e 
re

gu
la

r 
in

fo
rm

at
io

n/
do

cu
m

en
t 

di
sc

lo
su

re
 r

eq
ue

st
 s

ys
te

m
: 

 

  T
ha

nk
 y

ou
 v

er
y 

m
uc

h 
fo

r 
yo

ur
 c

oo
pe

ra
tio

n.
 W

e 
m

ay
 m

ak
e 

in
q

ui
rie

s 
ab

ou
t 

yo
ur

 r
es

po
n

se
s 

ab
ov

e 
at

 a
 

la
te

r 
da

te
. 

P
le

as
e 

pr
ov

id
e 

th
e 

na
m

e 
an

d 
co

nt
ac

t 
in

fo
rm

at
io

n 
of

 
th

e 
p

er
so

n 
re

sp
o

ns
ib

le
 

in
 

yo
u

r 

or
ga

ni
za

tio
n.

 

 N
am

e:
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 O
rg

an
iz

at
io

n
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 F
ax

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 E
-m

ai
l: 
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整
理
番
号
 
 
 

  

お
願
い
 
 

１
 

行
政

機
関

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

法
律

第
2
5
条

で
は

「
政

府
は

、
そ

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
る

た
め

、
行

政
機

関
の

保
有

す
る

情
報

の
提

供
に

関
す

る
施

策
の

充
実

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
」

と
規
定
し
て
お
り
、
行
政
刷
新
担
当
大
臣
を
座
長
と
す
る
「
行
政
透
明
化
検
討
チ
ー
ム
」
は
、
国
の
情
報
公
開
制
度
の

見
直
し
を
検
討
し
、
そ
の
と
り
ま
と
め
結
果
に
お
い
て
も
情
報
提
供
施
策
の
充
実
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 ２
 
貴
社
に
お
い
て
は
、
企
業
の
社
会
的
責
任
の
一
環
と
し
て
、
法
令
に
定
め
ら
れ
た
公
開
情
報
以
上
に
、
積
極
的
に
情

報
を
消
費
者
や
投
資
家
等
に
対
し
公
表
す
る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、
今
後
の
国
に
お
け
る
情
報
公
開
制
度
の
見

直
し
に
際
し
、
先
進
事
例
と
し
て
参
考
に
な
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 

 ３
 
こ
の
書
面
調
査
は
、
国
の
情
報
公
開
制
度
の
企
画
・
立
案
を
所
掌
す
る
総
務
省
行
政
管
理
局
か
ら
受
託
し
た
「
地
方

公
共
団
体
、
諸
外
国
等
に
お
け
る
情
報
提
供
施
策
等
に
関
す
る
調
査
研
究
」
の
一
環
と
し
て
（
財
）
行
政
管
理
研
究
セ

ン
タ
ー
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
益
企
業
等
、
民
間
企
業
に
お
け
る
事
例
を
把
握
・
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今

後
の
情
報
公
開
制
度
の
見
直
し
に
際
し
、
先
進
的
な
事
例
を
検
討
す
る
際
の
素
材
と
な
る
も
の
で
す
。

 

 ４
 
設
問
へ
の
ご
回
答
は
、
選
択
肢
が
あ
る
場
合
は
□
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
適
宜
ご
記

入
く
だ
さ
い
。
な
お
、
ご
回
答
い
た
だ
く
時
点
は
、
平
成

2
2
年

12
月

1
日
現
在

で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

 ５
 
調
査
表
へ
の
ご
記
入
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
よ
り
、
平
成

23
年

1
月

1
4
日
（
金
）
ま
で
に

郵
便
ポ
ス
ト
に
ご
投
函
、
も
し
く
は
下
記
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
ま
で
ご
送
信
く
だ
さ
い
。
ご
多
用
の
こ
と
と
存
じ
ま
す

が
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

 ５
 
本
調
査
研
究
の
調
査
結
果
は
、
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。

 

 ６
 
そ
の
他
ご
記
入
に
当
た
っ
て
の
不
明
な
点
等
は
、
次
の
担
当
者
ま
で
御
照
会
く
だ
さ
い
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
照
会
先
：
（
財
）
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主
任
研
究
員
 
武
藤
 
 
研
究
員
 
上
田

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
：

03
－

59
69

－
82

11
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
：

03
－

56
88

－
84

00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｅ
メ
ー
ル
：

X
L

B
02

56
4@

n
if

ty
.c

om
 

 

情
報

公
開

制
度

に
基

づ
く

情
報

提
供

施
策

に
関

す
る

書
面

調
査

 

財
団
法
人
 
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー

 
2 

 貴
社

名
 

 

  ①
 
貴
社
が
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ

ー
ク
を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

□
 

企
業

の
社

会
的

責
任

を
果

た
す

た
め

 

□
 

Ｉ
Ｒ

活
動

の
一

環
と

し
て

 

□
 

Ｉ
Ｓ

Ｏ
等

の
認

証
基

準
の

要
件

を
満

た
す

た
め

 

□
 

ブ
ラ

ン
ド

等
、

自
社

イ
メ

ー
ジ

の
向

上
策

と
し

て
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

 

②
 
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
を
開
始
し
た
時
期
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
活
動
を
開
始
し
た
年
度
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
度

開
始

 

 

 

③
 
貴
社
に
お
け
る
、
法
令
（
会
社
法
や
金
融
商
品
取
引
法
、
事
業
法
等
）
に
定
め
ら
れ
た
事
項
以
外
の
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の

一

環
と
し
て
の
情
報
提
供
（
消
費
者
や
投
資
家
等
へ
の
情
報
開
示
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
情
報
誌
等
で
の
情
報
提
供
）
に
つ

い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
に
よ
り
提
供
し
て
い
る
情
報
内
容
に
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
を
付

し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

□
 

コ
ー

ポ
レ

ー
ト

ガ
ヴ

ァ
ナ

ン
ス

に
関

す
る

情
報

 

□
 

商
品

や
サ

ー
ビ

ス
の

安
全

に
関

す
る

情
報

 

□
 

企
業

活
動

に
お

け
る

環
境

問
題

に
関

す
る

情
報

 

□
 

調
達

活
動

に
関

す
る

情
報

 

□
 

人
権

や
男

女
共

同
参

画
等

に
関

す
る

情
報

 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

 

④
 
③
の
情
報
内
容
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク

を
付
し
、
カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

□
 

社
内

の
検

討
を

受
け

て
 

□
 

社
外

取
締

役
や

有
識

者
等

、
社

外
の

意
見

を
反

映
し

て
 

□
 

取
引

先
や

社
員

（
従

業
員

）
等

の
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
の

意
見

を
反

映
し

て
 

□
 

第
三

者
機

関
等

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
等

に
準

拠
 

□
 

同
業

他
社

や
Ｃ

Ｓ
Ｒ

に
積

極
的

な
企

業
の

活
動

を
参

考
に

し
て

 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

  

-185-



 
3 

⑤
 
③
の
情
報
内
容
を
提
供
し
て
い
る
方
法
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
を
付
し
、

カ
ッ
コ
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

 
□

 
報

告
書

の
発

行
（
→
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
な
い
Ｃ
Ｓ
Ｒ
関
連
の
報
告
書
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
返
信
用

封
筒
に
同
封
し
ご
提
供
く
だ
さ
い
。
）

 

□
 

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
公

開
（

報
告

書
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

掲
載

を
含

む
）

 

□
 

自
社

窓
口

等
で

の
報

告
書

等
の

閲
覧

 

□
 

Ｃ
Ｓ

Ｒ
活

動
に

関
す

る
報

告
会

・
説

明
会

等
の

開
催

 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

 

⑥
 
提
供
情
報
の
利
用
頻
度
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
け
、
そ
の
他
の
場

合
は
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

□
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

ア
ク

セ
ス

件
数

 
（

 
 

 
 

 
年

・
月

・
日

に
 

 
 

 
 

 
 

 
件

）
 

□
情

報
公

開
窓

口
の

利
用

者
数

 
 

 
（

 
 

 
 

 
年

・
月

・
日

に
 

 
 

 
 

 
 

 
件

）
 

□
報

告
書

や
冊

子
類

の
発

行
頻

度
 

 
（

 
 

 
 

 
種

類
 

年
 

 
 

 
 

回
発

行
）

 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

 

⑦
 
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
に
よ
り
情
報
提
供
を
し
た
効
果
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を

付
け
、
そ
の
他
の
場
合
は
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

 
□

 
Ｉ

Ｓ
Ｏ

等
の

認
証

基
準

の
要

件
を

達
成

 

□
 

ブ
ラ

ン
ド

等
、

自
社

イ
メ

ー
ジ

の
向

上
 

 
□

 
顧

客
等

の
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
の

満
足

度
の

向
上

 

 
□

 
取

り
組

み
に

対
す

る
表

彰
等

の
受

賞
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
□

 
業

績
の

向
上

 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

 

⑧
 
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
に
よ
り
情
報
提
供
を
し
た
効
果
を
把
握
し
た
こ
と
に
よ
る
見
直
し
の
内
容
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
✔
を
付
け
、
そ
の
他
の
場
合
は
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

 
□

 
Ｃ

Ｓ
Ｒ

活
動

に
関

連
す

る
企

業
全

般
活

動
の

見
直

し
 

 
□

 
Ｃ

Ｓ
Ｒ

活
動

の
拡

充
 

 
□

 
Ｃ

Ｓ
Ｒ

活
動

に
関

連
す

る
情

報
提

供
内

容
の

見
直

し
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

      

 
4 

 ⑨
 
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
に
関
連
す
る
情
報
提
供
内
容
の
見
直
し
の
内
容
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
該
当
す
る
も
の
に
チ
ェ
ッ

ク
マ
ー
ク
✔
を
付
け
、
そ
の
他
の
場
合
は
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

□
 

提
供

情
報

範
囲

の
拡

大
 

□
 

情
報

提
供

の
強

化
（

公
表

媒
体

の
拡

充
等

）
 

□
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

     ご
協
力
あ

り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た

。
今
後
、
記

載
事
項
に
つ

い
て
ご
照
会

を
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
る
か
と
思
わ

れ
ま

す
の

で
、

恐
縮

で
は

ご
ざ

い
ま

す
が

、
貴

社
に

お
け

る
連

絡
担

当
者

の
御

氏
名

、
御

連
絡

先
を

ご
記

入
願

い
ま

す
。
 

 御
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御
所
属
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 電
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ｅ
メ
ー
ル
：
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